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第 1 部 第 2 次古賀市環境基本計画

第 1 章 第 2 次古賀市環境基本計画の策定にあたって

1 計画策定の背景と目的

古賀市では、平成 13 年 6 月に「新・まちづくり計画（第 3 次古賀市総合振興計画）」を策

定し、この計画を環境面から実現することを目的として、平成 16 年 3 月に「古賀市環境基本

計画(以下「第 1次計画」という。)」を策定しました。 

第 1 次計画の策定当時は、ごみ問題や河川の水質汚濁、ライフスタイルの変化に伴う資源

やエネルギーの大量消費に起因する地球温暖化など、折しも環境問題の多くが市民の日常生

活や企業の事業活動と密接に関わっていることが指摘されるようになってきた時期です。第

1 次計画の策定は、まちづくりにおける環境保全・環境配慮の視点の導入や、市民、事業者、

行政などが共働して環境を重視したまちづくりに取り組むための総合的な指針として、大き

な意義をもたらしました。 

 

その後、第 1 次計画策定から 10 年が経過し、古賀市の人口、産業、土地利用など、環境状

況を左右する社会条件はもとより、地球温暖化や生物多様性の劣化など、地球規模での環境

問題や微小粒子状物質（PM2.5）による健康被害への懸念などの問題も浮上し、いまだに多く

の課題が存在しています。 

 また、第 1 次計画の評価を、施策の進捗状況、市民意識の変化など、さまざまな視点から

行ったところ、「実施に至らなかった施策がある」、「策定後の状況変化に応じた適切な対応が

できなかった」などの課題があります。 

これらの状況を踏まえ、「第 2次古賀市環境基本計画(以下「本計画」という。)」は、将来

の環境を見据えながら、市民、事業者、行政などの共働による持続可能なまちづくりを推進

するため、次の10年間(平成26(2014)年度～平成35(2023)年度)にめざすべき環境像を掲げ、

その実現方針を示すことを目的とします。 
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＜古賀市の社会条件の変化＞ 

 ●人口 

これまで古賀市の人口は増加傾向にあり、この背景には、積極的な企業誘致による工 

場進出や、福岡都市圏における人口増大に伴う住宅地開発の影響などが考えられます。 

また、古賀市の高齢者人口は近年微増している傾向にあり、平成 22 年の高齢化率は 19.2%

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐1 人口・世帯数・世帯人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐2 高齢化率の推移 
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●産業構造 

就業者数全体の推移は、増加傾向にあります。 
また、産業分野別就業者数では、第 1 次産業就業者数は減少傾向、第 2 次産業は平成 

12 年をピークに以降減少傾向、第 3 次産業就業者数は昭和 50 年から平成 22 年で約 3 
倍に増加しています。近年の傾向として増加率は鈍化しているもののいまだ増加してい 
。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 1次産業：農業、林業、水産業など狩猟、採集 第 2次産業：製造業、建設業など、工業生産、加工業、電気・ガス水道業 

第 3 次産業：情報通信業、金融業、運輸業、小売業、サービス業など、非物質的な生産業、配分業） 

図 1‐3 産業分野別就業者数の推移 

 

●土地利用 

かつて農業を中心とした生活と土地利用がなされていましたが、昭和 40 年代以降急速 

に都市化が進展し、宅地が増加する一方で、田や畑、山林・原野の減少傾向がみられます。 

平成 23 年においては田 11.8%、畑 7.2%、宅地 17.8%、山林・原野 17.5%となっていま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐4 土地利用面積の推移 
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2 計画の役割と位置づけ 

本計画は、環境保全・創造に関する施策・事業を総合的かつ計画的に推進するための基本

計画として、平成 16 年 10 月に制定された「古賀市環境基本条例」に位置づけられるもので

す。 

また、本計画は「第 4 次古賀市総合振興計画」で掲げた都市イメージ「つながり にぎわ

う 快適安心都市 こが ～豊かな自然と元気な笑顔に出会うまち～」を環境面から実現す

るためのもので、環境行政の最上位計画に位置づけられます。 

具体的には、他の行政計画を環境に配慮した方向へと整合を図るとともに、古賀市はもと

より市民、事業者などの共働によって環境に配慮したまちづくりを推進していくための目標

や取り組みについて示しています。なお、「古賀市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」に

ついては、本計画に含めることにより一体的に推進するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐5 計画の位置づけと役割 

 

3 計画の対象範囲

 （1）対象地域 

計画の対象地域は、古賀市全域とします。なお、今日の環境問題の中には廃棄物問題、大

気汚染や水質汚濁など行政区域の枠を超えた広域的な対応が求められるものもあります。こ

のような問題に対しては、古賀市の役割を明らかにし、近隣市町や県、国の関係機関とも連

携を図りつつ取り組みを進めていきます。 

 

（2）対象分野 

環境は私たちの生活を取り巻く様々な要素から構成されています。本計画が対象とする環

境の分野を、自然環境、生活環境、都市環境、地球環境、資源循環、環境意識と行動とし、

それぞれの環境の要素を以下のように設定します。 
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表 1‐1 計画が対象とする環境の範囲 

環境分野 環境の要素 

自然環境 動植物、自然景観、水辺、身近なみどり など 

生活環境 大気、水質、騒音・振動、悪臭 など 

都市環境 まちなみ景観、歴史・文化 など 

地球環境 地球温暖化、省エネルギー、再生可能エネルギー など 

資源循環 廃棄物、リサイクル など 

環境意識と行動 環境教育・学習、ライフスタイル、環境保全活動、市民参加 など 

 

4 計画の期間 

計画の期間は、平成 26（2014）年度から平成 35（2023）年度までの 10 年間とします。た

だし、中間年度にあたる平成 30（2018）年度には前期事業・施策の進捗確認とともに見直し

を行い、後期事業・施策の決定を行うこととします。また、社会経済状況の変化や科学技術

の進展、環境問題の変化など、必要に応じて見直しを行います。 

 
 

表 1‐2 計画の期間 

 

5 各主体の役割 

本計画がめざす環境像及び基本目標を実現するためには、市民、事業者、行政(市)などが

それぞれの役割を果たし、かつ連携・協力して取り組みを進めていく必要があります。 

そこで、それぞれに求められる各主体の役割を次のように定めます。 

 
平成
24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

古
賀
市
総
合
振
興
計
画

              

古
賀
市
環
境
基
本
計
画 

              

次期計画 

前期基本計画 

第 4次古賀市総合振興計画【平成 24～33 年度】 

後期基本計画【平成 29～33 年度】 

前環境基本計画 次期計画 

前期基本計画【平成 24～28 年度】 

第 2次古賀市環境基本計画【平成 26～35 年度】 

後期事業・施策【平成 31～35 年度】 前期事業・施策【平成 26～30 年度】

中間 
見直し 

前期事業・施策
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●市民（市民、地域組織、市民活動団体）の役割 

・環境の保全などについて関心を持ち、必要な知識を持つよう努める。 

・環境の保全上の支障を防止するため、資源及びエネルギーの消費、廃棄物及び生活排水の

排出その他の日常生活における環境への負荷を低減するよう努める。 

・地域コミュニティ組織の活動や、市民活動団体による美化、リサイクル、環境学習などの

活動に積極的に参画し、各主体との連携を図る。        

 

●事業者の役割 

・事業活動に伴って生じる公害を防止し、自然環境の適正な保全のために必要な措置を講ず

る。 

・製品その他容器包装など、事業活動に関わるものが使用され、廃棄されることによる環境

への負荷を低減するために必要な措置を講ずるよう努める。                  

・事業活動に伴う開発に当たっては、地域の環境特性に応じた適正な土地利用を基本とするとと

もに、緑地の保全、景観への配慮その他の環境への負荷低減に努める。                 

 

●行政（市）の役割 

・公害の防止や自然環境の保全など、その他の環境の保全に関わる事項について基本的かつ

総合的な施策を策定し、実施する。 

・市民や事業者、民間団体の環境の保全に関する自主的な取り組みを促すよう、情報提供な

どの必要な支援を行う。 

・市民や事業者、民間団体、国や県、他の自治体などと連携・協力し、環境関連施策を推進

する。 

・自ら廃棄物の発生の抑制及び適正な処理、資源の循環的な利用並びにエネルギーの有効利

用を行うことにより、環境負荷の低減に積極的に取り組む。   

 

6 近年の環境をとりまく社会の動き 

第 1 次計画策定以降、環境を取り巻く社会の動きは、めまぐるしく変化しています。特に

地球温暖化の防止、生物多様性の保全、循環型社会の推進については、国内外でさまざまな

展開をみせています。 

また、平成 23 年に発生した東日本大震災は、私たちに国内のエネルギー政策のあり方や、

地域社会のあり方など、多くの課題を浮上させました。 

このような中、平成 24 年 4月に閣議決定された国の「第四次環境基本計画」では、めざす

べき持続可能な社会として、「低炭素、循環、自然共生の各分野を統合的に達成することに加

え、安全がその基盤として確保される社会」を掲げています。 

福岡県では、このような動きを受けて、平成 25 年に、「第 3 次福岡県環境総合基本計画」、

「福岡県生物多様性戦略」を策定しています。古賀市では国・県の動向を踏まえ、再生可能

エネルギー及び省エネルギーの推進に向けた各種補助制度の整備や、資源化の促進を図るた

め、平成 15 年度から分別収集を継続するとともに、古紙類回収倉庫を設置するなど様々な取

り組みを実施してきました。 
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表 1‐3 第 1 次計画策定以降の社会の動向 

年 

(平成) 
国際的な動向 日本の動向 福岡県の動向 古賀市の動向 

17 年 ・京都議定書発効 ・京都議定書目達計画閣議決定 

・環境省地方環境事務所の設置 

・福岡県産業廃棄物税条例

施行 

・福岡県ポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物処理計画策定 

・自然環境観察マップの作

成 

 

18 年  ・第三次環境基本計画閣議決定 

・容器包装リサイクル法改正 

・福岡県地球温暖化対策推

進計画策定 

・環境フェスタの開催 

・粗大ごみ有料回収開始 

19 年 ・IPCC 第四次評価報告書公表 ・21 世紀環境立国戦略閣議決定 

・第三次生物多様性国家戦略閣議

決定 

・福岡県廃棄物処理計画改

訂 

・古賀市環境基本計画・古

賀市ごみ処理基本計画

の中間点検実施 

・古紙類回収倉庫設置(新

原) 

20 年 ・京都議定書第一約束期間開

始（～2012 年） 

・G8 北海道洞爺湖サミット開

催 

・第 2 次循環型社会形成推進基本

計画閣議決定 

・改正京都議定書目達計画閣議決

定 

・省エネ法・温対法改正 

・生物多様性基本法公布 

・低炭素社会づくり行動計画閣議

決定 

・森林環境税施行  

21 年 ・気候変動枠組条約第 15 回締

約国会議（COP15）開催 

・アジア３Ｒ推進フォーラム

設立 

・地球温暖化対策推進法律施行令

の一部改正 

・ふくおかエコライフ応援

サイト HP 開設 

・13 保健福祉環境事務所

を 6 保健福祉環境事務

所に統合 

・市庁舎に太陽光発電設備

を設置(20kW) 

・古紙類回収倉庫設置(千

鳥ヶ池) 

22 年 ・気候変動枠組条約第 16 回締

約国会議（COP16）開催 

・第 18 回国連持続可能な・生

物多様性条約第 10 回締約国

会議（COP10）開催 

環境教育促進法公布 

・生物多様性国家戦略 2010 閣議

決定 

・環境経済成長ビジョン公表 

・新成長戦略閣議決定 

・エネルギー基本計画改定 

・生物多様性地域連携促進法公布

・福岡県土壌汚染対策指導

要綱策定 

・福岡県省エネルギー推進

会議を設立 

・住宅用太陽光発電設備設

置費補助制度を開始 

(1kW 当たり 2.5 万円) 

・剪定枝回収モデル事業実

施(舞の里地区) 

・廃食用油回収モデル事業

実施(環境課窓口) 

23 年 ・気候変動枠組条約第 17 回締

約国会議（COP17）開催 

・第 19 回国連持続可能な開発

委員会会合開催 

★東日本大震災・福島第一原子力

発電所事故 

・環境影響評価法改正 

・電気事業者による再生可能エネ

ルギー電気の調達に関する特別

措置法成立 

・ふくおか省エネ・節電県

民運動実施 

・福岡県レッドデータブッ

ク 2011 発行 

・剪定枝集団回収支援事業

開始 

・廃食用油回収事業開始 

24 年 ・生物多様性条約第 11 回締約

国会議（COP11）開催 

・気候変動枠組条約第 18 回締

約国会議（COP18）開催 

・京都議定書第一約束期間終

了 

・放射性物質汚染対処特措法施行

・第四次環境基本計画閣議決定 

・生物多様性国家戦略 2012-2020

閣議決定 

・再生可能エネルギーの全量買取

制度開始 

・地球温暖化対策のための税導入

・福岡県廃棄物処理計画改

訂 

・ふくおかのエネルギーHP

公開 

・住宅用エネファーム設置

費補助制度を開始 

(1 律 10 万円) 

・ぐりんぐりん古賀(古賀

市環境市民会議)の設立

・電気自動車の導入 

・古賀市循環型社会研究会

設置 

25 年 ・気候変動枠組条約第 17 回締

約国会議（COP19）開催 

・第 19 回国連持続可能な開発

委員会会合開催 

・小型家電リサイクル法施行 

・第 3 次循環型社会形成推進基本

計画閣議決定 

・第三次福岡県環境総合基

本計画策定 

・福岡県生物多様性戦略策

定 

・微小粒子状物質（PM2.5）

の注意喚起開始 

・第 2次古賀市環境基本計

画・第 2次古賀市ごみ処

理基本計画の策定 

・グリーンカーテンの匠事

業開始 
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7 計画の構成 

本計画に示す内容と構成を図 1‐6に示します。古賀市の現状と課題を踏まえて今後のめざ

す方向を明らかにして、必要な取り組み及びその推進に向けた仕組みを定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐6 計画の構成 
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第 2章 古賀市の現況と課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリーンパーク 
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第 2 章 古賀市の現況と課題

1 市民の評価 

市民アンケート調査結果によると、「特に優れており将来も守っていきたいもの」として、

平成 14 年度の結果では、「清掃やごみ処理」、「空気のきれいさ」、「周辺の静けさ」などが挙

げられています。また、平成 24 年度調査では「自然景観」、「水道水の水質」、「周辺の静けさ」

などが上位に挙げられており、自然の恩恵を意識した内容のものが目立ち、自然にあこがれ、

惹かれる傾向が強まっています。 

また、「周辺環境を良くするために改善が必要なもの」としては、平成 14 年度、平成 24 年

度の結果についてはともに、「市民の環境に関するモラル（道徳）」、「清掃やごみ処理」、「川

や池の水のきれいさ」などが挙げられています。環境教育の必要性、ごみや水などの身近な

環境の改善が今後一層求められます。 

 

 

 

 ＜古賀市の環境で特に優れており、将来も守っていきたいもの＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐7 平成 14 年度市民アンケート調査        図 1‐8 平成 24 年度市民アンケート調査 

 

 

 

 

1 自然景観

2 水道水の水質

3 周辺の静けさ

4 山の自然

5 空気のきれいさ

6 清掃やごみ処理

7 井戸水の水質

8
川や池の水や水辺
とのふれあい

9
川や池の水のきれ
いさ

10
公園、野外レクリ
エーション施設

11
身近な緑とのふれ
あい

12 まち並み景観

13 リサイクルの機会

14
野鳥や昆虫等の生
き物とのふれあい

15
市民の環境に関す
るモラル（道徳）

16 歴史的雰囲気

17 日照阻害

18
文化財、遺跡等の
保存、整備

19
環境保全活動への
参加・機会

20
省エネルギーの情
報提供等
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7 井戸水の水質

8
川や池の水や水辺
とのふれあい

9
川や池の水のきれ
いさ

10
公園、野外レクリ
エーション施設

11
身近な緑とのふれ
あい

12 まち並み景観

13 リサイクルの機会

14
野鳥や昆虫等の生
き物とのふれあい

15
市民の環境に関す
るモラル（道徳）

16 歴史的雰囲気

17 日照阻害

18
文化財、遺跡等の
保存、整備

19
環境保全活動への
参加・機会
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 ＜身近な周辺環境を良くするために、改善が必要なもの＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐9 平成 14 年度市民アンケート調査       図 1‐10 平成 24 年度市民アンケート調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
市民の環境に関す
るモラル（道徳）

2
川や池の水のきれ
いさ

3 清掃やごみ処理

4 水道水の水質

5 まち並み景観

6
公園、野外レクリ
エーション施設

7
省エネルギーの情
報提供等

8 周辺の静けさ

9 リサイクルの機会

10 自然景観

11
環境保全活動への
参加・機会

12 井戸水の水質

13 山の自然

14 空気のきれいさ

15 歴史的雰囲気

16
川や池の水や水辺
とのふれあい

17
身近な緑とのふれ
あい

18
文化財、遺跡等の
保存、整備

19 日照阻害

20
野鳥や昆虫等の生
き物とのふれあい
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＜問題点・課題＞ 
・市民の環境に関するモラル（道徳）の向上 
・川や池の水のきれいさの維持 
・清掃活動の推進とごみ処理の適正化 

1
市民の環境に関す
るモラル（道徳）

2
川や池の水のきれ
いさ

3 清掃やごみ処理

4 水道水の水質

5 まち並み景観

6
公園、野外レクリ
エーション施設

7
省エネルギーの情
報提供等

8 周辺の静けさ

9 リサイクルの機会

10 自然景観

11
環境保全活動への
参加・機会

12 井戸水の水質

13 山の自然

14 空気のきれいさ

15 歴史的雰囲気

16
川や池の水や水辺
とのふれあい

17
身近な緑とのふれ
あい

18
文化財、遺跡等の
保存、整備

19 日照阻害

20
野鳥や昆虫等の生
き物とのふれあい
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福岡県 環境省

クロマツ群落 カテゴリーⅡ ―

ツクシオオガヤツリ群落 カテゴリーⅡ ―

イソホウキギ 絶滅危惧Ⅱ類 ―

サンショウモ 絶滅危惧ⅠＡ類 準絶滅危惧

シバナ 絶滅危惧ⅠＢ類 準絶滅危惧

タヌキモ 絶滅危惧ⅠＢ類 準絶滅危惧

ツクシオオガヤツリ 絶滅危惧ⅠＢ類 ―

維管束植物

カテゴリー
和名分類名

植物群落

福岡県 環境省

鳥類 ケリ 準絶滅危惧 ―

爬虫類 アカウミガメ 絶滅危惧ⅠＢ類 絶滅危惧Ⅱ類

ニホンアカガエル 絶滅危惧Ⅱ類 ―

ニホンヒキガエル 絶滅危惧Ⅱ類 ―

ヒカゲチョウ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅱ類

エサキアメンボ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

オオマルケシゲンゴロウ 準絶滅危惧 ―

コバンムシ 絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

ベッコウトンボ 絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧Ⅰ類

ウナギ 準絶滅危惧 ―

シロウオ 準絶滅危惧 準絶滅危惧

ニッポンバラタナゴ 絶滅危惧Ⅱ類 絶滅危惧Ⅰ類

メダカ 準絶滅危惧 絶滅危惧Ⅱ類

シオマネキ 絶滅危惧 準絶滅危惧

ハクセンシオマネキ 準絶滅危惧 準絶滅危惧

ハマガニ 準絶滅危惧 ―

ヒメアシハラガニ 準絶滅危惧 ―

ベンケイガニ 絶滅危惧 ―

ミナミテナガエビ 準絶滅危惧 ―

アメイロギセル 絶滅危惧Ⅰ類 ―

オキギセル 準絶滅危惧 ―

キセルガイモドキ 絶滅危惧Ⅰ類 ―

フトヘナタリ 準絶滅危惧 ―

ミヤザキムシオイ 絶滅危惧Ⅰ類 ―

ヤマタニシ 準絶滅危惧 ―

昆虫類

淡水魚類

カテゴリー
和名分類名

淡水産動物

陸・淡水産貝類

両生類

2 自然環境 

（1）生物多様性 

古賀市は、西の玄界灘から中央に位置する平野、さらに犬鳴山系、立花山系など自然に

恵まれた地域です。また、河川については、中川、犬鳴山系・立花山系に発する大根川が

流れ、ともに玄界灘に注いでいます。 

このような地理的条件を受けて成立する植生の内、自然性の高いものとして、河内池周

辺の常緑広葉樹自然林、海岸部の海岸砂丘草原などが一部残されるものの、多くは人の営

みとともに成立した、スギ・ヒノキ植林、果樹園などが里地里山を形成しています。その

他、特筆すべき植物群落として、千鳥ヶ池が県天然記念物のツクシオオガヤツリの北限自

生地となっているほか、海岸線には白砂青松が連なり、玄海国定公園に指定されています。 

また、福岡県レッドデータブックに記載されている希少な植物 5 種、動物 25 種の生育、

生息が確認されています。 

ただし、古賀市の自然環境については総合的な調査（平成 14～15 年度）が行われてから

約 10 年の時間が経過しています。その間、農林業の担い手不足による里地里山の荒廃や鳥

獣害の拡大、近隣市町でも確認されているブラックバスをはじめとする外来生物の侵入な

ど、生物多様性を脅かす要素が多く出現しています。これらのことを踏まえ、市内の自然

環境の現状を把握し、総合的な保全のための仕組みづくりが必要です。 

 

 

 

 

 

表 1‐4 希少な植生・植物（古賀市）                表 1‐5 希少な動物（古賀市） 

 

 

 

 

 

資料：環境省第 4 次レッドリスト、福岡県の希少野生生物 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：環境省第 4 次レッドリスト、福岡県の希少野生生物(福岡県レッドデータブック 2001、哺乳類、鳥類は 2011 改定) 

＜問題点・課題＞ 
・里地里山の荒廃（竹林の拡大など） 
・鳥獣害の拡大 
・外来生物の侵入による生態系の攪乱 
・生物多様性を脅かす各要素と自然環境の現状の把握 
・具体的な自然環境保全のための仕組みづくり 
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資料：平成 24 年度古賀市都市計画基礎調査 

図 1‐11 植生図 
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（2）人と自然とのふれあい 

古賀市は、海、山、川、田園、丘陵と、自然の要素を豊富に備えた環境にあり、自然景

観の美しさをはじめ、散策、水辺とのふれあいなど、市民の生活空間に身近にふれあえる

恵まれた環境にあります。 

中でも市民アンケート調査結果によると、水辺や緑についての市民の愛着は深く、特に

残して欲しい自然環境として、花鶴浜、千鳥ヶ池、グリーンパーク、薬王寺周辺、清瀧な

ど水辺を中心とする環境が多く挙げられる一方、特に改善して欲しい場所としても同様の

環境が挙げられており、関心の高さがうかがわれます。 

また、市民アンケート調査結果の環境の重要度・満足度を問う項目では、「水辺の保全・

創出」が重点改善分野に挙げられており（P.33 参照）、古賀市の環境資源を活かした環境づ

くり、活動方針の策定が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■興山園の桜 ■古賀海岸 

■清瀧清流と桜並木 ■薬王寺水辺公園 

＜問題点・課題＞ 
・「水辺の保全・創出」が環境分野の中で重要だが満足度が低い結果となっている 
・古賀市の資源（海・山・川・竹林・遊歩道）を活かした環境づくり 
・市民の手による花鶴浜（公園）、花見海岸、松林の保全のしくみづくり 
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資料：平成 24 年度市民アンケート調査結果 

図 1‐12 特に残して欲しい自然環境・特に改善して欲しい場所 
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3 生活環境 

（1）大気環境（大気質、騒音・振動、悪臭） 

ア 大気質 

古賀市には、県の一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局ともに設置されていませ

んが、周辺の福岡市(香椎、吉塚)と宗像市の測定結果をみると、微小粒子状物質（PM2.5）

を除く測定項目において、環境基準の長期的評価を満たしています。 

ただし短期的評価では、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントの両項目で経年的に環境

基準の超過が確認されています。これは全国的な傾向であり、微小粒子状物質（PM2.5）の

高濃度値の出現とも併せて、健康被害を伴う可能性があるため、観測データの把握、市民

への注意喚起など、適切な対応を行う必要があります。 

 

二酸化硫黄(ＳＯ2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浮遊粒子状物質(ＳＰＭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定局 環境基準

0.007 ○ 0.005 ○ 0.005 ○ 0.005 ○ 0.006 ○ 1日平均値の2％除外値が0.04ppm以下であること

1日平均値
（超過日数）

0 0 0 0 0

時間値
（超過時間数）

0 0 0 0 0

0.009 ○ 0.008 ○ － － － － － － 1日平均値の2％除外値が0.04ppm以下であること

1日平均値
（超過日数）

0 0 － － －

時間値
（超過時間数）

0 0 － － －

0.009 ○ 0.008 ○ 0.008 ○ 0.008 ○ 0.007 ○ 1日平均値の2％除外値が0.04ppm以下であること

1日平均値
（超過日数）

0 0 0 0 0

時間値
（超過時間数）

0 0 0 0 0

資料：福岡県ホームページ　大気汚染物質測定結果　平成20年度～24年度測定結果

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

長期的評価
（1日平均値の2％除外値）

短期的評価 ○ ○ ○ ○ ○

項　目

1時間値の1日平均値が、0.04ppm以下であり、か
つ1時間値が、0.1ppm以下であること

宗像市

○ ○ － － －
1時間値の1日平均値が、0.04ppm以下であり、か
つ1時間値が、0.1ppm以下であること

長期的評価
（1日平均値の2％除外値）

短期的評価 ○ ○ ○ ○ ○
1時間値の1日平均値が、0.04ppm以下であり、か
つ1時間値が、0.1ppm以下であること

福岡市
(吉塚)

福岡市
(香椎)

長期的評価
（1日平均値の2％除外値）

短期的評価

測定局 環境基準

0.091 ○ 0.055 ○ 0.066 ○ 0.073 ○ 0.057 ○ 1日平均値の2％除外値が0.10mg/m
3
以下であるこ

と

1日平均値
（超過日数）

6 0 2 3 2

時間値
（超過時間数）

19 0 8 17 14

0.090 ○ 0.061 ○ 0.067 ○ 0.065 ○ 0.053 ○ 1日平均値の2％除外値が0.10mg/m
3
以下であるこ

と

1日平均値
（超過日数）

5 0 0 3 3

時間値
（超過時間数）

0 0 8 14 13

0.090 ○ 0.058 ○ 0.065 ○ 0.064 ○ 0.056 ○ 1日平均値の2％除外値が0.10mg/m
3
以下であるこ

と

1日平均値
（超過日数）

4 0 1 3 3

時間値
（超過時間数）

9 0 7 17 40

資料：福岡県ホームページ　大気汚染物質測定結果　平成20年度～24年度測定結果

× ×

平成20年度 平成21年度

×

長期的評価
（1日平均値の2％除外値）

短期的評価 × × × ×
1時間値の1日平均値が、0.10mg/m

3
以下であり、

かつ1時間値が0.20mg/m
3
以下であること

福岡市
(吉塚)

福岡市
(香椎)

長期的評価
（1日平均値の2％除外値）

短期的評価 × × ×
1時間値の1日平均値が、0.10mg/m

3
以下であり、

かつ1時間値が0.20mg/m
3
以下であること

宗像市

長期的評価
（1日平均値の2％除外値）

短期的評価 × × × × ×
1時間値の1日平均値が、0.10mg/m

3
以下であり、

かつ1時間値が0.20mg/m
3
以下であること

平成22年度 平成23年度項　目 平成19年度
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図 1‐13 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）の測定結果の推移 

二酸化窒素(ＮＯ2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

光化学オキシダント(Ｏｘ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐14 光化学オキシダント（Ｏｘ）の測定結果の推移 

微小粒子状物質(ＰＭ2.5) 
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福岡市（吉塚） 福岡市（香椎） 宗像市

福岡市（吉塚） 福岡市（香椎） 宗像市
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期
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一

日
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値

の

2
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）

※

短

期

的
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価

　

時
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値
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超

過

時

間

数

）

※1時間値の1日平均値が0.10mg/m
3
以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m

3
以下

環境基準（0.10mg/m3）

79 76

120

74

52

101

135

103

81
91

60

76

49

94

112

0

40

80

120

160

Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度

福岡市（吉塚） 福岡市（香椎） 宗像市

※

短

期

的

評

価

　

一

時

間

値

（
超

過

日

数

）

日

※昼間の1時間値が0.06ppm以下

測定局 環境基準

0.027 ○ 0.026 ○ 0.026 ○ 0.039 ○ 0.033 ○
1日平均値の98％値が、0.04ppmから0.06ppmまで
の範囲であるか、またはそれ以下であること

短期的評価
1日平均値
（超過日数）

0 ○ 0 ○ 0 ○ 1 × 0 ○
1時間値の1日平均値が、0.04ppmから0.06ppmま
でのゾーン内、またはそれ以下であること

0.024 ○ 0.023 ○ 0.022 ○ 0.028 ○ 0.025 ○
1日平均値の98％値が、0.04ppmから0.06ppmまで
の範囲であるか、またはそれ以下であること

短期的評価
1日平均値
（超過日数）

0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○
1時間値の1日平均値が、0.04ppmから0.06ppmま
でのゾーン内、またはそれ以下であること

0.024 ○ 0.020 ○ 0.020 ○ 0.019 ○ 0.021 ○
1日平均値の98％値が、0.04ppmから0.06ppmまで
の範囲であるか、またはそれ以下であること

短期的評価
1日平均値
（超過日数）

0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○
1時間値の1日平均値が、0.04ppmから0.06ppmま
でのゾーン内、またはそれ以下であること

資料：福岡県ホームページ　大気汚染物質測定結果　平成20年度～24年度測定結果

福岡市
(吉塚)

福岡市
(香椎)

宗像市

長期的評価
（1日平均値の98％値）

長期的評価
（1日平均値の98％値）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度項　目 平成19年度

長期的評価
（1日平均値の98％値）

測定局 環境基準

福岡市
(吉塚)

短期的評価
1時間値
（超過日数）

79 × 76 × 120 × 74 × 52 × 昼間の1時間値が0.06ppm以下であること

福岡市
(香椎)

短期的評価
1時間値
（超過日数）

112 × 101 × 135 × 103 × 81 × 昼間の1時間値が0.06ppm以下であること

宗像市 短期的評価
1時間値
（超過日数）

91 × 60 × 76 × 49 × 94 × 昼間の1時間値が0.06ppm以下であること

資料：福岡県ホームページ　大気汚染物質測定結果　平成20年度～24年度測定結果

項　目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

測定局 環境基準

福岡市
(香椎)

－ － － － － － － － 44.6 ×
1年平均値が15μg/m

3
以下であり、かつ1日平均

値が35μg/ｍ
3
以下であること

資料：福岡県ホームページ　大気汚染物質測定結果　平成20年度～24年度測定結果

長期的評価
（1日平均値の98％値）

項　目 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
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イ 騒音・振動 

道路交通騒音については、古賀市千鳥 1 丁目敷地内で古賀市による測定を行っており、

平成 14～23 年度において、等価騒音レベルは環境基準(幹線交通を担う道路の特例値：昼

間 70dB、夜間 65dB)を満足しています。 

しかし、今後は近隣市町の人口増加、交通量変化などによる影響も懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐15 道路交通騒音測定結果の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※調査地点：古賀市千鳥1丁目敷地内
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50

60

70

80

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

等価騒音レベル（dB）

昼間 夜間 環境基準：昼間（70dB以下) 環境基準：夜間（65dB以下)

資料：平成15～23年版公害関係測定結果、福岡県

■道路交通騒音（等価騒音ﾚﾍﾞﾙ）
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ウ 生活環境苦情 

古賀市における生活環境苦情発生状況において、例年、最も多い苦情は悪臭（野焼き）

に関するものです。市民アンケート調査の環境の重要度・満足度を問う項目でも、「大気環

境の保全」が重点改善分野に挙げられており（P.33 参照）、速やかな改善が求められていま

す。 

また、騒音に関する苦情も経年的に発生しており、これらの多くは地域コミュニティ内

の生活圏と農地や工場などの事業地の境界で発生しているものも多く、市民への適切な指

導と同時に相互理解を促進していく必要があります。 

 

表 1‐6 生活環境苦情件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜問題点・課題＞ 

・大気汚染物質で問題となる状況はないが、全国的に問題となっている光化学オキシダント、微小

粒子状物質(PM2.5)への対応を行う必要がある 

・「大気環境の保全」が環境分野の中で重要だが満足度が低い結果となっている。また、公害苦情

の中では野焼きが多く挙げられている。 

・道路交通騒音で問題となる状況はないが、近隣市町の人口増加、交通量変化による影響が懸念さ

れる 

・騒音、悪臭苦情は経年的に発生しており、その多くが生活圏と事業地の境界で発生している 

う
ち
野
焼
き

平成19年度 75 0 5 0 5 0 0 51 45     14

平成20年度 45 2 3 0 2 0 0 28 28     10

平成21年度 78 0 3 0 4 0 0 48 42     23

平成22年度 122 3 8 1     10 0 0 61 51     39

平成23年度 85 1     12 0     12 0 1 27 21     32

平成24年度 73 0 　  14 0 　  15 0 0 40 35 4

資料：古賀市資料

悪
　
臭

そ
の
他

水
質
汚
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土
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汚
染

騒
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動

年度 合計

大
気
汚
染

地
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沈
下
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（2）水質 

ア 河川 

近年の水質調査結果によると、大根川ではすべての調査地点で経年的に BOD の環境基準

(A 類型：2mg/l 以下、B 類型：3mg/l 以下)を満たしていますが、谷山川などの調査地点に

おいては、環境基準超過が見受けられるものの徐々に改善されてきています。また、古賀

市の汚水処理人口普及率は、平成 24 年現在、約 9割に達しています。今後さらなる水質の

浄化を進めていくためには、河川の汚濁機構の解析を進めるとともに、適切な対策を行っ

ていくことが必要です。 

また、市民アンケート調査結果の「身近な周辺環境を良くするために改善が必要なもの」

を問う項目では、「川や池の水のきれいさ」が上位に挙げられています（P.13 参照）。これ

には水質の清浄さのみではなく、ごみの投棄状況や草の繁茂状況など、水辺環境としての

美しさも求められています。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各河川の環境基準の類型は、中川では指定されておらず、大根川の花鶴橋で B 類型、大根川のその他の調査地

点及び谷山川のすべての調査地点で A 類型に指定されています。） 

図 1‐16 環境基準点における水質調査結果(BOD75%値) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐17 古賀市河川水質調査結果(BOD75%値) －大根川、谷山川(A 類型)－ 
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資料：平成15～24年版環境白書、福岡県

BOD75％値（mg/l）

大根川橋（Ａ類型）

石ヶ崎橋（Ａ類型）

花鶴橋（Ｂ類型）

環境基準：A類型

環境基準：B類型

資料：平成15～24年版公害関係測定結果、福岡県
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環境基準：A類型
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図 1‐18 古賀市河川水質調査結果(ＢＯＤ75%値) －中川(類型指定無し)－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐19 汚水処理人口普及率の推移 

資料：平成15～24年版公害関係測定結果、福岡県
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※平成23年より西大橋に替わり、中川橋にて調査を実施する。
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イ 地下水 

地下水の水質は、平成 17・23 年度に福岡県が実施した概況調査では、測定されたすべて

の項目について環境基準を満たしています。今後、県の概況調査により水質の汚濁が判明

した場合には、適切な管理や措置を講ずることが求められることから、県との情報の共有

と連携が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

（3）土壌汚染、有害化学物質（ダイオキシン類） 

古賀市には土壌汚染対策法に基づく指定区域はありません。また、県による調査が平成

17 年に行われており、いずれの地点も環境基準を満たしています。 

また、県によるダイオキシン類調査が、河川、地下水、土壌、大気について行われてい

ますが、古賀市における調査地点についてはいずれも環境基準を達成しています。 

今後、県の調査により土壌汚染などが判明した場合には、適切な管理や措置を講ずるこ

とが求められることから、県や関係部署と連携した拡大防止、原因の究明が必要となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

＜問題点・課題＞ 

・谷山川では、環境基準を達成していない地点がある 

・多くの市民が、環境を良くするために「川や池の水のきれいさ」を改善する必要を感じている 

＜問題点・課題＞ 

・土壌汚染、ダイオキシン類に関する情報の共有 
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4 都市環境 

（1）まちなみ景観 

市民アンケート調査結果によると、特に残して欲しい景観などとして、唐津街道・青柳

宿をはじめ、多くの歴史性、自然性を重視した場所が挙げられています。また、回答され

た場所が多岐にわたっており、景観に対する認知度の低下が推測されます。その一方で、「環

境問題への関心について」の市民アンケート調査結果では、大いに関心がある市民は 4 割

程度のため、今後さらなる啓発の取り組みが必要です。 

 

 

 

 

表 1‐7 特に残して欲しい景観など 

該当する場所 選んだ理由 
回答率※

（％）

唐津街道・青柳宿 古い街並みが好き。歴史的にも大切にしたい。宿場町。歴史上重要。 など 20

五所八幡宮と 

その周辺 
樹齢何百年の大木など。江戸時代の街道の賑やかさに思いを馳せる。 など 8

天降神社 歴史的建造物。歴史を感じる。古い鳥居。立派な大木。 など 8

古賀駅周辺 古賀神社までの古い街並み。桜並木の美しさ。風情がある。 など 7

熊野神社 
歴史的な雰囲気を感じる。石段や絵馬。山の高い所に位置しており、見晴らしが

よい。 など 
7

薬王寺 歴史的に守られている。懐かしいのどかな環境。自然と歴史との調和。 など 7

花鶴浜と海岸線 自然景観がよい。 7

その他 

医王寺、千鳥ヶ池公園、鹿部山公園、清瀧寺、三柱神社、小山田斎宮の社叢、小野公園、薦野、大根

川、米多比の田んぼ、本庄・新原地区の古い街並み など 

36

※記入頂いた意見総数に対する割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 24 年度市民アンケート調査 

図 1‐20 特に残して欲しい景観など 

＜問題点・課題＞ 
・残して欲しい景観に、自然性や歴史性を重視した場所が挙げられている 

・数多くの遺跡や古墳などが存在しているが、「まちなみの美しさ、歴史・文化の保全」について

は、大いに関心のある市民は 4割程度である。 

N

536536

503503

534534

503503

504504

3535

534534

535535

3535

495

495
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5 地球環境 

（1）地球温暖化 

地球温暖化対策は、私たちが取り組むべき喫緊の課題であり、地球温暖化の主な要因は

二酸化炭素の排出量の増加が原因の一つと言われています。また、二酸化炭素は私たちの

暮らしに必要な電気や輸送のためのエネルギーを得るための化石燃料の燃焼によって大気

中に放出されます。 

そのため、省エネルギー・省資源、また、化石燃料に頼らない再生可能エネルギーの利

用を促進していくことが必要です。 
 

ア 二酸化炭素排出量 

古賀市における平成 21（2009）年度現在の二酸化炭素の排出量は、基準年である平成 2
（1990）年度比で約 8％の増加がみられます。これは業務部門、家庭部門、運輸部門（自

動車）からの排出量が増加しているためで、産業部門は逆に年々減少する傾向にあります。 
産業部門では、農林水産業・製造業（第 1 次、第 2 次産業）から第 3 次産業への転換が

見込まれ、産業構造の変化に伴う二酸化炭素排出量の増加が見込まれます。また、古賀市

の人口は増加傾向にあるため（図 1‐1）、業務部門、家庭部門、運輸部門（自動車）は漸

増していくものと考えられます。排出量の削減はこれら 3 部門を重点的に検討する必要が

あります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐21 二酸化炭素排出量の現況推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1‐22 二酸化炭素排出量の将来推計 
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イ 省エネルギー、再生可能エネルギーの利用 

環境施策の重要度・満足度を問う市民アンケート調査結果では、「省エネルギー対策」が

重点改善分野に挙げられており（P.33 参照）、具体的活動に関する情報の提供や、環境へ配

慮した取り組みを推進することが求められています。 

また、家庭での節電などによる省エネルギーの取り組みや、太陽光発電システムなどの

再生可能エネルギーを利用した設備の導入についても、周知・啓発や補助金の導入などの

検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 資源循環 

国は平成 13 年に「循環型社会形成推進基本法」を施行し、大量生産・大量消費・大量廃

棄型の社会に変わる「循環型社会」を掲げ、その実現に向けて各種リサイクル法を整備す

るとともに施策を推進してきました。 

このような背景のもと、古賀市では関係法令及び一般廃棄物処理基本計画に基づき、1

人 1日あたりのごみ処理量を平成 13 年度比で 20％削減する目標を掲げ、ごみ減量と資源化

の推進を目的とした環境に関する普及啓発活動など様々な施策を展開してきましたが、目

標値は達成できていないため、目標値及び施策の検証とともに今後も引き続きごみの減量

と資源化の推進に努めていく必要があります。 

＜問題点・課題＞ 

・今後二酸化炭素排出量の漸増が見込まれる業務部門、家庭部門、運輸部門（自動車）からの排出

量の削減 

・「省エネルギー対策」が環境分野の中で重要だが満足度が低い結果となっている 

・省エネルギーの取り組み、設備の導入など、現在行っていないが、周知・啓発や補助金導入によ

り今後の実施の見込める項目が存在する 

・公共交通網など自家用車の使用を自粛するための条件がそろっていないと感じている市民が多い



 

28 第 1部 第 2次古賀市環境基本計画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐23 1 人 1 日あたりごみ処理量の目標値と実績値（家庭系ごみと事業系ごみの合計） 

 

 

 

 

 

 

＜問題点・課題＞ 

・１人１日あたりのごみ処理量の削減と資源化率の向上 

・家庭系ごみは、３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）を推進し 1人 1日あたりの排出量の削減が

必要 

・事業系ごみは、事業者との連携を図り、排出量の削減を推進することが必要 
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暖房は20℃、冷房は28℃を目安に、エアコンの温度 　　

設定をしている   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

冷暖房機器は不必要につけっぱなしにしない  　　　　　　

電気カーペットの設定温度はこまめに調節している      

照明は、省エネ型の蛍光ランプなどを使用している      

電気製品を使わない時は、コンセントからプラグを抜き、

待機電力を少なくしている                                      

省エネ家電を選択し購入している                             

冷蔵庫の開け閉めを少なくし、ものを詰め込みすぎない 

ようにしている      　　　　　　　　　　　　　　                   

食器を洗う時は、給湯器の温度を低く設定している       

電気ポットを長時間使用しないときは、コンセントから    

プラグを抜くようにしている                                     

シャワーはお湯を出しっぱなしにしないようにしている    

お風呂は、時間間隔をあけずに入るなど、追い炊きを    

しないようにしている       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

洗濯物はできるだけまとめて洗うようにしている    　　　　

環境家計簿をつけている     　　　　　　　　　　　　　　　　　

いつも実行している たまに実行している 実行していない 未回答

 

n=386

52.6

13.0

29.3

36.3

83.7

65.3

2.1

4.4

9.6

1.3

1.0

1.6
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台所で、食用油や食べかすを排水口から流さないようにしている

日常の生活で節水に気をつけている        　　　　　　　　　　　　　

洗剤の使いすぎに注意したり、環境にやさしい洗剤    　　　　　　

（石けんなど）を使うように努めている           　　　　　　　　　　

いつも実行している たまに実行している 実行していない 未回答

7 環境意識と行動 

（1）ライフスタイル、ビジネススタイル 

市民アンケート調査結果では、水を汚さないための取り組みや省エネルギーに関する取

り組みが日常的によく実施されていることがうかがわれます。 

一方、行動を行っていない理由には、「手間がかかり、面倒である」との回答が最も多く、

今後は環境に関する情報提供の方法を検討すると同時に、環境意識の向上に向けた取り組

みを行う必要があります。 
 

■ 水を汚さないための取り組み 

＜現在の取り組み＞              

 

 

 

 

 

 

資料：平成 24 年度市民アンケート調査 

＜実行していない理由＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐24   資料：平成 24 年度市民アンケート調査 

■ 省エネルギーに関する取り組み 

＜現在の取り組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：平成 24 年度市民アンケート調査 

37.0

40.7

0.0

25.9

16.7
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手間がかかり、面倒である 　　　　　　　　　　

どのような取組が水を汚さないことになるか
わからない                                        

自分だけ取り組んでも効果がない 　　　　　

水を汚さないようにする必要性を感じない　

その他   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（％）
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＜実行していない理由＞ 

 

 

 

 

 

資料：平成 24 年度市民アンケート調査 

図 1‐25 環境保全行動の実行状況など 

また、事業者が自主的に環境保全への取り組みを継続的に進めていくための仕組みとし

て、「環境マネジメントシステム」があります。事業者アンケートの調査結果によると、古

賀市内で取り組んでいる事業者は少なく、実施する予定のない事業者が多くなっています。

これに対し、行政からの支援があれば「興味があるので、内容を検討したい」と回答して

いる事業者も多く、導入促進のための方法を検討する必要があります。 

 

■環境マネジメントシステムの取り組み実績と予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 24 年度事業者アンケート調査 
 

■行政支援がある場合の環境マネジメントシステムの取り組み意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐26 環境マネジメントシステムに関する意向 

資料：平成 24 年度事業者アンケート調査 
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手間がかかり、面倒である                                    

省エネルギーに取り組むにはコストがかかる             

どのように省エネルギーに取り組んでよいかわからない

自分だけ取り組んでも効果がない                           

省エネルギーに取り組む必要性を感じない               

その他                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（％）

＜問題点・課題＞ 

・環境保全行動を行っていない理由として、取り組み方法などの知識がないことを挙げている市民

もみられる 

・事業所の環境マネジメントシステムの導入促進 
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（2）環境保全活動 

古賀市では、道路環境美化、古賀市環境美化行動の日やラブアース・クリーンアップな

どの市民参加による一斉清掃活動が行われているほか、河川清掃、松原の保全など、環境

に関する活動を行っている多くの市民団体が存在します。 

また、「地域貢献をしたい」という意志を持つ企業や事業所がきめ細かな美化活動を行う

「アダプトプログラム」制度を平成 21 年 1月から進めており、平成 24 年 4月時点で 34 の

団体が登録しています。 

さらには平成 24 年 3 月に、個人・ボランティア団体・事業者・行政などの多様な主体が

横のつながりを意識しながら市内の環境保全を推進する、開かれた共働ネットワーク組織、

ぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）が設立されました。ぐりんぐりん古賀は、団体

会員 21 団体、個人会員 36 名（平成 25 年 3月末日現在）で構成しており、自然環境部会と

生活環境部会の 2つの部会に分かれて活動しています。 

一方、市民による地域の美化活動や、市民アンケート調査におけるリサイクル活動など

の環境保全活動への参加状況を問う項目では、参加の意向は高いものの、「どのような活動

が行われているかよく知らない」などの理由が挙げられており、有効な周知・啓発の方法

を検討していく必要があります。 

■現在の取り組み                   ■今後の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 24 年度市民アンケート調査 

■参加していない理由 

 

 

 

 

 

資料：平成 24 年度市民アンケート調査 

図 1‐27 環境保全活動への参加実績など 
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どのような活動が行われているがよく知らない

参加する時間がない 　　　　　　　　　　　　　　　

手間がかかり、面倒である    　　　　　　　　　　

参加する必要性を感じない                       

その他      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（％）

＜問題点・課題＞ 

・ぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）の活動促進 

・地域の美化活動やリサイクル活動への市民参加の実行率は増加している一方で、どのような活動

が行われているかよく知らないため活動に参加しない市民も多い 

・企業、事業者を対象としたアダプトプログラムの活動促進など地域に根付く環境への取り組みが

求められている 

n=386

75.9

76.7

68.9

65.3

45.1

7.5

8.0

13.5

17.9

38.6

16.6

15.3

17.6

16.8

16.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域の美化活動に参加している 　　　　　　　　　　

地域のリサイクル活動に参加している  　　　　　　

地域の環境保全活動に参加している                

国や福岡県、古賀市が提唱する環境保全活動に

参加・協力している                                      

環境保護団体に寄付したり、会員となっている    

実行したい 実行するつもりはない 未回答

n=386

11.1

31.3

26.9

35.5

38.1

15.5 75.44.9

40.9

19.4

50.3

41.5

47.2

21.0

25.4

4.1

3.6

3.6

1.8

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域の美化活動に参加している 　　　　　　　　　　

地域のリサイクル活動に参加している  　　　　　　

地域の環境保全活動に参加している                

国や福岡県、古賀市が提唱する環境保全活動に

参加・協力している                                      

環境保護団体に寄付したり、会員となっている    

いつも実行している たまに実行している 実行していない 未回答
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（3）環境教育、環境学習 

環境教育・環境学習には、持続可能な生活様式や経済社会システムを実現するために、

各主体が「環境問題に関心を持ち」、「環境に対する人間の責任と役割を理解し」、「環境保

全に資する態度と環境問題解決のための能力を育成すること」が求められています。その

ためには、幼児から高齢者までのそれぞれの年齢層に対して働きかけ、学校、地域、家庭、

職場など多様な場において、互いに連携を図りながら総合的に施策を推進することが必要

です。 

古賀市においては、推進主体の一つとして、平成 24 年度に多様な主体の共働による「ぐ

りんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）」が、自然･生活環境保全活動はもとより参加体験

型の企画・講座並びに広報活動などを開始しました。今後これらをはじめとする推進主体

による活動が、地域に根ざし、地域から広がるためには、年代を問わず、誰もが自分のペ

ースで取り組め、愉しみながら参加できるような取り組みや仕組みの検討が必要です。 

また、平成 24 年度実施の「古賀市省エネルギービジョン目標点検」により、省エネルギ

ー教育推進モデル校において、環境用語の認知度に高い効果があったものの、同モデル校

終了後はその低下が認められたことが明らかになりました。学校における環境教育は、生

涯学習の一環であり、その基礎的部分として継続的実施が望まれるところです。加えて、

特に次世代を担う子どもに対しては、知識の伝達だけでなく、自然体験や生活体験の積み

重ねが重要であることから、今後は学校との連携を視野に環境教育・環境学習の具体的方

法を検討していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問題点・課題＞ 

・推進の原動力としての多彩な人材が育つ仕組みづくり 

・人材の活動機会の創出と支援 

・教材、手法などの情報交換及び提供 
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8 第 1 次計画の振り返り 

（1）取り組みに対する市民の満足度と重要度

第 1次計画では、行政が行う施策・事業として、“循環”、“共生”、“調和”、“参加”をキ

ーワードとする 14 の取り組みを推進してきました。これらの取り組みに関する市民評価に

おいて、今後優先的に取り組むべき項目に「大気環境の保全」、「省エネルギー対策」、「水

辺の保全・創出」が挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 24 年度市民アンケート調査 

図 1‐28 環境施策に関する満足度と重要度 

 

＜指数算出方法＞ 

「満足度」と「重要度」を以下の表に基づいて点数化し、相対的に各取り組みの重要度、満足度を比較してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

満足度 かなり満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 かなり不満 

重要度 かなり重要 やや重要 どちらともいえない あまり重要でない 重要でない 

点数 5 点 4 点 3 点 2 点 1 点 

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3

満足度指数

重
要

度
指

数

3.08(平均値)

4.02(平均値)

※未回答を除いて集計

水環境の保全

省資源・リサイクル、

廃棄物対策

省エネルギー対策 優れた自然、身近な自然の保全

大気環境の保全

水辺の保全・創出

都市景観の創出

土壌環境・地盤環境の保全

環境情報の整備と提供

まちのみどりの保全・創出

歴史的・文化的環境の保全・活用

市民・民間団体の活動促進

生物とふれあう場の確保、創造

環境教育・学習の推進

重点改善分野
市民の目から見て重要性の高

い施策であるが、施策の効果は

認められない

現状維持
市民の目から見て重要性の低

い施策で、施策の効果は十分

認められる

経過監視分野
市民の目から見て重要性の低

い施策で、施策の効果も認めら

れない

現状強化維持
市民の目から見て重要性の高

い施策で、施策の効果も十分認

められる
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（2）第 1次計画に示した取り組みの成果と課題 

 

ア 施策の実施状況 

第 1 次計画では、10 年間の計画期間において「循環」、「共生」、「調和」、「参加」の 4 つ

のキーワードを軸に、延べ 173 の施策に取り組んできました。その内、計画策定時「実施

予定」、「今後実施を検討する」としていた 149 の施策の内、新規に取り組んだ施策は 83 に

および、さらに、検討を行ったものの、総合的判断から実施を見送った施策もあり、検討

した施策は約 250 にのぼります。 

その中で、当初想定していた施策で実施率の低い項目は、「参加」をキーワードとした施

策です。環境教育・環境学習の推進、指導人材の育成・活用など、市民や事業者の意識、

要望を考慮したソフト面での調整を行う必要があります。平成 24 年度に設立したぐりんぐ

りん古賀（古賀市環境市民会議）、アダプトプログラム制度の立ち上げなど、母体となる組

織が誕生したことから、第 2 次計画では「参加」に該当する施策をさらに展開していく必

要があります。 

 

【環境目標 1】《循環》環境への負荷を可能な限り減らして、循環型のまちをめざします 

区 分 主な施策の実施状況 

大気環境の保全 ●市内主要幹線道路の大気汚染、騒音・振動、自動車交通量などの実態調査 

●工場・事業場への大気汚染防止の指導 

●生活騒音、道路騒音・振動などの調査の定期的な実施   

計 14 施策 

水環境の保全 ●合併処理浄化槽設置・維持管理に対する補助 

●工場排水の監視・指導 

●廃棄物などの堆積で流水に支障をきたしている水路を浚渫し、流水の円滑化

と環境の改善、河川浄化対策   

計 13 施策 

土壌環境・地盤環境

の保全 

●河川水質、地下水汚染などの実態調査 

計 1 施策 

省資源・リサイクル、

廃棄物対策 

●家庭ごみの処理手数料の有料化 

●資源ごみの回収拠点の整備 

●資源回収団体に対する奨励金、補助 

●野焼きに対する指導の実施   

計 37 施策 

省エネルギー対策 ●古賀市環境保全実行計画に基づく古賀市職員への省エネルギー意識の啓発、

配慮行動の実践 

●市民などへの太陽光発電システム導入への助成の検討や自発的活動の促進 

●市内循環バスの活性化など公共交通機関の利用促進対策   

計 20 施策 
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【環境目標 2】《共生》健全な生態系を維持・回復し、人と自然が共生するまちをめざします 

区 分 主な施策の実施状況 

優れた自然、身近な

自然の保全 

●事業者による企業の森づくりを支援 

●農地保全のための遊休農地の解消、担い手不足の解消 

●直売所など地元の作物を市民が購入できるような場の提供   

計 16 施策 

生物とふれあう場の

確保、創造 

●生物生息・生活空間（ビオトープ）づくりのパイロット的事業 

●水辺の生物を観察、調査する水辺教室の開催   

計 6 施策 

水辺の保全、創出 ●生活排水対策による水に親しめる河川、多くの水生生物が生息できる河川環

境の創出 

●多自然型の河川整備による水辺環境の保全・改善 

●市民参加による河川や海岸清掃の実施   

計 10 施策 

 

【環境目標 3】《調和》緑や歴史、風景が調和したまちをめざします 

区 分 主な施策の実施状況 

まちのみどりの保

全、創出 

●松くい虫による被害の防除 

●森林公園の建設、整備 

●花の種の配布、市民参加の花の育成、花の名所づくり   

計 15 施策 

都市景観の創出 ●空き地の雑草繁茂状況調査の実施、それに基づく所有者への除草指導、関係

機関への協力要請 

●不法看板や張り紙の撤去及び指導の徹底    

計 6 施策 

歴史・文化的環境の

保全・活用 

●魅力あるまちづくりのための都市景観アドバイザーの設置や市民の自主的

な景観育成活動への支援 

●埋蔵文化財包蔵地における開発時の国への届出、教育委員会による遺跡に関

する情報提供、保護措置、発掘調査など事前相談の実施 

●案内板の設置、鑑賞の場の機会を設けることによる市民と文化財のふれあい

の増進   

計 6 施策 

 

【環境目標 4】 

《参加》みんなで協力して環境を守り、よりよい環境づくりを進めるまちをめざします 

区 分 主な施策の実施状況 

環境教育・学習の推

進 

●環境教育・学習マスタープランの策定と総合的・計画的推進 

●環境教育に関する人材の登録制度確立 

●ごみ処理施設の見学会、研修会、体験学習などの開催   

計 13 施策 

市民・民間団体の活

動促進 

●環境情報拠点施設の設置 

●古賀市環境市民会議の設立   

計 7 施策 

環境情報の整備と提

供 

●エコ商品など環境にやさしい商品に関する情報提供、普及 

●環境白書（年次報告書）の発行   

計 9 施策 
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イ 目標の達成状況 

第 1 次計画では、指標となる項目（計画指標）と目標を設定し、環境目標の達成状況の

把握を行ってきました。環境目標ごとの達成状況は、“循環”に関する計画指標の達成率が

約 4割、“共生”に関するものが約 8 割、“調和”に関するものが約 3割、“参加”に関する

ものが 5 割でした。 

達成できていない項目は「水環境の保全」、「水辺の保全・創出」、「省資源・リサイクル・

廃棄物対策」、「都市景観の創出」、といった項目であり、引き続き達成できなかった項目に

ついては取り組みを進めていく必要があります。 

 

 

【環境目標 1】 

《循環》環境への負荷を可能な限り減らして、循環型のまちをめざします 

 

 

【環境目標 2】 

《共生》健全な生態系を維持・回復し、人と自然が共生するまちをめざします 

 

 

 

 

 

環境要素 計画指標 目標 達成状況

大気環境の保全 大気の汚染、騒音に関する環境基準 達成・維持 ○ 

水環境の保全 

水質汚濁に関する環境基準 
環境基準点の全地点
での達成・維持 

× 

下水道普及率 

（平成 13 年度：61.8％） 
90％以上 × 

土壌環境・地盤環境の保全 土壌の汚染に関する環境基準 達成・維持 ○ 

省資源・リサイクル、 
廃棄物対策 

1 人 1日当たりのごみ処理量 

（平成 13 年度：895g/人日） 

20％削減 
（平成 13 年度比） 

× 

省エネルギー対策 

民生家庭部門における 

1 世帯当たりのエネルギー消費量 

24.5％削減 
（平成 12 年度比） 

× 

民生業務部門における 

1 事業所当たりのエネルギー消費量 

6.8％削減 
（平成 12 年度比） 

× 

産業部門における製造品出荷額など 

1 億円当たりのエネルギー消費量 

4.4％削減 
（平成 12 年度比） 

○ 

運輸部門における自動車 

1 台当たりのエネルギー消費量 

5.4％削減 
（平成 12 年度比） 

○ 

環境要素 計画指標 目標 達成状況

優れた自然、 
身近な自然の保全 樹林地面積（平成 13 年度：681ha） 現状維持 ○ 

生物とふれあう場の 
確保、創造 

自然とふれあえる施設数 増加 ○ 

自然とふれあうイベントの開催回数 増加 ○ 

市民農園区画数 増加 ○ 

水辺の保全・創出 
多自然型河川護岸整備延長 増加 × 

親水施設の整備箇所数 増加 ○ 
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【環境目標 3】 

《調和》緑や歴史、風景が調和したまちをめざします 

 

 

 

【環境目標 4】 

《参加》みんなで協力して環境を守り、よりよい環境づくりを進めるまちをめざします 

 

 

ウ 施策・目標に関する課題 

第 1次計画の施策の推進にあたっては、毎年、「古賀市環境報告書」を作成し、古賀市環

境審議会で報告・審議を行い、環境に関する施策を着実に進めてきました。 

また、計画の推進や目標の達成に不可欠なボランティア団体などの自主的な取り組みや、

市や事業者などとの共働の場づくりとして、平成 24 年 3 月に「ぐりんぐりん古賀（古賀市

環境市民会議）」が設立され、今後ますますの取り組みの発展が期待されます。 

 

一方で、第 1 次計画の施策に位置づけていながら、実現に至らないものもありました。

その要因として、以下のことが問題点として挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

本計画においては、第 1 次計画での課題・問題点を受け、実行性の高い計画となるよう、

庁内の横断的な連携を高めるとともに、市民・事業者などとの共働体制を今後一層進めて

いく必要があります。また、本計画においては、施策の優先性の確認を行うとともに、計

画期間中に施策の見直しを適宜図っていきます。 

環境要素 計画指標 目標 達成状況

まちのみどりの保全・創出 都市公園面積（平成 13 年度：29ha） 増加 ○ 

都市景観の創出 
空き地の適正管理や不法看板などに 

関する苦情件数 
減少 × 

歴史的・文化的環境の 
保全・活用 

文化財の保護・理解に関する講座の 

年間開催数 
10 回以上 × 

環境要素 計画指標 目標 達成状況

環境教育・学習の推進 
環境に関する講習会などの年間開催数 2 回以上 ○ 

こどもエコクラブの登録団体 増加 × 

民間団体の活動促進 古賀市環境市民会議の会員数 100 人 × 

環境情報の整備と提供 年次報告書の発行数 増加 ○ 

＜施策の推進に関する問題点＞ 

・環境分野全般において、様々な施策を配置したが優先度の検討が不十分であったため、実

施に至らない施策があった。 

・計画期間中の施策に対して、十分な PDCA サイクルが機能していなかったため、計画策定後

の状況変化に応じた適切な対応ができなかった。 
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9 環境課題と取り組みの方向性

環境の項目別にみた問題点・課題と取り組みの方向性をまとめると、次のとおりです。 

 

表 1‐8 総括（問題点・課題、取り組みの方向性、その 1） 

項目・ 
環境分野 

問題点・課題 取り組みの方向性 

自然環境 ＜生物多様性＞ 
■里地里山の荒廃（竹林の拡大など） 
■鳥獣害の拡大 
■外来生物の侵入による生態系の攪乱 
◆生物多様性を脅かす各要素と自然環境の

現状の把握 
■具体的な自然環境保全のための仕組みづ

くり 

保全方針・戦略の策定 
－継続的な環境監視と保全活動を組み合わ
せた総合的な自然環境保全方法の検討 

森林の保全・農地の保全（里地里山の保全）
－農林業従事者の確保と里地里山の新たな
活用方法の検討 

＜人と自然とのふれあい＞ 
◇「水辺の保全・創出」が環境分野の中で重

要だが満足度が低い結果となっている 
■古賀市の資源（海・山・川・竹林・遊歩道）

を活かした環境づくり 
■市民の手による花鶴浜（公園）、花見海岸、

松林の保全の仕組みづくり 

人と自然とふれあう場の確保・創出 
－水辺の保全・創出 
－郷土愛を育むための自然を活かした公園、
松林、遊歩道などの施設の整備と市民自ら
行う維持・管理体制の検討、ふれあう機会
の創出 

生活環境 ＜大気環境(大気質、騒音・振動、悪臭)＞ 

◆大気汚染物質で問題となる状況はないが、
全国的に問題となっている光化学オキシ
ダント、PM2.5 への対応を行う必要がある

◇「大気環境の保全」が環境分野の中で重要
だが満足度が低い結果となっている。ま
た、公害苦情の中では野焼きが多く挙げら
れている。 

◆道路交通騒音で問題となる状況はないが、
近隣市町の人口増加、交通量の変化などに
よる影響が懸念される 

◆騒音、悪臭苦情は経年的に発生しており、
その多くが生活圏と事業地の境界で発生
している 

大気環境その他の保全 
－工場、事業所への調査・指導のほか、地域
性を考慮した野焼きに関する指導の徹底、
近隣騒音、悪臭に対する市民・事業者のモ
ラル向上、沿道緑化などの検討（公害の未
然防止） 

－大気汚染物質の注意報など発令時の対応
確認など（公害の発生対策） 

＜水質＞ 
◆改善傾向にあるものの、谷山川では、環境

基準を満足していない地点がある 
◇多くの市民が、環境を良くするために「川

や池の水のきれいさ」を改善する必要を感
じている 

 

水質の保全 
－水質の現状や汚濁機構を解析し、効果的な
水質改善対策の検討を行う（総合的な水質
汚濁状況の把握） 

－行政、家庭、工場・事業者における発生源
対策の推進（発生源対策の強化） 

－市民共働による河川環境の美化活動など
を行う（活動の普及・啓発及び促進） 

＜土壌汚染有害化学物質＞ 
◆土壌汚染、ダイオキシン類に関する情報の
共有 

－土壌汚染の実態の把握と情報共有の方法
検討（土壌汚染状況の把握） 

都市環境 

 

＜まちなみ景観＞ 
◇残して欲しい景観に、自然性や歴史性を重

視した場所が挙げられている 
◇数多くの遺跡や古墳などが存在している

が、「まちなみの美しさ、歴史・文化の保
全」については、大いに関心のある市民が
4割弱にとどまる。 

都市景観の維持・形成 
歴史・文化的景観の保全と活用 
－郷土愛を育むための環境資源の一つとし
て、自然環境と同様に、優れた自然景観や
良好なまちなみ景観を保全するとともに、
親しめる仕組みづくりを検討する。 

＊問題点・課題の主な抽出根拠となる調査、機関 

◆：既存資料など調査、◇：市民・事業者アンケート調査、■：市民ワークショップ
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表 1‐9 総括（問題点・課題、取り組みの方向性、その 2） 

項目・ 
環境分野 

問題点・課題 取り組みの方向性 

地球環境 ＜地球温暖化＞ 
◆今後二酸化炭素排出量の漸増が見込ま

れる業務部門、家庭部門、運輸部門（自
動車）からの排出量の削減 

◇「省エネルギー対策」が環境分野の中で
重要だが満足度が低い結果となってい
る 

◇省エネルギーの取り組み、設備の導入な
ど、現在行っていないが周知・啓発や補
助金導入により今後の実施の見込める
項目が存在する 

◇公共交通網など自家用車の使用を自粛
するための条件がそろっていないと感
じている市民が多い 

古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
の推進 
－地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の推
進（古賀市全体での総合的な取り組みの推
進） 

－再生可能エネルギーや省エネルギーに関す
る行動の推進支援、補助制度などの情報提供
（エネルギー削減対策の推進） 

－周辺市町と連携した自動車利用削減対策の
検討（公共交通機関の利用促進） 

古賀市地球温暖化防止率先行動計画の推進 
－一事業体として取り組むべき活動の率先垂
範 

資源循環 ＜ごみ問題＞ 
◆1 人 1 日当たりのごみ処理量の削減と資

源化率の向上 
◇家庭系ごみは、３Ｒ(発生抑制、再使用、

再生利用)を推進し、一人一日当たりの
排出量の削減が必要 

◇事業系ごみは、事業者との連携を図り、
排出量の削減を推進することが必要 

ごみの減量と資源化対策 
－３Ｒの推進など 
－ごみに関する環境教育の在り方の再検討（環

境教育・普及啓発の充実） 
－事業者との連携によるごみの減量と資源化

の推進など 
－市民・事業者・行政などの連携推進（市民・

事業者・行政のパートナーシップづくり） 
－ごみ処理に関する体制整備の推進（実態把握
など） 

－循環型社会形成における調査の継続 

環境意識

と行動 

＜ライフスタイル・ビジネススタイル＞ 
◇環境保全行動を行っていない理由とし

て、取り組み方法などの知識がないこと
を挙げている市民もみられる 

◇事業所の環境マネジメントシステムの
導入促進 

環境保全活動に関わる個人・団体の連携強化 
－既設の共働ネットワーク組織の活動分野、裾
野の拡大、継続のしくみの強化 

－市民、事業者の参加を促す仕組みづくりの検
討 

－市民・地域・企業・行政が連携した取り組み
の検討 

＜環境保全活動＞ 
◆ぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会

議）の活動促進 
◇地域の美化活動やリサイクル活動への

市民参加の実行率は増加している一方
で、どのような活動が行われているかよ
く知らないため活動に参加しない市民
も多い 

◆企業、事業者を対象としたアダプトプロ
グラムの活動促進など地域に根付く環
境への取り組みが求められている 

環境保全活動に関する情報の提供及び活動の 
推進 
－環境に配慮した行動や企業活動に関する情
報の提供、事業者の環境マネジメントシステ
ム導入に関する支援の検討 

＜環境教育・環境学習＞ 
◆小学生の環境関連用語の認知度は、省エ

ネルギー教育推進モデル校の指定があ
った時期と比べ、低下している 

◇市民の環境に関するモラルを改善すべ
きとの意見が多い 

◆環境教育の担い手の不足 

年齢層に応じた環境教育・学習の充実 
－小学生から大人までの幅広い年齢層に応じ
た環境教育プログラムの充実 

環境教育の担い手の育成、活動の推進 
－学校や企業などに対して環境教育を実践す
るための人材育成とその制度設計 

＊問題点・課題の主な抽出根拠となる調査、機関 

◆：既存資料など調査、◇：市民・事業者アンケート調査、■：市民ワークショップ 
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表 1‐10 総括（問題点・課題、取り組みの方向性、その 3） 

項目・ 
環境分野 

問題点・課題 取り組みの方向性 

計画の推
進に関す
るもの 

◆環境分野全般において、様々な施策を配
置したが優先性の検討が不十分であっ
たため、実施に至らない施策があった。

◆計画期間中の施策に対して、十分な PDCA
サイクルが機能していなかったため、策
定後の状況変化に応じた適切な対応が
できなかった。 

 

施策の優先性の確認 
－関係部署と連携を図りながら、確実に施策を
実施していく 

施策の実効性の強化 
－施策を実行性のあるものとするため、毎年の
進捗確認のほか、5年目の中間年度には、施
策全体の見直しを行う 

計画の実行性の強化 
－庁内の横断的な連携や、市民・事業者などと
共働体制の強化を図る 

＊問題点・課題の主な抽出根拠となる調査、機関 

◆：既存資料など調査、◇：市民・事業者アンケート調査、■：市民ワークショップ 
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 「古里」（古賀の魅力再発見コンテスト）
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第 3 章 めざすべき環境の姿

1 めざす環境像

第 4次古賀市総合振興計画では、10 年後の古賀市がめざす都市イメージとして「つながり 

にぎわう 快適安心都市 こが ～豊かな自然と元気な笑顔に出会うまち～」を掲げ、それ

を補足するものとして「人やモノが集い、活気にあふれ、にぎわうまち」、「自然と歴史・文

化の魅力を未来へつなぎ、こころやすらぐまち」、「こころ豊かに学び、人や地域がつながり、

支えあうまち」、「快適で住みやすく、安心して元気に暮らせるまち」を定めています。 

第 4 次古賀市総合振興計画がめざす都市イメージを環境面から実現していくために、本計

画の環境像を 

 

と定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「未来に引き継ごう 人が自然と愉
たの

しく共生する環
わ

のまち こが」 
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これは第 1 次計画で掲げためざすべき環境像である「未来へつながる 人と自然が織りな

す環のまち」の考え方を引き継ぎつつ、私たち自らの積極的な環境への働きかけで良好な環

境を創り出し、充実感や愉しみを得る課程を強調し、発展させたものです。 

古賀市には、海、山、川、歴史遺産など貴重な財産が多数存在しています。しかし、近年

では地球温暖化など地球規模での環境問題だけでなく、不法投棄や水質汚濁など私たちの身

近な生活に起因する環境問題も多く発生しています。このような問題を抱える中、古賀市の

豊かな環境を将来の世代へ継承していくためには、環境への負荷低減を意識したライフスタ

イルへの転換など、循環の環
わ

を意識した市民一人ひとりが活動の主体となることが大きな第

1 歩に繋がるものと考えます。 

また人口減少や少子高齢化の進行など時代の変化に伴い、森林の荒廃や生物多様性の低下

など環境保全に関する課題も多く存在しています。このような中、人が自然との良好な関係

を維持し共生の環
わ

を確立していくためには、地域特性に応じた計画的な自然保護のための仕

組みづくりや、土地開発などの際、将来の生物多様性にも配慮した持続可能な環境整備が重

要となります。 

本計画に掲げた環境像を表現する言葉として、あえて「楽しい」ではなく、「愉しい」とい

う表記を使っています。これは「楽しい」が刺激などの外部からもたらされる要因による衝

動的な感情を含むのに対して、「愉しい」が自己の中から湧き上がる安らぎや充実といった主

体的な感覚を表現するのにふさわしいと考えるからです。 

以上の考え方を、市民・事業者・行政など多様な主体が理解・共有し、横断的な観点を持

って、市民一人ひとりが、お互いの役割や責任を自覚しながら、それぞれの特性を生かし、

共働の環
わ

を広げることで環境と共生する望ましい社会が実現する古賀市をめざします。 

 

2 めざす環境像具体化のためのキーワード

環境基本計画改定のために開催した市民ワークショップでは、古賀市の環境をより良いも

のにしていくための原動力にあたるものとして、「郷土愛を育む」、「持続可能な社会を形成す

る」、「愉しみを見出せる」の 3 項目が提言されました。そこで古賀市のめざす環境像である

「未来へ引き継ごう 人と自然が愉しく共生する環のまち こが」を具体化するためのキー

ワードを、以下の 3 つとします。 

 

キーワード1：郷土愛を育んでいくまち 

（自然の営みの保全と活用～次世代への財産の引き継ぎ～） 

古賀市の自然や景観、きれいな空気や水、自然と調和した緑豊かな公園など、私たちの何

気ない日常に豊かな環境が存在しています。その豊かな環境は、そこで生活する地域の人々

が気づき、古賀市に“あるもの”として認識し、また、積極的に関わり活かすことで愛着が

生まれ、郷土愛が育まれます。そこで得た郷土愛は身の回りの環境を慈しみ、古賀市の環境

を貴重な財産として未来に引き継ぐための行動を促す要因となります。 

そこで、「郷土愛を育んでいくまち（自然の営みの保全と活用～次世代への財産の引継ぎ

～）」を環境像具体化のためのキーワードの1つとして設定し、次世代へ貴重な地域資源を引

き継いでいきます。 
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キーワード2：恵みに感謝し、いのちを育む持続可能なまち 

（未来への責任～恩恵への感謝といのちの大切さ～） 

環境問題について考えるとき、その影響の大きさから地球規模で取り組むべき問題も多く

存在しています。例えば、近年、特に深刻度を増している地球温暖化やエネルギー資源の枯

渇対策などは、地球規模で考える必要があり、未来の世代が安全で快適なくらしをおくるた

めにも、喫緊に取り組む必要があります。私たちに出来ることは、限りある資源やエネルギ

ーを無駄使いせず、有効利用を心がけ、環境への負荷低減を意識した循環型・低炭素型の生

活や事業活動を実践することが重要です。 

そこで、「恵みに感謝し、いのちを育む持続可能なまち（未来への責任～恩恵への感謝とい

のちの大切さ～）」を環境像具体化のためのキーワードの1つとして設定し、持続可能なまち

づくりを推進していきます。 

 

キーワード3：人の環
わ

が自ら広がっていくまち 
（身近なところで愉しみ、古賀の魅力を発見する） 

キーワード3については、「キーワード1：郷土愛を育んでいくまち（自然の営みの保全と活

用～次世代への財産の引継ぎ～）」と相互に関係しながら、発展、展開させていくものです。

市民活動団体などとの連携や、生物調査や様々な体験講座などにより、大人から子どもまで

の幅広い世代が地域の環境に関心を持ち、その上で、地球規模の環境問題にまで意識を広げ、

郷土愛を軸に愉しみながら人の環が広がっていけるような仕組みづくりを推進します。その

ため、市としては環境のネットワーク組織である「ぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）」

と共働で取り組み、多様な主体間の連携・協力を図ることで、広域的な活動を実践します。 

そこで、「人の環が自ら広がっていくまち（身近なところで愉しみ、古賀の魅力を発見する）」

を環境像具体化のためのキーワードの1つとして設定し、一人ひとりが次世代を見据え、他の

異なる主体との連携した取り組みを推進していきます。 
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3 環境目標

古賀市のめざす環境像を実現するため、6 つの環境分野ごとに環境目標を設定し、取り組

みます。 

 

表 1‐11 6 つの環境分野と環境目標 

環境分野 環 境 目 標 

自然環境 
●人と自然との「共生」 

 人と自然が共生するまちをめざします。 

生活環境 
●「快適」で「安全」な住環境の確保 

 環境への負荷を減らし、快適で安全安心なまちをめざします。 

都市環境 
●緑・歴史・風景の「調和」 

 緑や歴史、風景が調和したまちをめざします。 

地球環境 

●「低炭素」社会の構築  

  省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入などを進め、地球温暖化対策を推進す

る低炭素型のまちをめざします。 

資源循環 
●「循環」型社会の構築 

 ごみの減量、資源の循環を進め、循環型のまちをめざします。 

環境意識と行動 
●「共働」の環の拡大 

 自ら行動し、みんなで協力してよりよいまちをめざします。 
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（1）環境目標“人と自然との「共生」”

―人と自然が共生するまちをめざします―  

環境分野“自然環境”に関する環境目標とします。 

古賀市には白砂青松の花見海岸、ホタルの舞う薬王寺周辺など、人と自然との営みの中で

育まれたすばらしい自然が存在します。また私たちが自然環境を守り関わることで、自然環

境からもさまざまな恩恵がもたらされます。私たちと自然環境との双方向での恩恵の相乗効

果をねらい、人と自然が共生するまちをめざします。 

この目標達成のための取り組みの方向性を以下のように設定します。 

Ａ．保全方針・戦略の策定 

Ｂ．森林の保全・農地の保全と活用（里地里山の保全） 

Ｃ．人と自然とふれあう場の保全・創出 
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（2）環境目標“「快適」で「安全」な住環境の確保”

―環境への負荷を減らし、快適で安全・安心なまちをめざします―  

環境分野“生活環境”に関する環境目標とします。 

大気環境や水環境などの生活環境を良好な状態に保つことは、私たちや次世代の子どもた

ちが日々の生活を健康で安全に暮らしていくために大切なことです。ところが大気や水を汚

す原因の多くは自動車からの排出ガスや生活排水など、私たちの生活によるものがほとんど

です。環境への負荷を減らし、快適で安全・安心なまちをめざします。 

この目標達成のための取り組みの方向性を以下のように設定します。 

Ａ．大気環境その他の保全 

Ｂ．水環境の保全 
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（3）環境目標“緑・歴史・風景の「調和」”

―緑や歴史、風景が調和したまちをめざします―  

環境分野“都市環境”に関する環境目標とします。 

古賀市には古賀グリーンパークや千鳥ヶ池公園など緑の多い公園や施設が点在し、憩いの

空間を形成しています。また、唐津街道・青柳宿や古賀市に点在する社寺など古い街並みや

歴史を感じさせる場所も多数存在します。これらの地域資源を活かし、緑や歴史、景観が調

和したまちをめざします。 

この目標達成のための取り組みの方向性を以下のように設定します。 

Ａ．都市景観の維持・形成 

Ｂ．歴史・文化的景観の保全と活用 
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（4）環境目標“「循環」型社会の構築”

―ごみの減量、資源化対策を進め、循環型のまちをめざします―  

環境分野“資源循環”に関する環境目標とします。 

地球上の資源には限りがあります。限りある資源を有効に活用するため、ごみの減量、資

源循環を進め、循環型のまちをめざします。 

この目標達成のための取り組みの方向性を以下のように設定します。 

Ａ．ごみの減量と資源化対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIPS
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（5）環境目標“「低炭素」社会の構築”

―省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入などを進め、地球温暖化対策を推進する

低炭素型のまちをめざします―  

環境分野“地球環境”に関する環境目標とします。 

地球温暖化問題は、私たち地球に住むものにとって避けて通ることのできない最重要課題

の一つです。地球温暖化の要因となる二酸化炭素は、私たちの生活を支えるエネルギー源で

ある化石燃料の燃焼によって発生します。省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入

などを進め、地球温暖化対策を推進する低炭素型のまちをめざします。 

この目標達成のための取り組みの方向性を以下のように設定します。 

Ａ．古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の推進 

Ｂ．古賀市地球温暖化防止率先行動計画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ が

回収
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（6）環境目標“「共働」の環の拡大”

―自ら行動し、みんなで協力してよりよいまちをめざします―  

環境分野“環境意識と行動”に関する環境目標とします。 

環境保全活動を進めるためには、環境に関わる全ての人が自主的に活動に参加し、共働の

環を広げる必要があります。自ら行動し、みんなで協力してよりよいまちをめざします。 

この目標達成のための取り組みの方向性を以下のように設定します。 

Ａ．環境保全活動に関わる個人・団体の連携強化 

Ｂ．環境保全活動に関する情報の提供及び活動の推進 

Ｃ．年齢層に応じた環境教育・学習の充実 

Ｄ．環境教育の担い手の育成、活動の推進 
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第 4章 環境像を実現するための体系的な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「秋の訪れ」（古賀の魅力再発見コンテスト）
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第 4 章 環境像を実現するための体系的な取り組み

1 取り組みの体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜環境像＞

＜具体化のためのキーワード＞
　その１　郷土愛を育んでいくまち（自然の営みの保全と活用～次世代への財産の引き継ぎ)　 　その２　恵みに感謝し、
　その３　人の環が自ら広がっていくまち（身近なところで愉しみ、古賀の魅力を発見する）

＜環境目標＞ ＜取り組みの方向性＞

　（自然環境）
Ａ　保全方針・戦略の策定

Ｂ　森林の保全・農地の保全と活用（里地里山の保全）

Ｃ　人と自然とふれあう場の保全・創出

Ａ　大気環境その他の保全

Ｂ　水環境の保全

 （都市環境）

Ａ　都市景観の維持・形成

Ｂ　歴史・文化的景観の保全と活用

（地球環境）

Ａ　古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の推進

Ｂ　古賀市地球温暖化防止率先行動計画の推進

（資源循環）

Ａ　ごみの減量と資源化対策

Ａ　環境保全活動に関わる個人・団体の連携強化

 （環境意識と行動）

Ｂ　環境保全活動に関する情報の提供及び活動の推進

Ｃ　年齢層に応じた環境教育・学習の充実

Ｄ　環境教育の担い手の育成、活動の推進

＊：｢基本的な取り組み｣で示す★は、優先的に取り組む必要のあるものを示す。

＜共働プロジェクト＞

①大根川輝きプロジェクト　

●「共働」の環の拡大
　自ら行動し、みんなで協力してよりよいまちを
めざします。

 ●緑・歴史・風景の「調和」
　緑や歴史、風景が調和したまちをめざします。

「未来に引き継ごう　人が自

●人と自然との「共生」
　人と自然が共生するまちをめざします。

●「低炭素」社会の構築
  省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの
導入などを進め、地球温暖化対策を推進する低
炭素型のまちをめざします。

●「循環」型社会の構築
　ごみの減量、資源の循環を進め、循環型のま
ちをめざします。

 ●「快適」で「安全」な住環境の確保
　環境への負荷を減らし、快適で安全安心なま
ちをめざします。

 　（生活環境）
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わ たの 

いのちを育む持続可能なまち（未来への責任～恩恵への感謝といのちの大切さ）

＜基本的な取り組み＞

★Ｄ－① 古賀市版「環境カウンセラー」の登録制度確立と人材育成、 　Ｄ－② 環境保全に関する交流の場づくり

　　②環のまちプロジェクト

★Ａ－① 再生可能エネルギー導入の推進、 　Ａ－② 家庭でできる省エネルギー行動の効果検証、　Ａ－③ 事業者への環境マネジメ
ントシステム導入の促進

★Ｂ－① 公共施設における再生可能エネルギー導入の推進、 　Ｂ－② グリーン購入及び庁舎の省エネルギーの推進

★Ａ－① 市・ぐりんぐりん古賀などの共働による環境保全活動の推進、 　Ａ－② 市・ぐりんぐりん古賀を中心とした個人・団体との環
づくり

Ｂ－① 環境保全活動に関する情報発信の強化 、　Ｂ－② 市内の美化活動の推進

★Ｃ－① 環境教育プログラムの作成と活用、 　Ｃ－② 事業者向け環境教育の充実

Ｃ－① 薬王寺水辺公園及び小学校内ビオトープの計画的な保全と活用、　Ｃ－② 自然環境に配慮した河川・公園の保全と創造

Ａ－① 生活環境苦情などに対する適切な対応、Ａ－② 光化学オキシダント及び微小粒子状物質(PM2.5)の基準超過時における適切
な対応、Ａ－③ 自動車騒音の計画的な測定・監視

Ｂ－① 定期的な水質調査の実施、　Ｂ－② 公共下水道・農業集落排水・浄化槽事業の推進

Ａ－① 景観まちづくりセミナーの実施、　Ａ－② 景観まちづくり教育プログラムの実施 、　Ａ－③ 屋外広告物の管理、　Ａ－④ 公共空
間景観形成ガイドラインの推進

然と愉しく共生する環のまち  こが」

★Ａ－① 生物多様性の保全に向けた体制の構築、　Ａ－② 自然環境調査の実施と「（仮称）古賀市生物多様性地域戦略」の策定、
Ａ－③ 生物多様性の保全に向けたガイドラインの作成

★Ｂ－① 農地の保全と有効活用　、Ｂ－② 森林・松林の適正な管理と保全　、Ｂ－③ 農業者・団体の人材育成

Ｂ－① 指定文化財の適切な維持管理と有効活用

★Ａ－① 生ごみを減量するための水切りやマイバックなどの啓発促進（家庭系ごみ）、　Ａ－② 資源化率を上げるための分別品目の
検討（家庭系ごみ）、　Ａ－③ ごみの減量と資源化に関する啓発や情報提供（事業系ごみ）、　Ａ－④ 資源化率向上のための取り組み
（事業系ごみ）

わ 
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2 施策推進の考え方

環境分野ごとに問題点と課題を解決するための施策検討方針を「取り組みの方向性」とし

て提示しました。さらに本計画では問題解決のための方向性を同じくする具体的施策を「基

本的な取り組み」として位置づけます。 

（なお、「第 5章 みんなで取り組む共働プロジェクト」については、横断的に取り組むこと

で効果のある基本的な取り組みの中から、主に★に取り組むことで達成できるものを抽出し

ています。詳細は第 5章に示します。） 

以降、「3．施策の内容」では、めざすべき環境像を実現するための施策を取り組みの体系

に従って、以下のような構成で示しています。 

 

Ａ．保全方針・戦略の策定

＜取り組みの方向性＞

＜基本的な取り組み＞

（１）環境目標　●●● ●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

　
　

＜指標と数値目標＞

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞

　市民（市民、地域組織、市民活動団体 ）

　

　事業者

環境目標を示しています。

環境分野と本ページで記載する取り組み
の方向性を示しています。

取り組みの方向性をまとめています。

古賀市で行っている取り組みの事例を
写真で示します。

基本的な取り組みをまとめています。

指標と数値目標を示しています。

古賀市で行っている取り組みの事例を
紹介しています。

目標達成に向けた取り組みの
具体例を示しています。

※環境目標とは、めざすべき環境像を実現するために、
　6つの環境分野ごとに設定したもので、古賀市の環境
　政策の基軸となります。
　本計画では、これら6つの環境分野ごとに環境目標の
　達成に向けた施策を展開していきます。

※基本的取り組みを進めることによって、到
　達すべき目標を掲げます。

※取り組みの方向性とは、分野別に抱える課題を解決
　するための方向性のことです。

※本計画では、取り組みの方向性ごとに課題解決に効果
　のある「基本的な取り組み」を挙げることとします。
　〈基本的な取り組み〉
　・取り組みの方向性を同じくする施策です。
　・「基本的な取り組み」の中でも優先的に推進すべき
　　施策については、施策名の前に★印を付けることで、
　　区分しています。
　・さらに、目標の達成状況を把握し、施策の推進を主
　　体的に行う課として、担当課を設定しています。
　・実施時期の記述は、前期(平成26～30年度)、後期
　　(平成31～35年度)で示します。
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3 施策内容

（1）環境目標“人と自然との「共生」”－人と自然が共生するまちをめざします－ 

 

                 Ａ．保全方針・戦略の策定

                 Ｂ．森林の保全・農地の保全と活用（里地里山の保全） 

                 Ｃ．人と自然とふれあう場の保全・創出 

 

Ａ．保全方針・戦略の策定 
 

＜取り組みの方向性＞ 

「Ａ．保全方針・戦略の策定」として、「(仮称)古賀市生物多様性地域戦略」を策定し、保全・

活用に向けた仕組みづくりを行います。特に地域戦略の策定では、これまで古賀市で行ってきた

自然環境の保全・活用に関する取り組みへの評価を行うとともに、今後のモニタリング・評価（調

査を含む）を継続的に行うための体制づくりも検討します。また、これらの情報をもとに環境配

慮指針の更新を行います。（第 1部 第 6章参照） 

 

 

＜基本的な取り組み＞ 

★Ａ－①生物多様性の保全に向けた体制の構築 

 

Ａ－②自然環境調査の実施と「（仮称）古賀市生物多様性地域戦略」の策定 

施策番号：Ａ－② 担当：環境課 実施時期：前期 

施策内容 

 「（仮称）古賀市生物多様性地域戦略」策定に当たり、各分野毎にグループを形成し、データが

不足している地域の自然環境調査を学識者をはじめボランティア団体など多様な主体による共働

で実施します。 

 生物調査や植生調査においては、小学生など若年層と取り組むことで、環境教育・環境学習の

場としての活用を図ります。 

 また、古賀市に存在する重要な生物や植生の確認のため、分かりやすい指標を用いた調査を定

期的に実施します。 

 

 

 

施策番号：Ａ－① 担当：環境課 実施時期：前期 

施策内容 

 過去実施した自然環境調査(平成 14～15 年度)における研究会のメンバーを中心に、生物多様性

の保全に向けた検討委員会を立ち上げます。既存の植生図などのデータを最大限活用しながら、

古賀市の特性にあった調査方法を検討し、自然環境に関する不足データの収集やモニタリング・

評価システムの構築など、市民をはじめ地域を巻き込んだ保全のための体制づくりの検討も併せ

て取り組みます。 

人と自然との共生 ＜環境分野＞ 
自然環境 
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Ａ－③生物多様性の保全に向けたガイドラインの作成 

施策番号：Ａ－③ 
担当課：環境課、
都市計画課  

実施時期：後期  

施策内容 

 宅地開発など古賀市の開発事業の際に、生物多様性に配慮した環境整備を促すため、現行の環

境配慮指針を見直し、土地対策指導要綱での協議内容や、「古賀市美しいまちづくりプラン（景観

基本計画）」を考慮した環境整備を図るためのガイドラインを作成します。 

 ガイドラインには、植生や生物の生息環境など、その地域の生物多様性の視点から、重要度に

応じて求められる保全施策の方法とともに外来生物への対応なども考慮します。 

 また、古賀市の環境の状況は変化していくため、Ａ-②の推進にあわせ定期的なモニタリング調

査を実施し、適宜内容の見直しを図り、環境配慮指針として整備します。（第 1部 第 6章参照）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方）

生物多様性の保全に向けた
体制づくり 

－ 平成 29 年度 － 

古賀市生物多様性地域戦略
の策定 

－ 平成 29 年度 － 

生物多様性の保全に向けた
ガイドラインの策定 

－ 平成 30 年度 － 

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・生物多様性の意義を理解し、市や民間団体の主催する自然観察会や生物調査に、子どもと

ともに進んで参加します。 

・自然環境に関する活動を行っている団体は、専門的知識を活かし、自然環境調査や自然観

察会を企画するとともに、参加者への指導を行います。 

 

事業者 

・生物多様性の意義を理解し、市や民間団体の主催する自然観察会や生物調査への支援、協

力を行います。 

・事業活動においては、「生物多様性の保全に向けたガイドライン」を遵守します。 

 

＜古賀市の自然環境観察マップ －動物編－＞ 
  

環境基本計画策定時の自然環境調査の結果を用 

いて平成17年度に作成した自然環境観察マップです。 

学校などの教育現場で幅広く活用されています。 

 

■裏面（一部抜粋） 
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                 Ａ．保全方針・戦略の策定

                 Ｂ．森林の保全・農地の保全と活用（里地里山の保全） 

                 Ｃ．人と自然とふれあう場の保全・創出 

 

Ｂ．森林の保全・農地の保全と活用（里地里山の保全） 
 
＜取り組みの方向性＞ 

「Ｂ．森林の保全・農地の保全と活用（里地里山の保全）」として、松くい虫被害などで緊急の

対応の必要な海岸の松林の保全、遊休農用地の活用と農業の担い手の確保につながる施策を展開

します。 
 

＜基本的な取り組み＞ 

★Ｂ－①農地の保全と有効活用 

施策番号：Ｂ－① 担当課：農林振興課  実施時期：前期～後期  

施策内容 

 水源かん養や災害防止などの農地の持つ多面的・公益的な機能を今後も生かすため、水路・た

め池などの適切な維持管理を促し、継続的な機能維持に努めます。 

 生産された野菜などの一部をコスモス館の販売や学校給食に用いることで、地産地消の推進を

図るとともに、市民農園の整備や市民がその大切さを実感できるようなふれあいの場の創出にも

努めます。 

 また、耕作放棄地対策については、国の制度である「人・農地プラン」事業を進めるとともに、

農業委員会による指導強化、同時に耕作放棄地の再生事業を実施していきます。 

 
 

Ｂ－②森林・松林の適正な管理と保全 

施策番号：Ｂ－② 
担当課：農林振興課、 

都市計画課  
実施時期：前期～後期  

施策内容 

 人工林の計画的な間伐や「古賀市 10 万本ふるさとの森づくり事業」で実施したグリーンパーク

の木々の育林を継続して実施していくとともに、海岸に植生する松林についても、松くい虫防除

のための農薬散布や松葉かきなど、ボランティア団体と連携・協力しながら適切な管理に努めて

いきます。 

 また、近年問題が顕著になってきている竹林被害の問題についても、有効な対策の検討やそれ

に向けた体制の整備などについて考察していきます。 

 

Ｂ－③農業者・団体の人材育成 

施策番号：Ｂ－③ 担当課：農林振興課  実施時期：前期～後期  

施策内容 

 農業従事者の減少に歯止めをかけるため、各種補助金などの制度をはじめ、福岡県北筑前普及

指導センターや粕屋農業協同組合と情報共有しながら、それぞれが保有する有効な支援策を提案

し、育成していくことで、将来的には認定農業者としての農業経営が図れるよう支援を行ってい

きます。 

 

 

人と自然との共生 ＜環境分野＞ 
自然環境 
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■人でにぎわう農産物等の直売所（コスモス広場）        ■グリーンパーク内の育林行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方） 

森林面積 1,120ｈａ 現状維持(平成 35 年度) 現況は平成 24 年度実績。目標は

第 4 次マスタープランの値を採

用。 
コスモス広場の組合員数 200 人 増加(平成 35 年度) 

市民農園数 3 箇所 5 箇所(平成 35 年度) 

認定農業者数 53 人 66 人(平成 35 年度) 

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・植樹や草刈りなどを行うボランティア活動に参加・協力します。 

・古賀市で生産された農作物の積極的な購入に努めます。 

・市民農園の活用や、自然観察、自然体験イベントなどを通して、農業に関する理解と関心

を深めます。 

 

事業者 

・間伐や下草刈りなど、森林の適正な維持管理を行います。 

・体験型の講座などに積極的に協力します。 

 

＜農家直売！軽トラ市＞ 
  

平成２４年度から始めた「農家直売！軽トラ市」は、農業者の思いが伝わる野菜を農業者自身

が軽トラックを用いて販売し、さらに、販売時に調理方法や保存方法等を消費者に提案すること

により、古賀産農産物の販路拡大、地産地消の推進、女性農業者・認定農業者・若手農業者の生

きがいづくり、また、農業者と消費者との交流を図ることを目的とし、年２回（７月・１２月）

開催しています。 
平成２５年７月は、トマト、きゅうり、ピーマン等の夏野菜や花、たまご、ブルーベリー、し

いたけ、１２月には、新米、みかん、イチゴ、大根、ニンジン、白菜、ブロッコリー、花など新

鮮で美味しい古賀の自慢の農産物が集結しました。また、それらを加工した農産加工品やカレー、

やきそば、おでん等の販売も行い、古賀市内外から来場された方々へ最高のおもてなしができま

した。 
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                 Ａ．保全方針・戦略の策定

                 Ｂ．森林の保全・農地の保全と活用（里地里山の保全） 

                 Ｃ．人と自然とふれあう場の保全・創出 

 

 

Ｃ．人と自然とふれあう場の保全・創出 
 

＜取り組みの方向性＞ 

「Ｃ．人と自然とふれあう場の保全・創出」では、既存のビオトープを活かした環境学習への

展開や、河川整備や親水公園の整備における自然環境に配慮した施設整備をめざします。 

 

 

＜基本的な取り組み＞ 

Ｃ－①薬王寺水辺公園及び小学校内ビオトープの計画的な保全と活用 

施策番号：Ｃ－① 
担当課：環境課、都市計画課 、

学校教育課 
実施時期：前期～後期 

施策内容 

 薬王寺水辺公園内のビオトープを、ボランティア団体などと共働して、計画的な保全に取り組

みます。また、小学校（舞の里小、花見小）内にあるビオトープについても、学校やボランティ

ア団体をはじめ、地域、PTA とも連携・協力しながら保全を図るとともに、環境学習の場として

も有効に活用していきます。 

 

Ｃ－②自然環境に配慮した河川・公園の保全と創造 

施策番号：Ｃ－② 
担当課：環境課、建設課、 

都市計画課  
実施時期：前期～後期  

施策内容 

 環境保全型ブロックの使用など自然環境に配慮した整備を推進していきます。 

また、ボランティア団体と連携した草刈りや、市民とのワークショップによる景観や自然環境に

配慮した河川及び親水空間の確保をめざすとともに、環境学習の場としても活用していきます。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ■ビオトープの整備                             

 

 

人と自然との共生 
＜環境分野＞ 
自然環境 
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＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方） 

ビオトープを活かした取り組み数 2 回 増加(平成 35 年度) 現況は平成 24 年度実績 

生物とふれあう場の確保・創出に対
する満足度 

17.6% 47.8%(平成 35 年度)
市民アンケート調査の回答率
を採用 

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・ビオトープや公園など、市やボランティア団体などと協力して保全に努めます。 

・自然環境に関する活動を行っている団体は、専門的知識を活かし、自然環境調査や自然観

察会を企画するとともに、参加者への指導を行います。 

 

事業者 

・生物多様性の意義を理解し、市や民間団体の主催する自然観察会や生物調査への支援、協

力を行います。 

・事業活動においては、生物多様性の保全に向けたガイドラインを遵守します。 

＜大根川川づくりワークショップ＞ 
■経緯 
 環境及び親水性の向上に配慮した水辺の保全、創出を進めるに 

あたり、市役所そばの大根川において、親水空間を整備すること 

となりました。 
 これを期に、今まで市民をはじめ、市民団体、行政（古賀市・ 

福岡県）、九州大学等がそれぞれ別々に行っていた環境保全の取 

り組みを、共働で行っていけるように、ワークショップを開催す 

ることとしました。 
■これまでの取組 
 大根川の視察に始まり、大根川の災害・整備の歴史的背景の整理、 

検討箇所における諸条件の確認(河川の構造、都市計画上の位置づけ   ■パース図 

など)、生物調査や水質調査、模型を用いた整備イメージの検討、ま 

た、子どもたちと行う環境学習など多種多様な取組を実施してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■グループに分かれて検討中     ■子ども版ワークショップ         ■模型を囲んでの議論 
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（2）環境目標“「健全」な生活基盤の確保” 

－環境への負荷を減らし、健全で安全安心なまちをめざします－ 

 

                Ａ．大気環境その他の保全

        

                Ｂ．水環境の保全 

 

 

Ａ．大気環境その他の保全 
 

＜取り組みの方向性＞ 

 「Ａ．大気環境その他の保全」では、騒音・振動・悪臭だけでなく、不法投棄や野焼き、近隣

騒音などの生活環境苦情も経年的に発生しているため、迅速な現場対応と未然防止のための啓発

に取り組みます。また、光化学オキシダントや微小粒子状物質(PM2.5)などについても、観測デー

タの把握や市民への注意喚起など、適切な対応に努めます。 

 

＜基本的な取り組み＞ 

Ａ－①生活環境苦情などに対する適切な対応 

施策番号：Ａ－① 担当課：環境課  実施時期：前期～後期  

施策内容 

 生活環境苦情に対しては現場確認など迅速な対応を行うとともに、必要に応じ立入検査を実施

します。また、近年では、特に不法投棄や野焼き、近隣騒音など、一般家庭が当事者となる苦情

が多くを占めているため、広報やホームページによる市民・事業者へのマナーの啓発に努めます。

 また、有害物質の流失による土壌汚染や水質事故などの対応は、県や関係部署と連携して拡大

防止、原因の究明を図ります。 

 

Ａ－②光化学オキシダント及び微小粒子状物質(PM2.5)の基準超過時における適切な対応 

施策番号：Ａ－② 担当課：環境課  実施時期：前期～後期  

施策内容 

 古賀市近隣の、一般大気・自動車排出ガスの測定局では、近年、いずれの地点、測定項目にお

いても、概ね環境基準を満たしておりますが、光化学オキシダントや微小粒子状物質(PM2.5)の短

期的評価においては基準超過が確認されており、全国的な傾向ではあるものの、健康被害が伴う

可能性があるため、観測データの把握、庁内の体制の構築、市民への注意喚起など、適切な対応

を行っていきます。 

 

Ａ－③自動車騒音の計画的な測定・監視 

施策番号：Ａ－③ 担当課：環境課  実施時期：前期～後期  

施策内容 

 騒音規制法に基づく自動車騒音常時監視を計画的に実施します。対象路線は 2 車線以上の道路

（市町村道については 4 車線以上）であり、古賀市では 9 路線が対象となっています。平成 24

年度から福岡県から権限委譲されており、5年間のローテーションで計画的な測定を実施します。

快適で安全な 

住環境の確保 

＜環境分野＞ 
生活環境 
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■不法投棄                               ■野焼き 

 

＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方） 

生活環境苦情件数 73 件 20％減少（平成 35 年度）
現況は平成 24 年度実績 
目標は対平成 24 年度比 

道路交通騒音の環境
基準達成率 

96% 100%(平成 35 年度) 現況は平成 24 年度実績 

大気環境の保全に関
する満足度 

21% 50%(平成 35 年度) 市民アンケート調査の回答率を採用

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・音響機器の使用やペットの泣き声など、近隣に迷惑をかけないように努めます。 

・光化学オキシダントや微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報に意識を向け、注意報発令時な

ど状況に応じた行動に努めます。 

・法律の基準に適合しない屋外焼却を行わないだけでなく、例外規定に該当する事案であっ

ても周辺に迷惑がかからないよう努めます。 

 

事業者 

・施設や建設工事などで発生する騒音や振動が関係法令の規制値以下の場合であっても、周

辺に迷惑がかからないよう努めます。 

・公害防止機器の活用や施設の維持管理に努めます。 

・法律の基準に適合しない屋外焼却を廃止するとともに、例外規定に該当する事案であって

も周辺に迷惑がかからないよう努めます。 
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                Ａ．大気環境その他の保全

        

                Ｂ．水環境の保全 

 

Ｂ．水環境の保全 
 

＜取り組みの方向性＞ 

 「Ｂ．水環境の保全」については、継続的な河川・海水域の水質調査を行い、水質の把握に努

めます。排出源対策としては、古賀市全域の公共下水道・農業集落排水・浄化槽事業の整備を軸

に、事業場排水の監視にも取り組みます。 

 

 

＜基本的な取り組み＞ 

Ｂ－①定期的な水質調査の実施 

施策番号：Ｂ－① 担当課：環境課  実施時期：前期～後期  

施策内容 

 古賀市の河川水質検査では、近年、いずれの観測点でも概ね環境基準を満たしておりますが、

今後も引き続き、水質の把握に努めるため、水質調査を実施していきます。また、海水域につい

ても、毎年定点監視を行うことで水質状況の経年的な把握に努めます。 

 地下水の水質については、福岡県が地下水概況調査を行っており、経年的に環境基準を満たし

ていますが、有事の際には、県と情報の共有を図り、適切に対応していく必要があります。 

 

Ｂ－②公共下水道・農業集落排水・浄化槽事業の推進 

施策番号：Ｂ－② 担当課：下水道課 実施時期：前期～後期  

施策内容 

 古賀市全域において、公共下水道・農業集落排水・浄化槽事業により水洗化の普及・促進を図

ります。 

薦野・米多比地区への継続した整備を実施しており、整備済区域における水洗化を促すため、奨

励金制度の活用や説明会の実施など水洗化率の向上を図ります。未整備区域については、合併処

理浄化槽設置に伴う補助金を交付し、水洗化を促します。 

 また、古賀水再生センター流入水の汚濁負荷を軽減するため、事業場における水質の把握、定

期的な水質検査を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■河川の水質測定                           ■水再生センター 

快適で安全な 

住環境の確保 

＜環境分野＞ 
生活環境 
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＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方） 

河川・海域における水質の
環境基準達成度状況 

100％ 100%(平成 35 年度) 現況は平成 24 年度実績。目標は古賀

市生活排水処理基本計画。 
汚水処理人口普及率 94% 100%(平成 37 年度) 

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・日常生活に伴い、有害化学物質が発生しないよう適性に管理・処理します。 

・下水道への接続や合併処理浄化槽の設置により水洗化に努めます。 
 

事業者 

・事業活動に伴う排水を適正に処理します。 

・下水道や合併処理浄化槽などに係る設備を適正に維持管理し、油・異物などの流出を防止

します。 

＜古賀市の下水道計画＞ 
 水環境を保全するには、水質汚濁の原因となる物質を公共水域に出さないことが大切です。本市で

は生活排水処理のための施設として、公共下水道、農業集落排水施設の整備、浄化槽設置の推進を行

ってきました。その結果平成●年現在で計画の●％の施設整備が終了しています。今後も汚水処理人

口普及率の増加と施設の維持に努めていきます。 

＜古賀市の下水道計画＞ 
 水環境を保全するには、水質汚濁の原因となる物質を公共用水域に出さないことが大切です。古賀

市では生活排水処理のための施設として、公共下水道、農業集落排水の整備、浄化槽設置の推進を行

ってきました。その結果、平成24年度現在で計画の94％の施設整備が完了しています。今後も汚水処

理人口普及率の増加と施設の維持に努めていきます。 

 ■古賀市公共下水道業認可計画図 
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（3）環境目標“緑・歴史・風景の「調和」” 

－緑や歴史、風景が調和したまちをめざします－ 

 

                   Ａ．都市景観の維持・形成

          

                   Ｂ．歴史・文化的景観の保全と活用 

 

Ａ．都市景観の維持・形成 
 

＜取り組みの方向性＞ 

 「Ａ．都市景観の維持・形成」では、「古賀市美しいまちづくりプラン（景観基本計画）」に基

づき、各種セミナーの開催や景観写真コンテスト、景観絵画コンテストを実施することで、市民

の都市景観に対する意識高揚を図ります。また、まちなみ景観を損ねる違法広告物に対して、県

条例に基づく適正な維持管理に努めるとともに、市民が簡易除去できるための体制づくりを行い

ます。 

 

＜基本的な取り組み＞ 

★Ａ－①景観まちづくりセミナーの実施 

施策番号：Ａ－① 担当課：都市計画課 実施時期：前期～後期  

施策内容 

 景観まちづくりに関する市民意識を高めるため、「環境」「色彩」「植栽」「生態系」など、景観

まちづくりにかかわりの深いセミナーを定期的に開催します。長期的には、景観まちづくりに積

極的に参画する人材の育成をめざします。 

 

Ａ－②景観まちづくり教育プログラムの実施 

施策番号：Ａ－② 担当課：都市計画課 実施時期：前期～後期  

施策内容 

 まちなみや自然の美しさなど、普段見落としている古賀市の魅力を再発見することをめざし、

景観写真コンテストや景観絵画コンテストなどを開催することで、市民の都市景観に対する意識

の高揚を図ります。 

 

Ａ－③屋外広告物の管理 

施策番号：Ａ－③ 担当課：都市計画課 実施時期：前期～後期  

施策内容 

 まちなみ景観を損ねる無秩序な屋外広告物を、福岡県屋外広告物条例に基づいて適正に管理し

ます。また、路上などの違反広告物を市民ボランティアで簡易除却できる「古賀市路上など違反

広告物追放推進団体」を増やす啓発活動を行い、都市景観の維持管理に努めます。 

 

緑・歴史・風景の調和 
＜環境分野＞ 
都市環境 
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Ａ－④公共空間景観形成ガイドラインの推進 

施策番号：Ａ－④ 担当課：都市計画課 実施時期：前期～後期  

施策内容 

 「道路」「公園・緑地」「水辺・河川」「公共建築物」などの公共空間において、古賀市の風土を

踏まえた景観デザインとなるよう定めた「公共空間形成ガイドライン」の理解と協力を促します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■景観セミナー.                            ■不法看板撤去 

 

 

＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方） 

セミナー参加延べ人数 440 人 1,300 人(平成 30 年度)
現況は平成 25 年度までの延べ
人数を採用 

コンテスト応募点数 100 点 300 点(平成 27 年度) 現況は平成 25 年度実績 

古賀市路上など違反広告物
追放推進団体登録数 

4 団体 8 団体(平成 28 年度) 現況は平成 24 年度実績 

公共空間景観形成ガイドラ
イン準拠物件 

0 件 5 件(平成 30 年度) 現況は平成 24 年度実績 

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・家庭における緑化活動や、清掃活動などの美化活動に参加します。 

・景観まちづくりに関する活動やイベントへの積極的な参加に努めます。 

 

事業者 

・施設周辺の緑化など景観に配慮した維持管理を行います。 

・景観まちづくりに関する活動やイベントへの積極的な参加に努めます。 
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                   Ａ．都市景観の維持・形成

          

                   Ｂ．歴史・文化的景観の保全と活用 

 

 

Ｂ．歴史・文化的景観の保全と活用 
 

＜取り組みの方向性＞ 

 「Ｂ．歴史・文化的景観の保全と活用」においては、古賀市の自然環境と密接に結び付き、重

要な構成要素の一部になっている、遺跡・史跡や地域の文化財などの文化的遺産について、周辺

の自然環境との一体的な保全・活用を図るため、継続した調査研究を行うとともに、市民が身近

に親しめるための文化財めぐりの実施など、歴史的景観の保全と活用に努めます。 

 

 

 

＜基本的な取り組み＞ 

Ｂ－①指定文化財の適切な維持管理と有効活用 

施策番号：Ｂ－① 担当課：サンフレアこが  実施時期：前期～後期  

施策内容 

 既に指定済の文化財についての適切な維持管理を推進するとともに、その歴史的・文化的価値

に関する調査研究を引き続き実施します。また、案内板の設置や、「唐津街道」、「鹿部田淵遺跡」

をはじめとする古賀市の文化財めぐりなどの開催により、文化の保全と継承、市民への普及啓発

を推進し、歴史的景観の保全に努めます。 

 また、古賀市の「船原古墳」などの重要遺跡に関する調査・保存・整備、文化財収蔵施設の整

備などを推進するとともに、未指定の文化財に関する調査研究を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■みあけ史跡公園                           ■船原古墳群 
                           

 

 

 

緑・歴史・風景の調和 
＜環境分野＞ 
都市環境 
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＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方） 

自然史・歴史講座の開催数 4 回 増加(平成 35 年度) － 

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・地域にある歴史的・文化的財産に対しての価値を認識し、保全についての意識の高揚を図

ります。 

・古賀市の歴史的・文化的財産に関する講習会やイベントなどに積極的に参加します。 

 

事業者 

・開発を行う際、歴史的・文化的財産について配慮して実施します。 

 

 

  

＜ 馬 具 ＞ 
平成25年３月、谷山のほ場整備に伴う谷山北地区遺跡群の発掘調査（平成24年10月15日～）で

古墳時代後期の馬具一式が埋蔵された土坑が発見され、４月21日には、発掘現場の一般公開を行

いました。その後も続々と貴重な遺物が出土し、11月24日に九州考古学会総会内にて、これまで

にない特徴を持った金銅製歩揺付飾金具（こんどうせいほようつきかざりかなぐ）などのCTスキ

ャナ画像が公開されました。取り上げ作業はほぼ終了し、遺物の解析作業が進められています 

 ■金銅装心葉形杏葉馬具 CT 画像                 ■歩揺付飾金具復元 

  「提供 九州歴史資料館」                      「提供 九州国立博物館」 
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（4）環境目標“「低炭素」社会の構築” 

－省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入などを進め、 
地球温暖化対策を推進する低炭素型のまちをめざします－ 

 

                Ａ．古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の推進

        

                Ｂ．古賀市地球温暖化防止率先行動計画の推進 

 

 

Ａ．古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の推進 
 

＜取り組みの方向性＞ 

 「Ａ．古賀市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の推進」として、古賀市全体で地球温暖化

対策に取り組むため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、「古賀市地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）」を策定します。また、再生可能エネルギーの導入や、市民・事業者の温

室効果ガス削減の取り組みに対する奨励を実施していきます。 

 

＜基本的な取り組み＞ 

★Ａ－①再生可能エネルギー導入の推進 

施策番号：Ａ－① 担当課：環境課 実施時期：前期  

施策内容 

 再生可能エネルギーの導入については、「古賀市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」に基づ

き、市の特性にあった設備やシステムを検討し、推進していきます。 

 家庭への太陽光発電システム導入に係る設置費の助成など、再生可能エネルギーに対する補助に

ついては、国・県の動向を注視し、費用対効果などを考慮しながら実施していきます。 

 

Ａ－②家庭でできる省エネルギー行動の効果検証   

施策番号：Ａ－② 担当課：環境課  実施時期：前期～後期  

施策内容 

 Ａ-①の施策に伴い、太陽光発電システムの設置世帯を中心に「環境家計簿」や「うちエコ診断」

による啓発を行うとともに、集計結果の公表や表彰など、今後の再生可能エネルギーの普及への啓

発に活用します。また、「エコファミリー」への登録を促すことで電気やガス、水道使用量の節減

など省エネルギー・省資源の取り組みを県と連携して推進していきます。 

 

Ａ－③事業者への環境マネジメントシステム導入の促進 

施策番号：Ａ－③ 担当課：環境課  実施時期：前期～後期  

施策内容 

 事業者が自主的に環境保全への取り組みを継続して進めていくための仕組みとして、ISO14001 や

エコアクション 21 などの環境マネジメントシステムの導入を促進します。導入支援の内容として、

手続きに関する情報の提供、人材育成のための研修会などの開催をはじめ、規格取得などに必要な

費用の補助についても検討していきます。また、「うちエコ診断」の実施を促し、企業のエネルギ

ー使用の現状把握を行うことで、効果的な施策の検討も併せて行います。 

 

低炭素社会の構築 
＜環境分野＞ 
地球環境 
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＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方）

二酸化炭素総排出量の削

減割合 

398 千ｔ-CO2 100％

（平成 21 年度） 

( 2 0 0 9 年） 

386 千ｔ-CO2 -3％ 

(平成 35 年度) 

（ 2 0 2 3 年） 

区域施策編における目標値

（平成21年度比での削減率

で示す） 

太陽光発電設備設置件数 1,055 件 増加(平成 35 年度) 現況は平成 24 年度実績 

うちエコ診断受診世帯 0 世帯 500世帯(平成35年度) － 

事業者のマネジメントシ

ステム導入数 
12 事業所 増加(平成 35 年度) 

ISO14001・エコアクション

21 の導入数を採用(平成 24

年度実績) 

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・日常生活における省エネルギー行動の実践を行います。 

・高効率なエネルギー機器の導入や、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー利用施

設の導入を検討します。 

・近場への移動は徒歩や自転車を利用し、公共交通機関を積極的に活用します。 

・加減速の少ない運転、早めのアクセルオフなど、エコドライブを行います。 

・乗用車のエコカーへの買い換えを検討します。 

 

事業者 

・日常業務における省エネルギー行動の実践を行います。 

・高効率なエネルギー機器の導入や、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー利用施

設の導入を検討します。 

・パソコンや複写機などの OA 機器をエネルギー効率の高いトップランナー適合機種に変更し

ます。 

・ノーマイカーデーを設定して近場への移動は徒歩や自転車を利用します。また、公共交通

機関を利用します。 

・加減速の少ない運転、早めのアクセルオフなど、エコドライブを行います。 

・乗用車のエコカーへの買い換えを検討します。 

・物を運ぶときには、自家用トラックではなく、積載効率の高い営業用トラックを利用しま

す。 

・業務用の車両のエコカーへの買い換えを検討します。 

・環境マネジメントシステムの導入を検討します。 
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                Ａ．古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の推進

        

                Ｂ．古賀市地球温暖化防止率先行動計画の推進 

 

 

Ｂ．古賀市地球温暖化防止率先行動計画の推進 
 

＜取り組みの方向性＞ 

 「Ｂ．古賀市地球温暖化防止率先行動計画の推進」では、古賀市が行う具体的な施策として、

「古賀市地球温暖化防止率先行動計画」に基づく、グリーン購入の推進や庁舎の省エネなど、様々

な施策を推進していきます。 

 

＜基本的な取り組み＞ 

★Ｂ－①公共施設における再生可能エネルギー導入の推進 

施策番号：Ｂ－① 
担当課：環境課、
財政課  

実施時期：前期～後期  

施策内容 

 公共施設へ再生可能エネルギー導入を推進していきます。また、設備導入に当っては国や県など

の各種補助制度を活用し、経費・社会性の面を考慮しながら適宜実施していきます。 

 

Ｂ－②グリーン購入及び庁舎の省エネルギーの推進 

施策番号：Ｂ－② 
担当課：環境課、
財政課  

実施時期：前期～後期  

施策内容 

 グリーン購入調達方針に基づく、製造過程・廃棄段階で環境への負荷が少ない物品の購入・使用

に努めます。 

また、LED などの高効率照明への切り替え、照明の間引き、消灯の励行によって庁舎の節電に努め

るとともに、車輌のエコドライブを推奨することでエネルギーの節減にも取り組みます。 

 特に、電力使用が多い夏季・冬季については、冷暖房の温度設定の徹底（夏季 28℃、冬季 20℃)、

クールビズ・ウォームビズの取り組みや、給湯器の停止(夏季)、緑のカーテンの設置など積極的な

節電対策に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ■市役所に設置した太陽光パネル                 ■福岡県環境家計簿 

低炭素社会の構築 
＜環境分野＞ 
地球環境 
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＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 
備考 

（指標設定の考え方） 

公共施設の再生可能エネルギ
ー導入施設数 

4 施設 増加(平成 35 年度) 現況は平成 24 年度実績 

グリーン購入の調達率 88% 100%(平成 35 年度)
現況は平成 24 年度各項目
の平均値を採用 

古賀市の公共施設における二
酸化炭素排出量の削減割合 

4,511(t-CO2) 
100%(平成 11 年度)

4,195(t-CO2)   
-7％（平成 35 年度）

古賀市地球温暖化防止率
先行動計画より 

 

 

※「Ｂ．古賀市地球温暖化防止率先行動計画の推進」は市の取り組みに限定されるため、他の主

体の役割は省略する。 

  

＜古賀市地球温暖化防止率先行動計画の推進＞ 
古賀市では「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 8条の規定に基づき、「古賀市地球温暖化

防止率先行動計画」を策定しており、平成 27 年度末までに温室効果ガスの総排出量を対平成 11

年度比で 7％削減することを目標に市役所庁舎や出先機関において地球温暖化防止対策に取り組

んでいます。 

平成23年度末時点では温室効果ガス（二酸化炭素）の総排出量は、対平成11年度比（基準年比）

で－4.5％に留まりましたが、空調機等の省エネの徹底などを行い、削減目標の達成に向けて今後

も取り組みを推進していきます。 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

基準年 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

電気 冷暖房燃料 公用車燃料

（kg－ＣＯ２）

4,511,800

-16.1%
-14.6%

-7.1%

-2.0% -4.5%

７％減

Ｈ27
（目標）

■古賀市公共施設における二酸化炭素排出量の推移
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Ａ．ごみの減量と資源化対策

（5）環境目標“「循環」型社会の構築” 

－ごみの減量、資源の循環を進め、循環型のまちをめざします－ 

 

                  

         

                

 

 

Ａ．ごみ対策
 

＜取り組みの方向性＞ 

「Ａ.ごみの減量と資源化対策」では、循環型社会形成推進基本法に示された３Ｒの優先順位を

基に、関連する施策を計画的に推進し持続可能な「循環型社会の形成」をめざします。 

「家庭系ごみ」の分野では、循環型社会の形成に向け、ごみの発生抑制、再使用、再利用に至る

までの総合的な施策を展開します。 

「事業系ごみ」の分野では、実態を把握し、事業者との連携を図りながら、ごみ減量・再資源化

を推進します。 

 

 

＜基本的な取り組み＞ 

★Ａ－①生ごみを減量するための水切りやマイバックなどの啓発促進（家庭系ごみ） 

施策番号：Ａ－① 
担当課：環境課 

（ごみ対策係） 
実施時期：前期～後期 

施策内容 

まつり古賀などのイベントで、生ごみの水分を極力減らす「最後のひとしぼり」をテーマに、水

切りの効果についての啓発を行うとともに、マイバックの配布を継続しながら、その使用を促す啓

発を行います。 

生ごみ処理機器の補助金の活用について、現在の使用状況などの実態調査を実施し、調査の結果

を基に、生ごみ処理機器を活用した取り組みの課題を整理し、今後の啓発などに反映させます。 

 

Ａ－②資源化率を上げるための分別品目の検討（家庭系ごみ） 

施策番号：Ａ－② 
担当課：環境課 

（ごみ対策係） 
実施時期：前期～後期 

施策内容 

「リサイクルの見える化」により、資源ごみの回収の効果を明確化し、分別収集への取り組みを推

進します。 

最新のリサイクル情報を収集し、新規に分別収集ができる品目について検討し、資源化率の向上

につなげます。 

 

 

 

 

循環型社会の構築 
＜環境分野＞ 
資源循環 
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Ａ－③ごみの減量と資源化に関する啓発や情報提供（事業系ごみ） 

施策番号：Ａ－③ 
担当課：環境課 

（ごみ対策係） 
実施時期：前期～後期 

施策内容 

実態把握調査の結果を踏まえ、事業者を訪問し、製造・流通・販売などの事業活動の各段階に

おける廃棄物について、減量と資源化を促進するための啓発、指導を行い、事業者への取り組み

を促します。 

事業者の適正処理・減量・資源化の関心を高めるため、取り組みを促すパンフレットを作成し

ます。 

 「３Ｒの見える化ツール」を活用し、環境負荷削減効果が分かる事業者向けの情報を広報・HP

などに掲載し、事業者へ３Ｒの取り組みを促します。 

事業者が自主的・自発的に取り組むことができる他自治体の事例などを調査研究し、広報・HP

などにより啓発に反映させます。 

環境負荷の少ない事業活動への変革を求めるため、業種ごとの産業特性に合わせて無理なく３

Ｒの取り組みができる情報提供を行います。 

 

Ａ－④資源化率向上のための取り組み（事業系ごみ） 

施策番号：Ａ－④ 
担当課：環境課 

（ごみ対策係） 
実施時期：前期～後期 

施策内容 

資源化の余地が残されている食品廃棄物や古紙などは、新たな資源化ルートの構築に取り組み

ます。 

事業者に対し資源ごみの分別の徹底を促すとともに、自主的な資源化の取り組みについての支

援を検討します。 

 

＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方） 

1 人 1日あたりの 
ごみ排出量（ｇ） 

784ｇ 665ｇ(平成 35 年度) 現況は平成 24 年度実績 

資源化率（％） 17.4% 26.0%（平成 35 年度） 現況は平成 24 年度実績 

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・市が情報発信する３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の理解に努めます。 

・「家庭系ごみ」に関し、リデュース（発生するごみをできるだけ減らす）、リユース（でき

るだけ繰り返し使う）、リサイクル （資源としてリサイクルする）を意識し、ごみの減量

と資源化に協力します。 

 

事業者 

・市が情報発信する３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の理解に努めます。 

・事業系ごみに関し、リデュース（発生するごみをできるだけ減らす）、リユース（できるだ

け繰り返し使う）、リサイクル （資源としてリサイクルする）の優先順位を意識し、ごみ

の減量と資源化に協力します。 
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（6）環境目標“「参加」の輪の拡大” 

－自ら行動し、みんなで協力してよりよいまちをめざします－ 

 

 

                    Ａ．環境保全活動に関わる個人・団体の連携強化

                    Ｂ．環境保全活動に関する情報の提供及び活動の推進

                   Ｃ．年齢層に応じた環境教育・学習の充実

                   Ｄ．環境教育の担い手の育成、活動の推進

Ａ．環境保全活動に関わる個人・団体の連携強化
 

＜取り組みの方向性＞ 

 「Ａ．環境保全活動に関わる個人・団体の連携強化」では、市・ぐりんぐりん古賀をはじめ様々

な個人・団体の共働で環境教育・生物多様性などの環境保全活動の推進を図ります。また、ぐり

んぐりん古賀を中心に、事業者や教育機関などとネットワークの強化に取り組み、各種イベント

や広報やホームページにより会員数の増加をめざします。 

 

 

 

＜基本的な取り組み＞ 

★Ａ－①市・ぐりんぐりん古賀などの共働による環境保全活動の推進 

施策番号：Ａ－① 担当課：環境課 実施時期：前期～後期 

施策内容 

 環境のネットワークワーク組織である「ぐりんぐりん古賀」を中心に会員独自の事業をはじめ、

学校などと連携することで、環境教育を推進し、生物多様性の保全や３Ｒの推進など、活動分野の

拡大、継続性のある活動の展開を図ります。 

 

 

Ａ－②市・ぐりんぐりん古賀を中心とした個人・団体との環づくり 

施策番号：Ａ－② 
担当課：環境課、生涯学習推進課 

(つながりひろば) 
実施時期：前期～後期 

施策内容 

 「ぐりんぐりん古賀」を中心として、A－①の活動に伴い、個人・団体の集いの場である「つな

がりひろば」などを活用し、環境と密接に関わり合う主体とのネットワークの強化を図ります。ま

た、まつり古賀など各種行事やホームページなどで積極的に広報活動を行い、参加の輪を広げるこ

とで、会員数の増加を目指します。 

 

 

 

 

共働の環の拡大 
＜環境分野＞ 

環境意識と行動 
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■まつり古賀での啓発活動                      ■毎月開催の例会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■環境体験講座                             ■視察研修会 

 

 

＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方） 

ぐりんぐりん古賀 
（古賀市環境市民会議）
個人会員・団体会員数 

個人会員:36 名 100 名(平成 35 年度) 現況は平成 24 年度実績。目標
は第 4次マスタープランの値
を採用。 団体会員：21 団体 50 団体(平成 35 年度)

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・各種ボランティア活動へ参加するとともに、共働のネットワーク組織である「ぐりんぐり

ん古賀」と協力して、環境保全活動を推進していきます。 

・「ぐりんぐりん古賀」をはじめとする環境分野の団体だけでなく、学校など異なる主体にも

積極的に働きかけていきます。 

 

事業者 

・古賀市で環境保全に取り組む団体などに対して支援を行います。 

・「ぐりんぐりん古賀」などの団体と連携・協力して環境保全活動を推進していきます。 
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                    Ａ．環境保全活動に関わる個人・団体の連携強化

                    Ｂ．環境保全活動に関する情報の提供及び活動の推進

                   Ｃ．年齢層に応じた環境教育・学習の充実

                   Ｄ．環境教育の担い手の育成、活動の推進

 

 

Ｂ．環境保全活動に関する情報の提供及び活動の推進
 

＜取り組みの方向性＞ 

「Ｂ．環境保全活動に関する情報の提供及び活動の推進」では、ボランティア団体の情報が集

まる「つながりひろば」を活用して、情報発信の強化に取り組みます。また、道路環境美化など

の市民参加による市内一斉清掃や、アダプトプログラムでは事業者を中心に様々な団体が積極的

に美化活動に参加しており、団体独自の事業だけでなく、今後は地域に根付く美化活動を、多様

な主体の共働で推進していきます。 

 

 

＜基本的な取り組み＞ 

Ｂ－①環境保全活動に関する情報発信の強化 

施策番号：Ｂ－① 
担当課：環境課、生涯学習
推進課(つながりひろば) 

実施時期：前期～後期 

施策内容 

 市ホームページや広報こがなどの広報手段だけでなく、ボランティア団体の情報が集まる「つな

がりひろば」の広報手段を活用し、更なる情報発信の強化を図ります。また、交流活動などへの積

極的な参加を促すことで、他分野の団体との情報共有を図ります。 

 

 

Ｂ－②市内の美化活動の推進 

施策番号：Ｂ－② 
担当課：環境課、生涯学習
推進課 

実施時期：前期～後期 

施策内容 

 道路環境美化、古賀市環境美化行動の日の活動では市民参加による一斉清掃活動が行われている

ほか、アダプトプログラムでは、古賀市の事業者を中心に様々な団体が積極的に美化活動に参加し

ています。また、「ラブアース・クリーンアップ」では、ボランティア団体・企業・行政などが実

行委員会を形成して、海岸の一斉清掃に取り組むことで、美観の形成を図っています。 

 一方、地域コミュニティやボランティア団体も河川や松原など、独自で清掃活動に取り組んでい

ることから、今後は地域に根付く美化活動を、多様な主体の共働で推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

共働の環の拡大 
＜環境分野＞ 

環境意識と行動 
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    ■企業などが取り組む「アダプトプログラム」           ■古賀海岸周辺の一斉清掃 

                                            「ラブアース・クリーンアップ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ■市民活動支援センター「つながりひろば」            ■情報交換・交流の場づくり「つながりカフェ」 

 

＜指標と数値目標＞ 

成果指標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方）

環境保全活動に関する実行度 55%(平成 24 年度) 70%(平成 35 年度) 
市民アンケート調査の回
答率を採用 古賀市の美化活動へ対する参

加の意向 
40%(平成 24 年度) 76%(平成 35 年度) 

アダプトプログラム登録数 34 団体 50団体(平成35年度)
現況は平成 24 年度実績。
目標は第 4次マスタープ
ランの値を採用 

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・河川清掃や美化活動に参加・協力します。 

・SNS などを活用した情報の積極的な発信や収集に努めます。 

 

事業者 

・ホームページや広報紙などで提供される環境情報を有効に活用します。 

・アダプトプログラムなど従業員の様々な環境保全活動への参加・協力を奨励します。 

・環境関連イベントへの参加・協力や、ＣＳＲ活動を拡大していきます。 
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                    Ａ．環境保全活動に関わる個人・団体の連携強化

                    Ｂ．環境保全活動に関する情報の提供及び活動の推進

                   Ｃ．年齢層に応じた環境教育・学習の充実

                   Ｄ．環境教育の担い手の育成、活動の推進

 

 

Ｃ．年齢層に応じた環境教育・学習の充実
 

＜取り組みの方向性＞ 

「Ｃ．年齢層に応じた環境教育・学習の充実」として、小学生から大人までの幅広い年齢層に

応じたプログラムを作成し、環境教育・環境学習の推進を図ります。 

 

 

 

＜基本的な取り組み＞

★Ｃ－①環境教育プログラムの作成と活用 

施策番号：Ｃ－① 
担当課：環境課、学校教育課、

各教育機関 
実施時期：前期～後期 

施策内容 

 市・ぐりんぐりん古賀・学校の連携で、小学生を対象とした「環境教育プログラム」の作成に取

り組みます。プログラムの内容は小学生の低学年から高学年までを対象とした授業に対応するた

め、自然環境・生活環境における様々な分野のプログラム整備を図ります。 

 一方、中学校では独自で環境保全に係る清掃活動やボランティア活動を展開していることから、

古賀市版「環境カウンセラー」による支援や、ボランティア団体などと連携しながら環境教育の推

進を図ります。 

 

 

Ｃ－②事業者向け環境教育の充実 

施策番号：Ｃ－② 担当課：環境課 実施時期：後期 

施策内容 

 C-①の環境教育プログラムの内容を発展させて、事業者が行う社員教育や ISO14001、エコアクシ

ョン 21 などの各種認証制度に基づく環境学習の場において、環境教育の充実を図る。 

 また、環境教育などの取り組みを率先して行っている事業者の事例発表や研修会など、事業者相

互の情報交換が行える場づくりを行います。 

 

 

 

 

 

 

共働の環の拡大 
＜環境分野＞ 

環境意識と行動 
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■千鳥ヶ池での環境教育                       ■事業者向け省エネセミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方） 

環境教育プログラム実施数 0 回 
30 回/年 

(平成 35 年度)
 

環境教育を実施する事業者数
の割合 

53%(平成 24 年度) 
66% 

(平成 35 年度)
事業者アンケートの数値を採用

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・家族で「環境」について話し合い、環境に配慮したライフスタイルへの改善に努めます。 

・学習会や講習会などに参加することで、環境に対する意識を高めます。 

 

事業者 

・従業員に対する社員教育、研修などを実施し、環境意識の向上を図ります。 

・講習会やセミナーなどの催しへ参加・協力します。 

 

  

＜ＥＳＤの視点を取り入れた環境教育プログラムの推進＞ 
ＥＳＤとは、「持続可能な開発のための教育（Education for Sustainable Development）」の略称

で、一人ひとりが自然環境や資源の有限性、地域の将来性など、さまざまな分野とのつながりを認識

し、持続可能な社会の実現に向けて行動する人材を育成する教育のことです。地球環境問題などさま

ざまな世界的課題の解決のためには人づくりが重要です。国では、6つの社会づくりの構成概念と学

習指導で重視すべき 7つの能力・態度を ESD で必要とされる視点として示しています。 

＜ESD で大切な視点＞ 

●6つの持続可能な社会づくりの構成概念 

：多様性、相互性、有限性、公平性、連携性、責任性 

●7つの能力・態度 

：批判的に考える力、未来像を予測して計画を立てる力、多面的・総合的に考える力、コミ

ュニケーションを行う力、他者と協力する態度、つながりを尊重する態度、進んで参加す

る態度 

本市においてもこれらの視点を踏まえた環境教育プログラムの推進に努めます。 
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                    Ａ．環境保全活動に関わる個人・団体の連携強化

                    Ｂ．環境保全活動に関する情報の提供及び活動の推進

                   Ｃ．年齢層に応じた環境教育・学習の充実

                   Ｄ．環境教育の担い手の育成、活動の推進

 

Ｄ．環境教育の担い手の育成、活動の推進
 

＜取り組みの方向性＞ 

「Ｄ．環境教育の担い手の育成、活動の推進」として、環境教育を実践するための人材育成や、

自然環境や生活環境などの様々な分野における、環境教育に関する活動を推進します。 

特に環境教育の実施に当たっては、市とぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）及び教育機

関が相互に連携・協力を図りながら推進していくものとします。 

 

 

＜基本的な取り組み＞

★Ｄ－①古賀市版「環境カウンセラー」の登録制度確立と人材育成 

施策番号：Ｄ－① 担当課：環境課 実施時期：前期～後期 

施策内容 

 学校や企業などに対して環境教育を実践する人材として、古賀市版「環境カウンセラー」登録制

度を創設します。また、環境カウンセラーは「人材バンク」との連携を図りながら C-①の施策にあ

る環境教育プログラムの推進を中心となって担い、様々な環境分野に関する知識や経験が豊富な人

材が担います。人材の育成については、環境分野における資格や各種研修などの情報提供や、環境

教育プログラム作成に向けた講習会の開催などの補助をぐりんぐりん古賀と共働で取り組みます。

 

 

Ｄ－②環境保全に関する交流の場づくり 

施策番号：Ｄ－② 担当課：環境課 実施時期：前期～後期 

施策内容 

 市・環境保全活動団体を中心に、中・高生をはじめ一般市民を含む多様な主体で、環境保全活動

や環境教育に関する意見交換のための交流の場づくりを行います。交流会では、様々な立場の主体

が対等な関係のもと意見を出し合うことで、地域特性にあった古賀市独自の環境施策への展開を検

討していきます。 

 

 

 

 

 

 

共働の環の拡大 
＜環境分野＞ 

環境意識と行動 
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■2 次計画策定の市民ワークショップ                ■環境市民講座「水辺の楽校」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜指標と数値目標＞ 

指 標 現 況 目 標 備考（指標設定の考え方） 

環境カウンセラーの登録数 0 人 30 人(平成 35 年度) － 

環境保全に関する交流の回数 0 回/年 4 回/年(平成 35 年度) － 

 

＜目標達成に向けた取り組みの具体例＞ 
 

市民（市民、地域組織、市民活動団体） 

・環境に関する出前講座や古賀市版「環境カウンセラー」による人材派遣を積極的に活用し

ます。 

・ワークショップに参加し、市やボランティア団体などと共働で環境施策について検討して

いきます。 

 

事業者 

・従業員に対して「環境カウンセラー」への登録を奨励するとともに、学校の環境教育や環

境学習の場に講師を派遣します。 

・工場見学など既存施設を活かした環境教育・環境学習を推進するだけでなく、ワークショ

ップを通して企業目線の意見を提言していきます。 

  

＜ワークショップの活用・支援＞ 
“ワークショップ”とは学びや創造、問題解決やトレーニングの手法の一つです。住民が中心とな

って地域の課題を解決しようとする場合にワークショップの手法がよく用いられます。地域のさまざ

まな立場の人が自ら参加して地域社会の課題を解決するための改善計画を立てたりする場合に用い

られ、参加者が自発的に作業や発言が行える環境が整った場でファシリテーターと呼ばれる司会進行

役を中心に作業を行うのが一般的です。 

環境基本計画の改訂作業においても市民のニーズを踏まえた分かりやすく身近な計画づくりのた

め、公募市民 22 名によるワークショップを 5 回にわたって開催しました。環境課題、めざすべき環

境像など、計画のさまざまな部分にワークショップの成果が活かされています。 

今後もワークショップによる市民参加の機会を施策として検討していきます。 



85 第 1部 第 2次古賀市環境基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 章 みんなで取り組む共働プロジェクト 
 

 

 

 

 

 

 

「蛍夜」（古賀の魅力再発見コンテスト）
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第 5 章 みんなで取り組む共働プロジェクト 

環境保全に関わる活動は、市民、事業者、行政など、多様な主体が共働で取り組むことで

大きな効果が生まれます。また、同じ目的を共有し、一丸となって取り組む機運が高まるこ

とで、地域とつながる喜びや、郷土愛の醸成、個人・団体間のネットワークの強化といった

効果も期待されます。取り組みの機運を高めるには、より多くの人が認知していて、かつ、

重要視している分野について目標を掲げることが大切です。 

人が環境を認識する場合、空気や水といった環境を形づくる要素を挙げるよりもむしろ、

大根川や松原などの様々な環境の要素を環境のイメージとして挙げる人が多いのではないで

しょうか。 

「みんなで取り組む共働プロジェクト」は、私たちの取り組みが古賀市の環境改善にどの

ように貢献していくのか実感するためのプロジェクトです。プロジェクトを構成する施策は

環境目標を達成するための基本的な取り組みですが、環境分野を横断して取り組むことで共

働の環がさらに広がることを期待しています。 

 

ここでは共働プロジェクトとして、次の 2 点を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

1 大根川輝きプロジェクト

＜目的＞ 

古賀市の水辺や緑についての市民の愛着は深く、市民アンケート調査結果（P.17、図 1-12

参照）によると、特に残して欲しい水辺の筆頭として大根川やその一部の清瀧、薬王寺など

が挙げられています。一方で、環境の重要度・満足度を問う項目では、「水辺の保全・創出」

が重点改善分野に挙げられており、環境資源を活かした環境づくり、活動方針の検討が求め

られています。 

また古賀市の汚水処理人口普及率は平成 24 年現在、約 9割に達しており、大根川の水質も

上流では経年的に環境基準を達成しています。古賀市の水辺については水質の美しさのみで

はなく、ごみの投棄状況や草の繁茂状況など、水辺環境としての美しさも求められています。 

そこで、古賀市の自然環境を構成する重要な要素の一つである大根川を、生物多様性・水

質・景観などの分野を総合的に保全し、その過程を個人・団体などの多様な主体と共働して

推進していくことで、大根川が将来にわたり輝き続けることを目的とします。 

＜みんなで取り組む共働プロジェクト＞ 

① 大根川輝きプロジェクト 

② 環のまちプロジェクト 
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市民・事業者・行政の共働推進 

＜大根川輝きプロジェクトの具体的イメージ＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●大根川の自然を守りながら、楽しめる川にします 

＜自然環境＞ 

Ａ．保全方針・戦略の策定 

 Ａ－①生物多様性の保全に向けた体制の構築 

Ａ－②自然環境調査の実施と「(仮称)古賀市生物多様性地域戦略」の策定 

取組例・大根川の自然環境調査への参加・協力 

Ｃ．人と自然とふれあう場の保全・創出 

 Ｃ－①薬王寺水辺公園及び小学校内ビオトープの計画的な保全と活用 

 Ｃ－②自然環境に配慮した河川・公園の保全と創造 

取組例・薬王寺水辺公園内のビオトープ保全への参加・協力 

 ・草刈などの管理作業への参加・協力 

●水のきれいな大根川にします 

＜生活環境＞ 

Ｂ．水環境の保全 

 Ｂ－①定期的な水質調査の実施 

 Ｂ－②公共下水道・農業集落排水・浄化槽事業の推進 

取組例・水質の現況把握 

・施設整備区域では速やかに接続し、施設整備区域外では浄化槽 

設置を検討する 

   ・事業所排水は、排水基準を遵守する 

●大根川をふるさとの風景として活かします 

＜都市環境＞ 

Ａ．都市景観の維持・形成 

 Ａ－①景観まちづくりセミナーの実施 

取組例・「生態系」など河川景観に関係する内容のセミナーに参加する 

●みんなで大根川を愛すべき川にします 

＜環境意識と行動＞ 

Ａ．環境保全活動に関わる個人・団体の連携強化 

 Ａ－①市・ぐりんぐりん古賀などの共働による環境保全活動の推進 

 Ａ－②市・ぐりんぐりん古賀を中心とした個人・団体との環づくり 

取組例・ぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）を中心にした環境保全活動 

に参加する 

大 

根 

川 

輝 

き 

プ 

ロ 

ジ 
ェ 
ク 

ト 
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市民・事業者・行政の共働推進 

2 環のまちプロジェクト

＜目的＞ 

地球温暖化や生物多様性の低下など地球規模での環境問題だけでなく、不法投棄や水質汚

濁など私たちの身近な生活環境に起因する環境問題も多く発生しています。 

これらの問題を解決していくには、環境への負荷低減を意識したライフスタイルへの転換

や地産地消の推進など、「循環の環」を意識した生活を心がけることが重要です。また、人が

自然との良好な関係を維持していくため、地域特性に応じた計画的な環境保全の仕組みづく

りや、土地開発の際のガイドラインの策定など、市民・事業者・行政などが、協力・連携し

て推進していくことで「共働の環」を広げ、環のまちが実現することをめざします。 

 

＜環のまちプロジェクトの具体的イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域に“あるもの”を有効に活用します 

＜自然環境＞ 

Ｂ．森林の保全・農地の保全と活用（里地里山の保全） 

 Ｂ－①農地の保全と有効活用 

取組例・コスモス館などを利用して地元農産物の購入に努める 

   ・体験型の講座などに積極的に参加・協力する 

●体によく、おいしい旬の食材を食べ、地球温暖化防止に貢献します 

＜地球環境＞ 

Ａ．古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の推進 

 Ａ－②家庭でできる省エネルギー行動の効果検証 

取組例・地場産品を利用することで商品の輸送にかかるエネルギーを削減す 

    る 

   ・旬の食材を利用することで栽培にかかるエネルギーを削減する 

●学ぶ環境を充実し、積極的な活用をめざします 

＜環境意識と行動＞ 

Ｃ．年齢層に応じた環境教育・学習の充実 

 Ｃ－①環境教育プログラムの作成と活用 

取組例・生物多様性の保全や省エネルギー、３Ｒの推進などの「環境教育 

プログラム」に参加し、学び、日々の生活において積極的に実践し 

ます。 

環 

の 

ま 
ち 
プ 

ロ 

ジ 

ェ 

ク 

ト 

●ごみの減量を図り、資源化対策に取り組みます 

＜資源・ごみ＞ 

Ａ．家庭系ごみ対策 

 Ａ－①生ごみを減量するための水切りやマイバックなどの啓発促進（家庭

系ごみ） 

取組例・３Ｒの仕組みを意識し、ごみの減量と資源化に協力します。 
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第 6章 開発事業における環境配慮指針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

千鳥ヶ池公園 
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第 6 章 開発事業における環境配慮指針

1 環境配慮の基本的考え方

古賀市のより良い環境づくりのためには、全ての主体が環境配慮行動に努める必要があり

ます。また、より良い環境づくりのためには計画的な開発事業も必要となります。しかし、

開発事業は、環境に対して大きな影響を与えることがあり、影響を受けた環境をもとどおり

に回復することは、時間的、経費的に困難です。 

古賀市では、今後も様々な開発事業が行われることが想定されるため、大規模事業につい

ては、環境影響評価法※や福岡県環境影響評価条例※などにより、適切な環境配慮を行うこと

が重要となります。 

 

2 環境への配慮事項（事業種別）

対象とする開発事業の種類、国・県の環境影響評価制度対象事業との関係を以下に示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪対象とする開発事業の種類≫ 
①住宅団地整備 
（住宅団地の造成、住宅の建設 など） 

②商業・業務施設整備 
（商業・業務用施設の建設 など） 

③工業施設整備 
（工場・事業場の建設 など） 

④農業基盤整備 
（農用地の整備、農業用水路の整備 など） 

⑤河川改修・水辺整備 
（河川改修・護岸の整備、ため池整備 など） 

⑥海岸部の整備 
（埋立・浚渫、護岸・海岸整備、港湾施設の新設・改良 など） 

⑦上下水道整備 
（上下水道整備、水道供給施設の整備、下水終末処理施設の整備 など）

⑧交通基盤整備 
（道路・鉄軌道の整備、トンネルの建設、橋梁の架設 など） 

⑨野外レクリエーション施設整備 
（公園整備、運動・野外レクリエーション施設整備 など） 

⑩廃棄物処理施設整備 
（廃棄物処理施設整備 など） 

⑪土石の採取・鉱物の堀採 
（土石の採取、鉱物の堀採 など） 
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表 1‐12 国・県の環境影響評価制度対象事業と各種事業との関係 

対象事業種類 
（市内での実施が予想される 

開発事業の種類） 

環境影響評価法 
福岡県環境影響評価

条例 

第 1 種事業（必ず環境
影響評価を行う） 

第 2 種事業（環境影響評価
を行うか否かを個別に判断）

対象事業 

①住宅団地整備 

 住宅団地造成、住宅建設 
100ha 以上 

（公団実施など） 
75～100ha（公団実施など） 50ha 以上 

②商業・業務施設用地 

 
工場・業務用
施設建設など 

流通業務 
団地造成 

100ha 以上 75～100ha  

その他    

③工業施設整備 

 

工場・事業場
建設など 

工業団地造成 100ha 以上 75～100ha  

工場・事業場   

排出水量 5千ｍ3/日 
又は 

排出ガス量 15 万ｍ3 

以上 

その他    

④農業基盤整備 

 農用地・農業用水路整備    

⑤河川改修・水辺整備 

 
河川改修・護岸整備 

湛水面積100ha以上の
堰 

湛水面積 75～100ha の堰
湛水面積 50ha 以上の

堰 

ため池整備    

⑥海岸部の整備 

 

港湾施設の新設・改良 埋立・掘込面積 300ha 以上 
埋立・掘込面積 150ha

以上 

埋立・浚渫 50ha 超 40～50ha 25ha 以上 

護岸・海岸整備    

⑦上下水道整備 

 

上下水道整備（配管など）    

水道給水施設整備    

下水終末処理施設整備    

⑧交通基盤整備 

 

道路整備 
≪一般国道≫ 

4 車線 10km 以上 
≪一般国道≫ 

4 車線以上 7.5～10km 
≪道路≫ 

4 車線 5km 以上 

林道整備 
≪大規模林道≫ 
2 車線 20km 以上 

≪大規模林道≫ 
2 車線以上 15～20km 

≪林道≫ 
2 車線 10km 以上 

鉄道・軌道整備 10km 以上 7.5～10km 5km 以上 

トンネル建設、橋梁建設    

⑨野外レクリエーション施設整備 

 

公園の整備 
墓園   50ha 以上 

その他    

運動・野外 
レジャー 
施設整備 

ゴルフ場   30ha 以上 

その他運動・
レク施設 

  50ha 以上 

⑩廃棄物処理施設整備 

 
最終処分場整備 30ha 以上 25～30ha 15ha 以上 

その他    

⑪土石の採取、鉱物の堀採 

 
土石の採取   50ha 以上 

鉱物の堀採   50ha 以上 
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3 保全すべき対象、法条例による規制条件（地域別）

第 1 次計画では、計画策定のための基礎調査として行った自然環境調査結果をもとに、自

然環境面からみた古賀市のゾーニング図および環境に関連する地域指定と規制内容などから

環境配慮指針の運用を行ってきました。その後、開発事業などで変化した、市内の自然環境

について総合的な調査を行っていなかったため、現況の把握が十分ではありませんでした。 

今後は、市内の自然環境について、総合的な調査を行い、現況の把握に努めるとともに、

適切な運用が行われるようなシステムを検討します。また、保全すべき対象、地域が位置情

報として取り扱えるよう、配慮指針の見直しを行います（P.58 A－③生物多様の保全に向け

たガイドラインの作成 参照）。 

地域別の環境特性をとりまとめる際に考慮すべき観点を以下に示します。 

 

＜環境配慮指針に掲載する内容＞ 

①地域の概要（野外レクリエーション施設、教育施設、コミュニティ施設 など） 

②自然環境（自然公園、保安林、天然記念物 など） 

③生活環境（上水道給水施設、下水道整備区域 など） 

④都市・歴史文化環境（都市公園、埋蔵文化財 など） 

⑤重要自然環境ゾーン（自然環境価値の高い地域 など） 

 

4 運用システム

開発事業における環境配慮を着実かつ効果的に進めていくためには、環境配慮指針を運用

するための組織体制や具体的な手続を整備し、制度化する必要があります。 

具体的な運用システムは、対象とする事業規模とともに今後検討していきますが、その基

本的な考え方（イメージ）を図 1‐29 に示します。 
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図 1‐29 環境配慮指針の運用イメージ 

 

国・県の環境影響評価 市の事業 国・県の公共事業 

環境政策調整委員会 

●環境影響評価に対する意見

の提出 

（方法書公表時など） 

≪市における当該事業の 
窓口課≫ 

●管轄する開発事業の 

立案に関する情報収集 

≪当該事業を実施する課≫

●開発事業の立案 

≪市における当該事業の届
出、許認可などの窓口課≫

●管轄する開発事業の 

立案に関する情報収集 

●環境配慮指針に基づく適切な環境配慮の検討・要請 

●必要に応じて、環境審議会及び古賀市自然環境調査研究会へ 

配慮手法の相談 

≪許認可などの窓口課≫ 

●環境配慮手法に関する
意見・助言 

≪事業主体≫ 

●意見・助言に基づく 
事業計画の修正 

≪事業主体≫ 

●意見に基づく事業計
画の修正 

≪事業実施課≫ 

●意見に基づく事業計
画の修正 

環境に配慮した事業の実施 

事業の窓口課、事業実施課、許認可などの窓口課 

●当該事業で実施された環境配慮内容のとりまとめ 
●環境政策調整委員会への報告 

環境政策調整委員会 

●当該事業で実施された環境配慮内容についての確認と公表 

古賀市環境審議会 

古賀市自然環境 
調査研究会 

連
携 

 

協
力
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第 7 章 計画の着実な推進にむけて 
 

 

 

 

 

「古里」（古賀の魅力再発見コンテスト） 
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第 7 章 計画の着実な推進にむけて 

1 計画の推進体制

計画を着実に推進していくためには、多くの人々が参加し、取り組みを進めていく必要が

あります。 

そこで、古賀市が実施する施策・事業を総合的かつ計画的に進めるための庁内の組織体制

及びより多くの人々が取り組みに参加するための市民参加の推進体制を確立します。 

具体的には下図に示すように、市長の諮問機関である「古賀市環境審議会」、共働の取組み

を推進するネットワーク組織「ぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）」、庁内組織である

「古賀市環境政策調整委員会」が連携・協力しながら計画を推進していきます。また、広域

的あるいは地球規模の視点での取り組みが必要な事項については、他の地方公共団体や国な

どと連携・協力を図りながら進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐30 計画の推進体制 

市民・事業者 

ぐりんぐりん古賀 
（古賀市環境市民会議） 

●市民・事業者が取り組む運動

の検討及び実践促進 

●環境に関する情報発信 

●環境に関する意見交換 

●市が行う施策・事業の提案 

≪事務局≫

環境課 

古賀市環境審議会 

●市の報告に基づく、計画目標

の達成状況、市の環境に関す

る施策の点検・評価、改善策

の提言 

●環境保全に係る諸事項の審議 古賀市環境政策調整委員会 

●計画の推進と進行管理 
●計画の見直し及び新たな
環境関連施策の立案・調整 

各部署 

●部署に関連する環境関連施策の実施及び
進捗管理 

●環境に配慮した事務・事業の実践及び進捗
管理 

指示 報告 

連携 

庁内 

古賀市全体 

参加 
情報提供 

実践促進 
情報発信 

提言 

報告 

周辺市町、県、国 

連携

市長 

報告 指示
答申 

諮問 
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（1）古賀市環境審議会

古賀市環境審議会は、市長の諮問機関であり、学識経験者、市民、事業者などから構成

されます。 

古賀市環境審議会は、環境保全に係る諸事項を調査審議するとともに、古賀市の報告に

基づく計画目標の達成状況、古賀市の環境に関する施策を点検・評価し改善策を提言しま

す。 

 

（2）ぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）

ぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）は、人と自然が共生し、持続的に発展するこ

とができる「環のまち」の実現のため、多様な主体（市民･ボランティア団体･事業者･行政

など）が、集い･活動する、開かれた共働ネットワークです。公募によってメンバーを募集

し、計画を推進するための市民、事業者が取り組む活動を検討し、実践促進します。また、

市民、事業者などの情報交換の場としての役割も果たし、計画推進のため、施策・事業の

提案も行います。 

 

（3）古賀市環境政策調整委員会

古賀市環境政策調整委員会は、環境施策に関連する部課で構成される組織であり、計画

の推進と進行管理を行うとともに、計画の見直し及び新たな環境関連施策の立案及び調整

を行います。 

また、環境分野全般にわたり、全庁的な事案に関して議論・検討を行い、それに基づい

て環境審議会へ報告を行います。 
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2 計画の進行管理 

（1）計画の進行管理

古賀市は、計画の目標や市が行う環境関連施策の点検・評価、見直し・改善を行うとと

もに、それらが適切に行われているかのチェックを図 1‐31 に示すようなＰＤＣＡサイク

ルで行います。さらに、その結果を古賀市環境審議会が点検・評価することにより、計画

の進行管理を行います。 

市民や事業者の取り組みの実践状況については、ぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会

議）が年間の活動報告会を開催するなど、点検・評価していくための仕組みを検討してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1‐31 計画の進行管理 

 

（2）年次報告書の作成・公表

計画の進捗状況や古賀市の環境状況を把握し、課題を明らかにして、今後の取り組みに

活かしていくために、年次報告書「古賀市環境報告書」を作成し、公表します。また、ぐ

りんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）の活動についても同様の報告書を作成します。 

 

（3）実施計画書の作成

年次報告書に掲げられた課題を解決するために取り組む環境関連施策を明らかにした実

施計画を作成します。この実施計画は、5 年を 1 期として定め、毎年のローリングにより、

見直しを行うものとします。 

 

3 財政措置

 計画の進捗状況や地域環境の変化に応じて、本計画に示すさまざまな取り組みを進めるた

めに必要な財政上の措置を適切に行っていきます。

古賀市環境審議会 

 Action：見直し・改善  
目標・施策の見直し 
環境基本計画の見直し 
実 施 計 画 の 見 直 し 

 Check：点検・評価  

計画進捗状況の点検・評価 
年次報告書の作成 

 Do：実践  

計画に基づく具体的施策・行動 
 Plan：計画立案  

環境基本計画策定 

実施計画策定 

内部チェック
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第 2部 古賀市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編） 
 

 

第 1章 計画の基本的事項 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

唐津街道青柳宿 
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第 2部 古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

第 1 章 計画の基本的事項 

1 計画の位置づけ 

国の地球温暖化対策の基本的な方針を定める「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、

区域内の活動から排出される温室効果ガスの排出抑制のための総合的で計画的な施策の策

定・実施が、地方公共団体の努力義務として規定されています。 

古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）「以下「本計画」という。」は、本法律に準

拠した「第 2 次古賀市環境基本計画」の地球温暖化対策に関する具体的な個別計画として位

置づけられる計画です。また、古賀市の最上位計画である「第 4 次古賀市総合振興計画」を

はじめ、他の関連計画との整合を図るものとします。 

 
2 計画の期間 

本計画の計画期間は、平成 26（2014）年度を初年度とし、平成 35（2023）年度を最終年度

とする 10 年間を設定します。 

 

3 計画の算定年度 

策定マニュアルでは計画の基準年度は、京都議定書の基準年度である平成 2（1990）年度、

もしくはデータの入手が可能な最新年度とされています。古賀市では平成 21（2009）年度が

最新年度ですが、京都議定書の基準年度も参照されることが多いため、算定年度を平成 2

（1990）年度（基準年度）、平成 21（2009）年度（現況年度）と設定します。また以降、年

度については西暦記載のみで表記します。 

 

4 計画の対象とする温室効果ガス 

温室効果ガスには、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、

パーフルオロカーボン類、六フッ化硫黄などがあります。このうち燃料の燃焼に伴って発生

する二酸化炭素は、全温室効果ガス総排出量の 9 割程度を占めるなど、人為的に発生する温

室効果ガスの中で最も占める割合が多く、温暖化への影響が大きいことが知られています。

そのため、本計画で対象とする温室効果ガスは二酸化炭素とします。 

 

5 計画の対象範囲 

本計画の対象範囲は古賀市全域とします。ただし、地球温暖化対策は広域的な視点で、対

策を行う必要があることから、周辺市町、県、国との連携も積極的に進めることとします。 
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第 2 章 古賀市の二酸化炭素排出量の現状と

将来推計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスモス館 

コスモス館 
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第 2 章 古賀市の二酸化炭素排出量の現状と将来推計 

 
1 現況推計の方法 
 

 現況推計は、「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル（第 1

版）簡易版、平成 22 年 8月、環境省」（以下、マニュアル）の算定方法に従いました。但し、

産業部門（製造業）については、マニュアルの算定方法では、既存の市所有データと比較し

て、推計結果に大きな差違が認められたことから、古賀市の製造業の特性が反映される算定

方法を採用しました。 

 ここでは、算定年度を平成 2（1990）年度（基準年度）、平成 17（2005）年度～平成 21（2009）

年度（現況年度）とし、古賀市から発生する二酸化炭素排出量を推計しました。 

 なお、実際の計算値には小数点以下が含まれるため、報告書に示した合計値や％値などに

ついては、端数整理の関係で表記にわずかな差違が生じることがあります。 

 

 現況推計における基本方針は、以下の表に示すとおりです。 

 

表 2‐1 現況推計の基本方針 

算定年度 算定対象部門 二酸化炭素排出量の把握 解析・検討 

基準年度： 
平成 2（1990）年度 
 
近傍推計年度： 
平成 17（2005）～ 
平成 20（2008）年度 
 
現況年度： 
平成 21（2009）年度 

産業部門（製造業） 
産業部門（建設業・鉱業）
産業部門（農林水産業） 
家庭部門 
業務部門 
運輸部門（自動車） 
運輸部門（鉄道） 
一般廃棄物 

 国や福岡県のエネルギー消費統
計をもとに、部門毎に古賀市分に
相当する炭素排出量を按分・把握。
これに 44/12（二酸化炭素と炭素
の分子量比）を乗じて二酸化炭素
排出量を求めた。 
 製造業のみ、古賀市に実在する
業種を対象に、個別に排出量を把
握した。  ※算定方法は資料編参照 

 部門毎に、
排出量の増減
要因分析を行
った。 
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2 現況推計結果の分析 
 
（1）部門別分析 

各部門における活動量＊の推移、二酸化炭素排出量の推移と増減要因分析結果を以下に示し

ます。 

 
1）産業部門（製造業） 

①活動量の推移 

 現況推計に用いる産業部門（製造業）の活動量は、マニュアルに従って製造品出荷額とし

ました。以下の図では平成 21（2009）年度現在、19,880,613 万円となっており、近年におい

て概ね横這いの状況にありますが、平成 2（1990）年度と比較して、減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：経済産業省ホームページ 工業統計調査（1990～2009 年） 

図 2‐1 古賀市の製造品出荷額の推移 

 

②二酸化炭素排出量と増減要因分析 

 二酸化炭素排出量および排出原単位の推移を以下の図に示します。 

 古賀市の活動量（製造品出荷額）は、近年において概ね横這いの状況ですが、二酸化炭素

排出量は減少傾向にあります。この傾向は、排出原単位の推移に概ね連動しており、製造業

においては、経済性・生産性を大幅に犠牲にすることなく、二酸化炭素排出量の削減努力（低

燃費・高効率機器の導入や製造技術力の向上など）が行われているものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年度の二酸化炭素排出量の部門別内訳 

図 2‐2 二酸化炭素排出量の推移・産業部門（製造業） 

＊活動量：その部門の規模や動向を把握するための指標。ここでは、国や福岡県の炭素排出量から、古賀市分に

相当する排出量を按分して把握する指標として用いた。 
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2）産業部門（建設業・鉱業） 

①活動量の推移 

 現況推計に用いる産業部門（建設業・鉱業）の活動量は、マニュアルに従って従業者数と

しました。以下の図に、古賀市の従業者数の推移を示します。 

 平成 21（2009）年度現在、1,406 人となっており、近年において概ね横這いの状況にあり

ますが、平成 21（2009）年度には前年度と比較して約 100 人増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：政府統計の総合窓口 事業･企業統計調査 

図 2‐3 古賀市の従業者数の推移 

 

 

②二酸化炭素排出量と増減要因分析 

 二酸化炭素排出量および排出原単位の推移を以下の図に示します。 

 古賀市の活動量（従業者数）は、近年において概ね横這いの状況でしたが、平成 18（2006）

年度～平成 21（2009）年度にかけて、排出量が増加しています。 

 図 2‐5に、古賀市内における建築面積の推移を示します。これによると、平成 18（2006）

年度～平成 20（2008）年度にかけて建築面積が多く、建設業の需要が大きかったことがわか

ります。 

 つまり、二酸化炭素排出量は建設業の需要に伴い増加したものであり、従業者数は概ね横

這いであったことから、排出原単位も二酸化炭素排出量の推移に類似した傾向を示している

と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年度の二酸化炭素排出量の部門別内訳 

図 2‐4 二酸化炭素排出量の推移・産業部門（建設業・鉱業） 
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資料：古賀市 HP、市税課データ 

図 2‐5 建築面積の推移 

 
 
3）産業部門（農林水産業） 

①活動量の推移 

 現況推計に用いる産業部門（農林水産業）の活動量は、マニュアルに従って従業者数とし

ました。以下の図に、古賀市の従業者数の推移を示します。 

 平成 2（1990）年度と比較して約半数まで減少しています。近年において概ね横這いの状

況でしたが、平成 21（2009）年度現在、43 人となっており、さらに減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：政府統計の総合窓口 事業･企業統計調査 

図 2‐6 古賀市の従業者数の推移 

 
 

②二酸化炭素排出量と増減要因分析 

 二酸化炭素排出量および排出原単位の推移を以下の図に示します。 

 古賀市では、農林水産業は古賀市産業のうち約 2％程度であり、二酸化炭素排出量の割合

は少なくなっています。二酸化炭素排出量の推移は、農林水産業の従業者数に概ね比例して

おり、平成 2（1990）年度から減少傾向にあり、近年において概ね横這いの状況でしたが、

平成 21（2009）年度には、さらに減少しています。二酸化炭素排出原単位も同様の推移を示

しており、平成 21（2009）年度には、一人当たりの排出量も減少しています。 
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                   資料：各年度の二酸化炭素排出量の部門別内訳 

図 2‐7 二酸化炭素排出量の推移・産業部門（農林水産業） 

 
4）家庭部門 

①活動量の推移 

 現況推計に用いる家庭部門の活動量は、マニュアルに従って世帯数としました。以下の図

に、古賀市の世帯数の推移を示します。 

 平成 21（2009）年度現在、22,494 世帯となっており、近年において増加傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  資料：総務統計局 住民基本台帳、平成 2 年国勢調査 

図 2‐8 古賀市の世帯数の推移 

 

②二酸化炭素排出量と増減要因分析 

 二酸化炭素排出量および排出原単位の推移を以下に示します。 

 古賀市の活動量（世帯数）は、近年において増加傾向がみられますが、二酸化炭素排出量

は、平成 19（2007）年度をピークとして、やや減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：各年度の二酸化炭素排出量の部門別内訳 
図 2‐9 二酸化炭素排出量の推移・家庭部門 
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 家庭部門のエネルギー消費量は、冷暖房機器の使用状況に大きく左右されます。以下に、

冷暖房度日と排出原単位を重ねた図を示します。冷暖房度日は、冷暖房機器の使用傾向を把

握する指標であり、図によると、世帯あたりから排出される二酸化炭素量は冷暖房度日の増

減と概ねリンクしています。平成 20（2008）年度から平成 21（2009）年度にかけて世帯数が

増加しているにもかかわらず、二酸化炭素排出量が減少しているのは、冷暖房機器の利用が

少なかったためと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2‐10 冷暖房度日と二酸化炭素排出原単位 

 

 
5）業務部門 

①活動量の推移 

 現況推計に用いる業務部門の活動量は、マニュアルに従って床面積としました。以下の図

に、古賀市の業務系床面積の推移を示します。 

 平成 21（2009）年度現在、341,613 ㎡となっており、近年において増加傾向がみられます。 

 なお、平成 2（1990）年度の業務系床面積については、データがないことから図に示して

いません（現況推計に用いる活動量としては、平成 2（1990）年度のみ従業者数を用いまし

た）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     資料：木造家屋はふくおかデータウェブ、木造以外の家屋は固定資産の価格などの概要調書、古賀市 

図 2‐11 古賀市の業務系床面積の推移 
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②二酸化炭素排出量と増減要因分析 

 二酸化炭素排出量および排出原単位の推移を以下の図に示します。 

 古賀市の活動量（業務系床面積）は、近年において増加傾向がみられます。これに伴い、

二酸化炭素排出量はわずかに増加傾向にあります。一方、排出原単位にはやや減少傾向がみ

られ、二酸化炭素排出量の削減努力（省エネルギーへの取組・高効率機器の導入など）が行

われているものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年度の二酸化炭素排出量の部門別内訳 

図 2‐12 二酸化炭素排出量の推移・業務部門 

 

 

6）運輸部門（自動車） 

①活動量の推移 

 現況推計に用いる運輸部門（自動車）の活動量は、マニュアルに従って旅客自動車と貨物

自動車の保有台数としました。以下の図に、古賀市の保有台数の推移を示します。 

 平成 21（2009）年度現在、旅客自動車は 30,012 台となっており、平成 19（2007）年度ま

ではゆるやかな増加傾向にありますが、それ以降は概ね横這いの状況にあります。貨物自動

車は 7,691 台となっており、近年においてゆるやかな減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    資料：福岡データウェブ、古賀市データブック（古賀市 HP） 

図 2‐13 古賀市の自動車保有台数の推移 
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②二酸化炭素排出量と増減要因分析 

 二酸化炭素排出量および排出原単位の推移を以下の図に示します。 

 古賀市の活動量（自動車保有台数）は、旅客自動車については、ゆるやかに増加の後、概

ね横這いの状況にあり、貨物自動車は、近年においてゆるやかに減少傾向にあります。 

 二酸化炭素排出量は、特に旅客自動車が増加している割には、平成 17（2005）年度から平

成 21（2009）年度までほとんど変わらない状況です。これは、排出原単位をみてわかるよう

に、1 台あたり排出量が年々わずかに減少する傾向にあり、自動車本体の燃費向上技術の導

入のほか、低燃費車やハイブリッド車への買い換えなどが浸透しているためと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               資料：各年度の二酸化炭素排出量の部門別内訳 

図 2‐14 二酸化炭素排出量の推移・運輸部門（自動車） 

 
7）運輸部門（鉄道） 

①活動量の推移 

 現況推計に用いる運輸部門（鉄道）の活動量は、マニュアルに従って人口としました。以

下の図に、古賀市の人口の推移を示します。 

 平成 21（2009）年度現在、57,996 人となっており、近年においてゆるやかに増加傾向がみ

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務統計局 住民基本台帳、平成 2年国勢調査 

図 2‐15 古賀市の人口の推移 
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②二酸化炭素排出量と増減要因分析 

 二酸化炭素排出量および排出原単位の推移を以下の図に示します。 

 古賀市では、運輸部門（鉄道）からの二酸化炭素排出量は、古賀市排出量に対し 1％未満

です。 

 鉄道は、人や荷物をまとめて輸送する能力が高く、消費エネルギーが少なくてよいため、

二酸化炭素排出の削減対策のひとつとして、排出量が多い自家用車や貨物車などから、鉄道

への乗り換え・切り替えが推進されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年度の二酸化炭素排出量の部門別内訳 

図 2‐16 二酸化炭素排出量の推移・運輸部門（鉄道） 

 

8）一般廃棄物 

①活動量の推移 

 現況推計に用いる一般廃棄物の活動量は、マニュアルに従ってごみ焼却処理量としました。

以下の図に、古賀市のごみ焼却処理量の推移を示します。 

 平成 21（2009）年度現在、16,572ｔとなっており、人口が増加しているにもかかわらず、

近年において減少傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：古賀市ホームページ 環境課 ごみデータ 

図 2‐17 古賀市のごみ焼却処理量の推移 
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②二酸化炭素排出量と増減要因分析 

 二酸化炭素排出量および排出原単位の推移を以下の図に示します。 

 古賀市では、人口は増加傾向にありますが、焼却される一般廃棄物は逆に減少傾向にあり

ます。これは、可燃ごみ削減に対する市民の意識が高く、各種取組（有価資源物の分別の徹

底など）が実行されているためと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各年度の二酸化炭素排出量の部門別内訳 

図 2‐18 二酸化炭素排出量の推移・一般廃棄物 
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（2）現況推計のまとめ 

 二酸化炭素排出量の推移を、以下に示します。 

 二酸化炭素排出量の総量は、近年においては、平成 2（1990）年度比でおよそ 8～22％の増

加がみられます。これは、業務部門、家庭部門、運輸部門（自動車）からの排出量が増加し

ているためで、産業部門は逆に、平成 2（1990）年度以降、年々減少する傾向にあります。 

 古賀市は人口が増加傾向にあり、平成 37（2025）年度まで続くものと予測されています（第

4 次古賀市総合振興計画）。また、第 1次、第 2 次産業から第 3次産業への転換もあり、これ

らに関係する業務部門、家庭部門、運輸部門（自動車）は、漸増していくものと考えられま

す。よって、古賀市における二酸化炭素排出量の削減施策は、これら 3 部門に対して重点的

に展開する必要があります。 

 

表 2‐2 二酸化炭素排出量の現況推計値（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2‐19 二酸化炭素排出量の現況推計 
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 次に、以下の図に、各年度の二酸化炭素排出量の部門別内訳を示します。 

 まず、平成 2（1990）年度比で、近年における各部門の割合の差をみると、運輸部門、業

務部門、家庭部門の数値が大きくなっています。これは、それぞれの部門における二酸化炭

素排出量が増加したためです。一方、産業部門は値が小さくなっています。これは、産業部

門からの二酸化炭素排出量が少なくなっていることに加え、他部門の排出量が増加したため

です。 

 次に、平成 17（2005）年度から平成 21（2009）年度にかけての、各部門の割合の推移をみ

ると、運輸部門と業務部門に、ゆるやかな増加傾向がみられます。家庭部門については、そ

の年の気温変動による冷暖房のための電力需要量変化の影響もあることから、増減を繰り返

しつつ、概ね横這いの傾向にあります。産業部門については、ゆるやかな減少傾向がみられ

ます。廃棄物部門は、概ね横這いの傾向にあり、全体に占める割合は小さくなっています。 
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図 2‐20 各年度の二酸化炭素排出量の部門別内訳 

平成 2(1990）年度 平成 17(2005）年度 

平成 18(2006）年度 平成 19(2007）年度 

平成 20(2008）年度 平成 21(2009）年度 
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3 将来推計結果 

 二酸化炭素排出量の将来推計結果を、以下の表と図に示します。 

 中期目標年度である平成 35（2023）年度の二酸化炭素排出量について、まず平成 2（1990）

年度比をみると、産業部門において、製造業や農林水産業で減少がみられます。一方、家庭

部門では 6 割の増加、業務部門では 2 倍以上の増加がみられます。運輸部門では 6 割程度増

加しており、一番の要因として、旅客自動車からの排出量が 2 倍程度に増加していることが

挙げられます。一般廃棄物も 2 倍程度に増加していますが、全体に占める割合は小さくなっ

ています。 

 総量では、14％の増加がみられます。 

 次に、平成 21（2009）年度比をみると、将来推計が、現況に対して人口増加率を一律に乗

じる方法によるため、すべての部門、総排出量で、5.3％の増加（＝人口の増加率）となって

います。 

 

表 2‐3 二酸化炭素排出量の将来推計値（詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千t-CO2

平成2(1990)
年度比

平成21(2009）
年度比

206 144 151 -26.7% 5.3%

4 4 4 -4.3% 5.3%

9 2 2 -77.6% 5.3%

219 149 157 -28.2% 5.3%

40 62 65 62.0% 5.3%

37 76 80 117.1% 5.3%

（旅客） 33 61 64 92.4% 5.3%

（貨物） 30 38 40 33.3% 5.3%

3 3 4 36.2% 5.3%

66 103 108 63.3% 5.3%

4 8 8 81.2% 5.3%

367 398 419 14.2% 5.3%

産業

小計

農林水産業

建設業・鉱業

製造業

小計

鉄道

合計

一般廃棄物

平成35（2023）年度（現状趨勢ケース）

自動車

家庭部門

業務部門

運輸

平成2(1990)
年度

平成21(2009)
年度
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図 2‐21 二酸化炭素排出量の将来推計 
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第 3 章 二酸化炭素の削減目標 

 
 

 

「風車のみえる丘」（古賀の魅力再発見コンテスト） 
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第 3 章 二酸化炭素の削減目標 

二酸化炭素削減目標 

＜総排出量削減目標＞ 

●平成 35（2023）年度における二酸化炭素総排出量を基準年度（平成 10（1990）年度）

より 5％の増加に止め、現況年度（平成 21（2009）年度）より 3％削減する。 

＜部門における削減目標＞ 

●産業部門 

→ 出荷額 1 億円あたりの排出量を現況年度（平成 21（2009）年度）より 0.2％削減 

●民生家庭部門 

→ 1 世帯あたりの排出量を現況年度（平成 21（2009）年度）より 26.5％削除 

●民生業務部門 

→ 1 事業所あたりの排出量を現況年度（平成 21（2009）年度）より 2.4％削減 

●運輸部門 

→ 1 台あたりの排出量を現況年度（平成 21（2009）年度）より 19.6％削減 

 

上記目標を達成するには、各部門における原単位を現状固定して将来推計した平成 35

（2023）年度（目標年度：現状趨勢）における総排出量 419 千ｔ-CO2から、各種対策を実施

することで 33 千ｔ-CO2の削減が必要となります。これは平成 21（2009）年度（現況年度）比

3％の削減に相当します。 

 

なお目標数値は、平成 24 年度に実施したアンケート調査における市民・事業者のソフト的

な取り組み、施設導入などのハード的な施策の追加実施意向率をもとに定量的に積算した数

値に基づいています。 

実現可能な取り組みを最大限取り入れることを目標に計画に取り組む必要があります。 

 

表 2‐4 部門別対策による二酸化炭素削減量の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門別小計

日常生活における省エネルギー行動の実践 1.4

待機時消費電力の削減 0.5

高効率なエネルギー機器の導入 2.1

太陽光発電の導入 6.5

太陽熱温水器の導入 0.3

トップランナー機器の導入 2.8

住宅の断熱化 0.0

日常業務における省エネルギー行動の実践 0.2

太陽光発電の導入（事業所） 1.4

トップランナー機器の導入 0.0

高効率なエネルギー利用機器の普及 0.2

産業部門 製造業 太陽光発電の導入（工場） 0.3 0.3

マイカーから公共交通への利用転換の促進 1.6

エコドライブの促進 1.5

貨物車のエコドライブ、貨物輸送の効率化の促進 1.6

低燃費、低公害車の導入 13.0

総計 33.3

17.8

対策効果量（千t-CO2）

民生部門

家庭系 13.7

業務系 1.9

自動車

部門 内容

運輸部門

※数値は端数処理の関係で合計が合わない箇所がある。
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図 2‐22 対策ケースの推計結果 

 

 

表 2‐5 各年度における総排出量及び排出原単位 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

総排出量
（t/年）

排出原単位
（t/フレーム）

総排出量
（t/年）

排出原単位
（t/フレーム）

総排出量
（t/年）

排出原単位
（t/フレーム）

総排出量
（t/年）

排出原単位
（t/フレーム）

排出原単位
削減率（％）

民生家庭部門 40,315 2.9 62,041 2.8 65,320 2.8 51,656 2.2 26.5

民生業務部門 37,040 22.9 76,363 36.7 80,399 36.7 78,518 35.8 2.4

産業部門 219,024 97.0 149,322 75.1 157,214 75.1 156,962 75.0 0.2

運輸部門 66,252 3.1 102,743 2.7 108,174 2.7 90,424 2.3 19.6

一般廃棄物 4,000 － 8,000 － 8,000 － 8,000 － －

総排出量 366,631 125.9 398,468 117.3 419,108 117.3 385,559 115.3 －

※平成21（2009）年度（現況年度）比で示す。

平成2（1990）年度 平成21（2009）年度
平成35（2023）年度
（現状趨勢ケース）

平成35（2023）年度（目標ケース）
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（年度）
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産業部門（建設業・鉱業）

産業部門（農林水産業）

家庭部門

業務部門

運輸部門（自動車）

運輸部門（鉄道）

一般廃棄物

対策を実行した場合、
平成21(2009)年度比で

3.1％削減＝対策効果量

367千ｔ-CO2

398千ｔ-CO2

419千ｔ-CO2

対策ケース

対策をしなければ、

平成21(2009)年度比で5.3％増加

386千ｔ-CO2

対策を実行した場合、

現状趨勢ケース比で

7.9％削減＝対策効果量



 

120 第 2部 古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

 

 



121 第 2部 古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 目標の実現に向けた具体的な取り組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

古賀海岸と「歩いてん道」 



 

122 第 2部 古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

第 4 章 目標の実現に向けた具体的な取り組み 

1 施策の方針 

二酸化炭素の排出を抑制し、地球温暖化対策を進めるためには、市民（市民、地域組織、

市民活動団体）、事業者、市などの全ての主体が共働し、一体となって取り組む必要がありま

す。 

ここでは二酸化炭素の排出を抑制するため、古賀市が市民や事業者の行動・活動を促し支

援するための施策を示すとともに、市民、事業者に期待される日常生活、事業活動における

取り組みについてもとりまとめます。 

 

2 目標の実現に向けた取り組み 

二酸化炭素排出削減目標の達成に向けて、3 つの視点により取り組みを進めます。取り組

みの体系を以下に示します。 

 

No. 取り組みの視点 取り組みの項目 

1 市民、事業者による省エ

ネルギー行動の促進 

①日常生活における省エネルギー行動の促進 

②環境に配慮した事業活動の促進 

2 再生可能エネルギーなど

導入の促進 

①再生可能エネルギー利用設備の導入 

3 交通に起因する二酸化炭

素排出削減の促進 

①公共交通機関の利用促進 

②低公害車の導入・エコドライブの促進 

 

（1）取り組みの視点 1 市民、事業者による省エネルギー行動の促進 

①日常生活における省エネルギー行動の促進 

≪市の取り組み≫ 

●家庭でできる省エネルギー行動の促進 

市のホームページ、市報などにより、家庭でできる省エネ対策などの情報を広く提供する

ことにより、市民の意識啓発を図ります。 

また環境家計簿や緑のカーテンの導入など、家庭でできる省エネルギー行動の効果を古賀

市環境市民会議などと協力して検証します。市民が実際に自ら体験することでデータを得、

これを市のホームページなどを使って公開していくことで、啓発に繋げていきます。 

 

●省エネルギー機器の普及促進 

エネルギー消費の少ない家電、給湯器などに関する情報提供を積極的に行い、省エネルギ

ー機器の導入促進を行います。 

 

●省エネルギー住宅に関する情報提供 

住宅の新築、改築の際に導入可能な高気密化、高断熱化などの省エネルギー技術の情報を

広く提供することにより、省エネルギー型住宅の普及を図ります。 

 



123 第 2部 古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

●レジ袋削減の推進 

レジ袋削減のため、市民へマイバッグ持参について呼びかけるとともに、事業者との協力

を図ります。 

 

≪市民・事業者に求められる取り組み≫ 

取 り 組 み 内 容 年間省エネ効果量（計算の条件） 区分 

冷暖房の設定温度を、暖房は 20℃、冷房は

28℃を目安に温度設定をします。 

夏 11.3 kg-CO2 
（外気温度 31℃の時、エアコン（2.2kW）の冷房設定温度

を 27℃から 28℃にした場合。使用時間：9 時間/日） 

冬 19.9 kg-CO2 
（外気温 6℃の時、エアコン（2.2kW）の冷房設定温度を

21℃から 20℃にした場合。使用時間：9時間/日） 

市民 

電気ポットを長時間使用しないときは、コ

ンセントからプラグを抜くようにします。 

40.2 kg-CO2 
（ポットに満タンの水 2.2L を入れ沸騰させ、1.2L を使用

後、6時間保温状態にした場合と、プラグを抜いて保温し

ないで再沸騰させて使用した場合の比較。） 

市民 

電気カーペットの設定温度はこまめに調節

します。 

69.6 kg-CO2 
（3 畳用で、設定温度を「強」から「中」にした場合。1

日 5 時間使用） 

市民 

照明は、省エネ型の蛍光ランプなどを使用

します。 

31.4 kg-CO2 
（54Wの白熱電球から12Wの電球形蛍光ランプに交換した

場合。） 

市民 

冷蔵庫の中は整理整頓し、ものを詰め込み

過ぎないようにします。 

3.9 kg-CO2 
（詰め込んだ場合と、半分にした場合との比較。） 

市民 

洗い物をする時は、給湯器は温度設定を細

かくします。 

20.5 kg-CO2 
（65L の水道水（水温 20℃）を使い、湯沸かし器の設定温

度を 40℃から 38℃にし、2 回/日手洗いした場合。使用期

間：冷房期間を除く 253 日） 

市民 

シャワーはお湯を出しっぱなしにしないよ

うにします。 

31.3 kg-CO2 
（45℃のお湯を流す時間を 1分間短縮した場合。） 

市民 

お風呂は、間隔をあけずに入るなど、追い

焚きをしないようにします。 

88.9 kg-CO2 
（2 時間放置により 4.5℃低下した湯（200L）を追い焚き

する場合。1回/日） 

市民 

洗濯物はできるだけ、まとめて洗うように

します。 

8.2 kg-CO2 
（定格容量（洗濯・脱水容量：6kg）の 4 割を入れて洗う

場合と、8 割を入れて洗う場合との比較。） 

市民 

電気製品を使わない時は、コンセントから

プラグを抜き、待機電力を少なくします。 

42.3 kg-CO2 
（「機能上支障のない機器をコンセントから抜いた場合、

待機時消費電力量は 285kWh/年・世帯が 172kWh/年・世帯

となり、40％の削減となる」出典：平成 20 年度待機時消

費電力調査報告書（省エネルギーセンター）） 

市民 

自然冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュー

ト）を導入します。 

734.5 kg-CO2 
（対象エネルギーをガスとする。） 

市民 

高効率ガス給湯器（エコジョーズ）を導入

します。 

154.6 kg-CO2 
（対象エネルギーをガスとする。） 

市民 

白熱電球を LED に付け替えます。 12.9 kg-CO2 
（1 世帯あたり 54W 電球を 6.4WLED に 4 個付け替え 2 時

間/日×365 日使用） 

市民 

省エネ家電を選択し購入します。 1,981.0 kg-CO2 市民 

既築戸建住宅の断熱改修により新基準適合

とします。 

793.0 kg-CO2 市民 

出典：家庭の省エネ大事典（省エネルギーセンター）、家庭でできる 10 の取り組み（環境省）、地球温暖化対策地

方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル（第 1版）簡易版、平成 22 年 8月、環境省 
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②環境に配慮した事業活動の促進 

≪市の取り組み≫ 

●事業者への環境マネジメントシステム導入の促進 

事業者が自主的に環境保全への取り組みを継続的に進めていくための仕組みとして、環境

マネジメントシステムの導入を促進します。規格取得、点検・評価などに必要な費用の補助、

手続きに関する情報の提供、研修会などの開催を検討します。 

 

●環境配慮、環境活動の推進 

事業者がグリーン購入や地域清掃活動など、環境活動に取り組む際に必要となる情報や参

考事例などに関する情報提供を行い取り組みの推進を図ります。 

 

≪市民・事業者に求められる取り組み≫ 

取 り 組 み 内 容 年間省エネ効果量（計算の条件） 区分 

環境マネジメントシステムの導入を検討します。 － 事業者 

エアコンの冷暖房温度は適正温度（冷房 28℃、暖

房 20℃）に設定します。 

3.0 kg-CO2 事業者 

昼休みの消灯に努めます。 1.5 kg-CO2 
（200 日の営業） 

事業者 

事務所の業務用エアコンや蛍光灯器具、パソコンや

複写機などのＯＡ機器をエネルギー効率の高いト

ップランナー適合機種に入れ替えます。 

0.33 kg-CO2 事業者 

白熱電球を LED に付け替えます。 42.3 kg-CO2 

（54W 電球を 6.4WLED に 4 個付け替え。 

12 時間/日×200 日使用） 

事業者 

出典：オフィスビルの省エネルギー（省エネルギーセンター）、エネルギー・経済統計要覧 2010、省エネルギー方

策の効果と便益に及ぼす影響、地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル（第 1

版）簡易版、平成 22 年 8月、環境省、京都議定書目標達成計画（環境省） 

 

（2）取り組みの視点 2 再生可能エネルギーなど導入の促進 

①再生可能エネルギー利用設備の導入 

≪市の取り組み≫ 

●太陽光発電システム導入への助成と啓発 

家庭への太陽光発電システム導入の助成の検討を行うとともに、助成を受けた家庭には環

境モニターとして環境家計簿の提出をお願いします。またその効果については、環境家計簿

の集計結果を公表することとし、啓発に役立てます。 

 

●再生可能エネルギー導入促進 

再生可能エネルギーに関する展示や学習講座など、各種イベントを通じて再生可能エネル

ギー利用機器の導入を促進します。 

 

 

 

 



125 第 2部 古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

≪市民・事業者に求められる取り組み≫ 

取 り 組 み 内 容 年間省エネ効果量（計算の条件） 区分 

太陽光発電施設を戸建住宅に導入します。 1,388 kg-CO2  

(4kW） 

市民 

太陽光発電施設を集合住宅に導入します。 3,469 kg-CO2 

 (10kW） 

市民 

太陽光発電施設を導入します。 1,388 kg-CO2 (事業所 4kW) 

3,469 kg-CO2 (事業所 10kW) 

17,345 kg-CO2 (工場 50kW) 

事業者 

出典：地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアル（第 1 版）簡易版、平成 22 年 8 月、

環境省 

 

（3）取り組みの視点 3 交通に起因する二酸化炭素排出削減の促進 

①公共交通機関の利用促進 

 

≪市の取り組み≫ 

●公共交通機関の利用促進 

マイカーから公共交通への利用の転換を促進するため、各種公共交通機関との接続や公共

施設・商業施設・医療施設などへのアクセスにおける利便性が向上するよう、西鉄バス薦野

線のルート及びダイヤについて検討・改善を重ねます。 

 

≪市民・事業者に求められる取り組み≫ 

取 り 組 み 内 容 年間省エネ効果量（計算の条件） 区分 

外出するときは徒歩・自転車と電車・バスの公共

交通機関を利用します。 

鉄道 145.0 kg-CO2 
（週 2日、往復 10km、年間 50 週） 

バス 113.2 kg-CO2 
（週 2日、往復 10km、年間 50 週） 

市民 

貨物輸送の効率化の促進のため、ものを運ぶとき

は自家用トラックではなく、積載効率の高い営業

用トラックを利用します。 

1,073.3 kg-CO2 
（自家用普通貨物車で1トンの荷物を1日20

㎞、240 日運んでいたのを営業用普通貨物車

に切り替えた場合） 

事業者 

通勤や業務による移動時には、公共交通機関の積

極的な利用や徒歩、自転車などでの移動に努めま

す。 

158.2 kg-CO2 
（週 2日、往復 10km、年間 50 週） 

事業者 

共同配送による積載率の向上や輸送回数の効率

化、効率的な配車、帰り荷の利用など物流の合理

化による輸送の効率化を検討します。 

－ 事業者 

自動車による貨物輸送を鉄道、船舶輸送に切り替

えるモーダルシフトを検討します。 

－ 事業者 

出典：エネルギー・経済統計要覧 2010、自動車輸送統計年報（国土交通省） 

 

②低燃費車・低公害車の導入・エコドライブの促進 

≪市の取り組み≫ 

●低燃費車・低公害車の導入促進 

自動車の買い換え時などに低燃費車・低公害車の導入が促進されるように必要な情報の提

供を行います。 
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≪市民・事業者に求められる取り組み≫ 

取 り 組 み 内 容 年間省エネ効果量（計算の条件） 区分 

アイドリングストップを実施します。 40.2 kg-CO2 
（30km ごとに 4分間の割合で実施した場合） 

市民 

ふんわりアクセル「eスタート」を実施します。 194.0 kg-CO2 
（5 秒間で 20km/h 程度に加速する発進方法

で、年間 10,000km 走行した場合） 

市民 

加減速の少ない運転を実施します。 68.0 kg-CO2 
（年間 10,000km 走行した場合） 

市民 

早めのアクセルオフを心がけます。 42.0 kg-CO2L 
（年間 10,000km 走行した場合） 

市民 

乗用車をハイブリッド自動車などの低燃費車・低

公害車に換えます。 

719.8 kg-CO2 
（ハイブリッド車プリウスと一般車の燃費

比較 1500cc クラス、年間 10,000km 走行し

た場合） 

市民 

エコドライブの実践に努めます。 － 事業者 

事業活動で使用する自動車をハイブリッド自動車

などの低燃費車・低公害車に換えます。 

－ 事業者 

出典：家庭の省エネ大事典（省エネルギーセンター）、これからのライフスタイル「環のくらし」（環境省） 
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第 5 章 推進体制と進行管理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「砂の華」（古賀の魅力再発見コンテスト） 
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第 5 章 推進体制と進行管理 

1 推進体制 

計画を着実に推進していくためには、多くの人が参加し、取り組みを進めていく必要があ

ります。 

そこで本計画の推進は、環境基本計画と同様に、市長の諮問機関である「古賀市環境審議

会」、市民・事業者サイドの協力機関である「ぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）」、庁

内組織である「古賀市環境政策調整委員会」が連携・協力しながら進めていくこととします。 

また、広域的な視点での取り組みが必要な事項については、周辺市町、県、国などと連携・

協力を図りながら進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2‐23 計画の推進体制 

 

市民・事業者 

ぐりんぐりん古賀 
（古賀市環境市民会議） 

●効果的な施策などの情報提

供 

●地球温暖化対策に関する意

見交換 

≪事務局≫

環境課 

古賀市環境審議会 

●市の報告に基づく、計画目標

の達成状況、施策の点検・評

価、改善策の提言 

●地球温暖化に関する諸事項の

審議 古賀市環境政策調整委員会 

●計画の推進と進行管理 
●計画の見直し及び新たな
関連施策の立案・調整 

各部署 

●部署に関連する関連施策の実施
及び進捗管理 

●地球温暖化対策に関連した事
務・事業の実践及び進捗管理 

指示 報告

共働･連携

庁内 

古賀市全体 

実践促進 
情報発信 

提言 

報告 

 周辺市町、県、国、地域地球温暖化防止活動 

推進センター、地球温暖化防止活動推進員 

活動支援

市長 

指示 報告 
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2 進行管理 

計画の進行管理については、毎年度、本計画における取り組みの進捗状況や実績について

点検・評価するものとします。点検・評価結果については「古賀市環境審議会」に報告し、

課題や今後の展開などについて必要な意見や提言を受け、施策への反映を図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2‐24 計画の進行管理 

 

 

3 公表 

毎年の点検・評価結果は、市のホームページなどで公開し、市民、事業者などとの進捗状

況や課題の共有に努めます。 

 

 

古賀市環境審議会 

 Action：見直し・改善  
目標・施策の見直し 

実行計画（区域施策編）の見直し

 Check：点検・評価  

対策効果の把握、排出量モニ

タリング、評価 

 Do：実践  

予算措置、施策の展開 
 Plan：計画立案  

実行計画(区域施策編)策定 

関連施策の改定 

内部チェック
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（資-1） 

１ 古賀市環境基本条例 

平成 16 年 10 月 5 日 

条例第 17 号 

目次 

前文 

第 1 章 総則(第 1 条―第 7 条) 

第 2 章 施策の策定等に係る基本方針(第 8 条) 

第 3 章 施策の総合的かつ計画的推進(第 9 条―第 11 条) 

第 4 章 推進施策 

第 1 節 環境への負荷の低減に資する施策(第 12 条―第 19 条) 

第 2 節 市民等による環境の保全及び創造に関する活動を促進する施策(第 20 条―第 22 条) 

第 3 節 地球環境保全のための施策の推進(第 23 条) 

第 5 章 推進及び調整体制等(第 24 条―第 29 条) 

附則 

犬鳴の山並みを東に望み、白砂青松の連なる玄界灘を背に起伏に富んだ地勢の中で、私たちのまち

古賀は、豊かな自然の恵みの下に、生命をはぐくみ、活力ある今日の社会を築いてきた。 

しかしながら、私たちの生活に便利さと物質的な豊かさをもたらした今日の社会経済活動は、様々

な資源やエネルギーを大量に消費し、廃棄物を大量に発生させる ことにより拡大し続けてきた結果、

自然の再生能力や浄化能力を超えるような規模となり、地域の環境のみならず、すべての生物の生存

基盤である地球規模の環 境を脅かすまでに至っている。 

もとより、私たちは、健康で文化的な生活を営むために必要とされる良好な環境を享受する権利を

有するとともに、健全で恵み豊かな環境を将来の世代に引き継ぐべき責務を荷っている。 

私たちは、私たちを取り巻く環境が有限であることを深く認識した上で、日常の生活行動及び社会

経済活動が環境へ影響を与えていることを自覚し、資源の消費が抑制され、環境への負荷の少ない循

環型社会が構築されるよう、新たな取組を進めなければならない。 

私たちは、それぞれの責任と役割の下に、英知を出し、協力・協働して、豊かな環境を保全し、創

造していくとともに、人と自然が共生し、持続的に発展することができる環
わ

のまちを実現するため、

ここに、この条例を制定する。 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、 環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の

責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項 を定めることに

より、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民

の健康で文化的な生活の確保に寄与することを 目的とする。 

 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 



（資-2） 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因とな

るおそれのあるものをいう。 

(2) 地 球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野

生生物の種の減少、森林の減少その他の地球の全体又はその広範な部 分の環境に影響を及ぼす事態

に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄

与するものをいう。 

(3) 公 害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわた

る大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪 化することを含む。)、土壌の

汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によ

って、人の健康又は生活環境 (人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のあ

る動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。 

(基本理念) 

第 3 条 環境の保全及び創造は、生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っていることを踏ま

え、市民が、環境に関する情報を共有し、これに伴う市政への参加を通じて、健全で恵み豊かな環

境の恵沢を将来の世代へ継承することを目的として行われなければならない。 

2 環境の保全及び創造は、人と自然との共生を図ることにより、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、

社会経済活動その他の活動による環境への負荷の少ない、持続的に発展することができる社会を構

築することを目的として行われなければならない。 

3 環境の保全及び創造は、市、市民及び事業者がそれぞれの責務を認識し、公平な役割分担の下に自

主的かつ積極的な取組によって、相互に協力・協働して推進されなければならない。 

4 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていること及び市民の健康で

文化的な生活を将来にわたり確保する上で重要であることを踏まえ、地域での取組として行われる

とともに、広域的に協力・連携して行わなければならない。 

(市の責務) 

第 4 条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造

に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

2 市は、自ら廃棄物の発生の抑制及び適正な処理、資源の循環的な利用並びにエネルギーの有効利用

を行うことにより積極的に環境への負荷を低減する責務を有する。 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、資源及びエネルギーの

消費、廃棄物及び生活排水の排出その他の日常生活における環境への負荷を低減する責務を有する。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら積極的に努め

るとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

(事業者の責務) 

第 6 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公

害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴う開発に当たっては、地域の環境特性に応じた

適正な土地利用を基本とするとともに、緑地の保全、景観への配慮その他の環境への負荷を低減す

るために必要な措置を講ずる責務を有する。 

3 事 業者は、基本理念にのっとり、廃棄物の減量及び再利用その他の廃棄物の適正処理並びに資源
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及びエネルギーの有効かつ適正な利用を行うとともに、廃棄物の削 減に資するような物の製造、販

売その他の事業活動を行うことにより環境への負荷を低減するために必要な措置を講ずる責務を有

する。 

4 前 3 項に 定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う

環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努め、かつ、その保 有する環境に関する情報

を広く提供するとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

(各主体の協働) 

第 7 条 市、市民及び事業者は、基本理念にのっとり、前 3 条に定めるそれぞれの責務を果たすため、

必要に応じ、相互に協力・協働していかなければならない。 

第 2 章 施策の策定等に係る基本方針 

(施策の策定等に係る基本方針) 

第 8 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、

次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に推

進するものとする。 

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、

水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。 

(2) 生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域

の自然的社会的条件に応じて適正に保全されること。 

(3) 人と自然との豊かな触れ合いが確保されるとともに、地域の緑化の推進、地域の個性を生かした

都市景観の形成及び歴史・文化的環境の保全が図られること。 

(4) 廃棄物の減量並びに資源及びエネルギーの有効かつ適正な利用により物質の循環が図られるこ

と。 

第 3 章 施策の総合的かつ計画的推進 

(環境基本計画) 

第 9 条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保

全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。 

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する目標 

(2) 環境の保全及び創造に関する施策の基本的な方向 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する重要事項 

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映することができるように、必要な

措置を講じなければならない。 

4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、第 24 条に定める古賀市環境審議会の

意見を聴かなければならない。 

5 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

6 前 3 項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

(市の施策の策定等に当たっての配慮) 

第 10 条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基

本計画との整合性を図り、環境への負荷が低減されるよう十分に配慮するものとする。 

(年次報告) 
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第 11 条 市長は、毎年、環境の状況及び市が講じた環境施策の実施状況を明らかにするため、報告書

を作成し、これを公表するとともに、これに対する市民の意見を聴くため、必要な措置を講ずるも

のとする。 

第 4 章 推進施策 

第 1 節 環境への負荷の低減に資する施策 

(公害等の防止) 

第 12 条 市は、公害を防止するため、必要な規制の措置を講ずるものとする。 

2 市は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障(公害を除く。)を防止するため、指導、助

言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

(公共的施設の整備等) 

第 13 条 市は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び汚泥の

しゅんせつその他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ず

るものとする。 

2 市は、下水道、廃棄物の処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及

び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ず

るものとする。 

3 前 2 項に規定するもののほか、市は、人と自然との豊かな触れ合いの確保に資する公共的施設の適

正な整備及び健全な利用を図る事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

(自然環境の保全と再生) 

第 14 条 市 は、環境保全型農業(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成 11 年法

律第 110 号)第 2 条に規定する持続性の高い農業生産方式による農 業をいう。)の普及、地産地消の

促進その他の地域固有の里地里山の豊かな自然環境の保全及び再生に資する事業を推進するため、

必要な措置を講ずるものとす る。 

(開発事業等に係る環境への配慮) 

第 15 条 市は、自然環境を保全することが特に必要な地域において、土地の形状の変更、工作物の新

設その他これらに類する事業を行おうとする者が策定する計画について、その計画が環境に適正に

配慮されたものとなるように、必要な規制の措置を講ずるものとする。 

(環境影響評価の推進) 

第 16 条 市 は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、その事業の実施

に当たり、あらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調 査、予測及び評価を行い、

その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要

な措置を講ずるように努めるものと する。 

(資源の循環的な利用等の促進) 

第 17 条 市は、廃棄物の減量、資源の循環的な利用の促進を図るため、必要な措置を講ずるものとす

る。 

2 市は、エネルギーの有効利用及び環境への負荷の少ないエネルギーの利用の促進を図るため、必要

な措置を講ずるものとする。 

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用促進) 

第 18 条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する製品等の積極的な利用の促進を図るた

め、必要な措置を講ずるものとする。 
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(経済的措置) 

第 19 条 市は、市民又は事業者(以下「市民等」という。)が行う環境への負荷の低減を図るための施

設の整備その他の環境の保全及び創造に資する取組又は活動を促進するため、必要があると認める

ときは、助成その他の措置を講ずるように努めるものとする。 

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、必要があると認めるときは、市民等に対し適正かつ公平な

経済的負担を課することについて調査及び研究を行い、その措置を講ずるものとする。 

第 2 節 市民等による環境の保全及び創造に関する活動を促進する施策 

(環境教育等の振興) 

第 20 条 市は、市民等が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、市民等が行う環境の

保全及び創造に関する活動の意欲が増進されるようにするため、環境の保全及び創造に関する教育

及び学習(以下「環境教育等」という。)の振興を図るものとする。 

2 前項の場合において、市民等に対する環境教育等の振興に当たっては、市は、市民、事業者又はこ

れらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)との協働を図りながら、必要な施策

を推進するように努めるものとする。 

(民間団体等の自発的な活動の推進) 

第 21 条 市は、民間団体等が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動、エネルギーの有効利

用に係る普及活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講

ずるものとする。 

(情報の提供) 

第 22 条 市は、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、環境

教育等の振興並びに民間団体等の自発的な環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、

必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。 

第 3 節 地球環境保全のための施策の推進 

(地球環境保全のための施策の推進) 

第 23 条 市は、国、他の地方公共団体及び民間団体等と連携し、地球温暖化の防止、オゾン層の保護

その他の地球環境保全に資する施策の推進に努めるものとする。 

第 5 章 推進及び調整体制等 

(環境審議会) 

第 24 条 環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)第 44 条の規定に基づき、古賀市環境審議会(以下「審議

会」という。)を置く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。 

(1) 環境基本計画に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項に関すること。 

3 審議会は、環境の保全及び創造に関する基本的事項について市長に意見を述べることができる。 

4 審議会は、委員 15 人以内をもって組織する。 

5 委員は、識見を有する者、公共的団体等の構成員及び市内に住所を有する者のうちから、市長が委

嘱する。 

6 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

7 委員は、再任されることができる。 
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8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

(民間団体等の施策への参加) 

第 25 条 市は、民間団体等が環境の保全及び創造に関する施策について意見を述べることができるよ

うに、必要な措置を講ずるものとする。 

(監視体制等の整備) 

第 26 条 市は、公害その他の環境の状況を適切に把握するため、監視、測定等に必要な体制の整備に

努めるものとする。 

(施策推進の庁内体制の整備) 

第 27 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市の機関及び

部課相互の緊密な連携並びに調整を図る体制を整備するものとする。 

(民間団体等との協力・協働) 

第 28 条 市は、民間団体等との協力・協働により、環境の保全及び創造に関する施策の推進に取り組

むため、必要な措置を講ずるものとする。 

(国及び他の地方公共団体との協力) 

第 29 条 市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策については、国及び他の

地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(環境基本計画の経過措置) 

2 この条例の施行の際既に定められている環境基本計画は、第 9 条第 1 項から第 5 項までの規定に基

づき定められたものとみなす。 

(古賀市環境審議会条例の廃止) 

3 古賀市環境審議会条例(平成 14 年条例第 26 号)は、廃止する。 

(古賀市環境審議会委員の経過措置) 

4 この条例の施行の際現に廃止前の古賀市環境審議会条例の規定に基づき委嘱されている委員は、第

24 条第 5 項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第 6 項の規定にかかわらず、

平成 17 年 3 月 4 日までとする。 
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２ 古賀市環境基本条例施行規則・審議会委員名簿 

平成 16 年 10 月 5 日 

規則第 29 号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、古賀市環境基本条例(平成 16 年条例第 17 号。以下「条例」という。)の施行に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

(会長及び副会長) 

第 2 条 古賀市環境審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選により

これを定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 3 条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長になる。 

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

(関係者等の出席) 

第 4 条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴

き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

(専門部会) 

第 5 条 会長は、特に専門的な検討及び協議の必要を認めるときは、審議会に専門部会(以下「部会」

という。)を置くことができる。 

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。 

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。 

4 部会長は、部会を掌理し、部会における会議の経過及び結果を審議会の会議において報告する。 

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちあらかじめ部会長

が指名する委員がその職務を代理する。 

(庶務) 

第 6 条 審議会の庶務は、市民部環境課において処理する。 

(委任) 

第 7 条 この規則において定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮

って定める。 

附 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 
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環境審議会委員名簿 

氏名 構成団体等 備考 

小野 勇一 九州大学名誉教授、元北九州市立自然史・歴史博物館 館長 会長 

薛 孝夫 西日本短期大学緑地環境学科 特任教授 副会長 

嶺井 久勝 （元古賀市自然環境調査研究会会長）  

島岡 隆行 九州大学大学院工学研究院 教授、玄界環境組合 環境委員長  

二渡 了 北九州市立大学国際環境工学部 教授  

谷本 潤 九州大学大学院総合理工学研究院 教授  

仁科 信春 福岡工業大学社会環境学部 教授  

渡 久行 古賀市森林組合 代表理事組合長  

常岡 寿子 古賀市農業女性活動促進事業推進協議会 会長  

清水 佳香 ＮＰＯ法人エコけん 理事長  

田中 澄子 古賀市ほたるの会  

新町 直子 （元古賀市ごみ対策会議委員）  

大坪 茂樹 
レインボー古賀 代表、 

（元古賀市環境基本計画市民ワークショップ委員） 
 

柴田 幸次 公募市民  

森田 和美 公募市民  

 ＊構成団体等は当時 
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３ 古賀市環境政策調整委員会規程 

平成 14 年 9 月 5 日 

訓令第 18 号／教育委員会訓令第 12 号 

(設置) 

第 1 条 市域内における環境の保全及び創造に関する重要事項の総合的な調整と計画的な推進を図る

ため、古賀市環境政策調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 環境基本計画の策定及び見直しに関すること。 

(2) 環境基本計画の進行管理に関すること。 

(3) その他環境の保全及び創造に関する重要事項についての全庁的な調整に関すること。 

(組織) 

第 3 条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

2 委員長には市民部長を、副委員長には総務部長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。 

(委員長及び副委員長) 

第 4 条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 

(会議) 

第 5 条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集し、その議長となる。 

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員の出席を求めることができる。 

(部会) 

第 6 条 委員会は、第 2 条各号に掲げる事項を専門的に調査研究させるため、委員会に専門部会を置

くことができる。 

2 専門部会は、部会員若干名をもって組織する。 

3 専門部会は、部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。 

4 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。 

5 部会員は、参事補佐、係長、主査及び主任主事のうちから市長が任命する。 

6 部会員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

(庶務) 

第 7 条 委員会及び専門部会の庶務は、市民部環境課において処理する。 

(委任) 

第 8 条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

別表(第 3 条第 2 項関係) 

保健福祉部長、建設産業部長、上下水道部長、教育部長、企画課長、総務課長、人事秘書課長、建設

課長、産業振興課長、都市計画課長、学校教育課長 
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４ 計画策定の経過 

 

第 2 次古賀市環境基本計画（古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を含む）策定までの経

過を以下に示します。 

 

＜平成 24 年度＞ 

平成 24 年 6 月～平成 25 年 3 月 既存資料調査実施 

平成 24 年 7 月 26 日 第 27 回環境審議会開催（諮問） 

平成 24 年 9 月～10 月 市民アンケート調査、事業者アンケート調査の実施 

平成 24 年 12 月 19 日 第 28 回環境審議会開催 

平成 25 年 1 月 24 日 ワークショップ（第 1 回） 

平成 25 年 2 月 15 日 ワークショップ（第２回） 

平成 25 年 3 月 7 日 ワークショップ（第３回） 

平成 25 年 3 月 27 日 第 29 回環境審議会開催 

 

＜平成 25 年度＞ 

平成 25 年 4 月 22 日 ワークショップ（第４回） 

平成 25 年 5 月 22 日 ワークショップ（第５回） 

平成 25 年 6 月 24 日 第 30 回環境審議会開催 

平成 25 年 8 月 28 日 第 31 回環境審議会開催 

平成 25 年 11 月 29 日 第 32 回環境審議会開催 

平成 25 年 12 月 16 日～平成 26 年 1 月 14 日 計画書素案の公表と市民意見の募集 

平成 26 年 2 月 19 日 第 33 回環境審議会開催 

平成 26 年 2 月 25 日 
第２次古賀市環境基本計画（古賀市地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）を含む）について（答申） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答申書を市長に手渡す環境審議会会長・副会長 
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５ 古賀市環境審議会への諮問書 

古 環 発 第 ４８１号 

平成２４年７月２６日 

 

古賀市環境審議会会長 殿 

 

古賀市長 竹下 司津男 

 

第二次古賀市環境基本計画について（諮問） 

 

 

 古賀市環境審議会条例第２条の規定により、下記のとおり諮問します。 

 

 

記 
 

 

 本市における環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための環境の保全に関する

基本的な計画（古賀市環境基本計画）について 
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６ 古賀市環境審議会からの答申書 

２５古環審発第２３号 

平成２６年２月２５日 

古賀市長 竹下 司津男  様 

 

 古賀市環境審議会 

会長 小野 勇一 

 

第２次古賀市環境基本計画（古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を含む）について（答申） 

 

平成２４年７月２６日付古環発第４８１号をもって諮問のありました標記の件につきましては、慎

重に審議した結果、その内容は妥当であると判断しましたので答申いたします。 

なお、計画の推進に当たっては、下記の意見に配慮されるよう付記します。 

 

記 

1 計画の進行管理については、適切に点検・評価等を行い、社会情勢の変化に応じた柔軟な対応を行

うとともに、古賀市環境政策調整委員会、古賀市環境審議会を適時に的確に開催し、施策の着実な

推進を図ること。 

2 自然環境については、生物や植生などの定期的な監視、評価、対策の可能な体制づくりに主眼を置

き、生態系の把握に努めるとともに、古賀市の特性にあった自然環境調査を展開する必要があるこ

とに留意すること。 

3 地球温暖化対策については、エネルギー事情を踏まえた上で、市民や事業者が環境負荷の少ないラ

イフスタイルを実践することを意識し、低炭素型社会を確立することを第一の目標に、市民、事業

者、行政が一体となり、施策を推進すること。 

4 ごみの減量、資源の循環を進めるため、市民、事業者、行政の共働で施策に取り組み、循環型のま

ちづくりを推進すること。 

5 学校における環境教育の推進をはじめ、子どもから大人まで幅広い世代を対象として、市民の環境

意識を啓発する施策展開が図られるよう配慮されたい。その際、地域との連携にも配慮すること。 

6 ぐりんぐりん古賀（古賀市環境市民会議）等の市民団体は環境施策の推進において重要な存在であ

り、その円滑な活動が可能となるような支援、条件整備に配慮すること。  

7 市は、自ら行う事務事業の各場面に環境配慮の手法を取り入れ、率先して行動することにより市民、

事業者の取組の模範となるよう努めること。 
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７ 古賀市環境基本計画素案に対する市民意見と計画書への反映 

 

第 2 次古賀市環境基本計画（古賀市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を含む）素案を作成後、

より多くの市民意見を計画に反映するために、平成 25 年 12 月 16 日から平成 26 年 1 月 14 日までの期

間で素案を公表し、郵便、ファクシミリ、電子メールなどによる意見の募集を行い、以下のようなご

意見をいただきました。 

また、ここに記載している意見以外にも、古賀市の環境に関するご意見やご要望等をいただき、参

考にさせて頂きました。 

 

 

 

市民意見と計画書への反映（1） 

No. 意見の概要 意見への対応 

1 

本市の自然環境については、市民団体が大根川流域で行

った生物調査やシンポなどのデータや関係者、学識経験者

の調査結果を踏まえ内容を包含した調査結果を反映しては

どうか。 

第 1 部 4 章＜取り組みの方向性＞A 保全方針・戦略の策定に

今後の方向性を示しています。 

2 

人と自然とのふれあいの場として、不入谷が生物多様性

の上から重要な地点であるため、追加してはどうか。 

出典は平成 24 年度市民アンケート調査結果を引用したもの

です。保全対象区域等を別途検討する際には参考にさせていた

だきます。 

3 

「大気環境の保全」について･･･近隣都市のデータをもっ

て古賀市のデータを推測しており、県に働きかけて一般環

境測定器の設置をして実側でのデータからその対策を立て

るべきではないか。 

測定局の設置は県の所管であり、県全域の大気環境を踏まえ

て配置されています。大気汚染物質は一点で留まっておらず、

広範囲で測定されているため、現在の近接する測定局の結果を

活用していきたいと考えています。 

4 

「第 1 次計画の振り返り」で実施したとする 173 の施策の

ほとんどが第 1 次計画当初から「すでに実施中（継続実施）」

として掲載されていた施策ではないか。計画策定時に「実

施予定」「今後実施を検討する」として掲載されていた施策

の内、この 10 年間で新たに取り組まれた施策はいくつある

のかが、見えない。 

ご意見を踏まえ、表現を修正しました。 

（第 1 部 第 2 章 8） 

5 

施策の体系図中、ワークショップで出された＜具体化の

ためのキーワード＞がどのように計画の中に活かされてい

るのか見えない。 

ワークショップの提言内容については、複数の環境分野を含

む内容であるため、環境像を具体化するためのキーワードとし

て整理しています。 

6 

耕作放棄地や遊休農地の活用が「引き続き検討する」で

は、全くやる気が読み取れない。意義のある取組や、担当

部署の職員がやる気を起こす前向きな施策を考えてほし

い。 

ご意見を踏まえ、表現を修正しました。 

（第 1 部 第 4 章） 

7 

ビオトープの維持管理には学校と地域と環境ボランティ

アの連携・協力が欠かせない。特に地域の協力・参加が欠

かせないため、「地域」という記載を追加してはどうか。 

ご意見を踏まえ、表現を修正しました。 

（第 1 部 第 4 章） 

8 

自然環境に配慮した河川・公園の保全と創造では、大根

川上屋敷地区で取り組まれたワークショップこそが、今後

のすべての市民共働のモデルケースになるのではないか。

建設課に聞き取りをして加筆してはどうか。 

ご意見を踏まえ、表現を修正しました。 

（第 1 部 第 4 章） 

9 

環境課・古賀市ほたるの会共催の「水辺の楽校」を実施

しているため、「環境学習の場としても活用」の文章を追加

してはどうか。 

ご意見を踏まえ、表現を修正しています。また、本計画では

施策の方針について包括的な記載とし、これまでの取組内容に

ついては、それぞれ分野別の施策項目で写真、コラム等の枠を

別に設けて記載します。 

10 

水環境の保全の「指標と数値目標」として、「汚水処理人

口普及率」の現況 90%を目標（平成 35 年度）91.6%として

いるが目標は 100%とすべきではないか。 

ご意見を踏まえ、表現を修正しました。 

（第 1 部 第 4 章） 
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市民意見と計画書への反映（21） 

No. 意見の概要 意見への対応 

11 

指定文化財の適切な維持管理と有効活用の中に、この計

画案が提出されたのちに発掘された「船原古墳」は古賀市

の誇りなので、ぜひ挿入すべき。 

ご意見を踏まえ、表現を修正しました。 

（第 1 部 第 4 章） 

12 

「マイバックの配布」は不要。すでにほとんどの人が持

っているので、新たなごみを増やすだけになる。ただし啓

発は継続する必要あり。 

ご意見を踏まえ、表現を修正しました。 

（第 1 部 第 4 章） 

13 

「最後のひとしぼり」はとても大切なことだと思うが、こ

れは可燃ごみの中の「水分」を減らすだけで、「循環型社

会」・「資源循環」の施策としては弱いと感じる。計画の中

に「生ごみの回収・資源化」に向けた取り組みを入れてい

ただきたいと思う。 

「生ごみの回収・資源化」につきましては、第２次古賀市ご

み処理基本計画の中の循環型社会形成についての調査の継続

の中で、総合的な検討内容としておりますことから、ご意見と

して受け止めさせていただきます。 

14 
生ごみの減量とマイバックの啓発を一緒に表記するのは

いかがかと思う。 

生ごみの減量とマイバックの配布は、３R のうち同じ発生抑

制の分類になると考えて併記しております。 

15 

資源化については、剪定枝や紙オムツについて触れられ

ていない。きちんと盛り込み資源化を進めることが、循環

型社会につながると考える。 

「剪定枝・紙おむつ」につきましては、第２次古賀市ごみ処

理基本計画の循環型社会形成についての調査の継続の中で、総

合的に検討しておりますことから、ご意見として受け止めさせ

ていただきます。 

16 

ごみ対策は、循環型社会の形成のための重要施策である。

清掃工場の将来構想の中間報告では 2032 年までに 1400ｔ

のごみ減量が必要と出ている。計画的な減量政策を策定す

べきである。 

 生ごみの減量について水切りだけではないと思う。家庭

からでる生ごみの堆肥化は資源化として表記することも必

要ではないか。 

清掃工場の将来構想は、中間報告であり今後玄界環境組合に

おいて更に精査されるものですので、その内容を本計画に盛り

込むことはできないと考えております。 

 家庭から出る生ごみの堆肥化は、第２次古賀市ごみ処理基本

計画の中の循環型社会形成についての調査の継続の中で総合

的な検討内容としておりますことから、ご意見として受け止め

させていただきます。 

17 

大根川では 3～4 年前から大根川ＰＪ、古賀ふるさと見分

けの会が活動中で、大根川流域の生物調査や、水質検査は

何回も実施済である。これらの有力市民団体活動実績を反

映させた今回の計画、施策、立案であったのか、なければ、

これらの学識経験者の意見も参考にして対応願えないか。

ご意見として承り、今後の取組の参考とさせていただきま

す。 

実際に施策を進める際に、ご指摘の調査結果等も踏まえて、

具体的なスケジュール、役割分担等を検討していきます。 

18 

「みんなで取り組む共働プロジェクト」ではなぜ大根川

が特化されているのか。共働で行わなくてはいけないもの

は多くあると思う。 

ご意見を踏まえ、表現を修正しました。 

（第 1 部 第 5 章） 

19 

庁内の「環境政策調整委員会」は年数回定期的に開催し

関係各課との連携がスムーズにいくようにするとか、「環境

審議会」の開催回数を増やすとか、担当課は PDCA に不断の

努力ができるように組織を再編するとかして、進捗状況を

把握しやすいようにする必要がある。第 1 次計画の時より

推進体制を強化する体制づくりをすべきではないか。 

「環境政策調整委員会」及び「環境審議会」は、環境政策に

関わる事案、環境保全に関する諸事項について適宜開催してい

きます。 

20 

第 2 次計画のどこにも「校区コミュニティ」との連携・

活用が出てこないのは不可解。「校区コミュニティ」を単に

『市民』としてひとくくりするのは、違うという気がする。

本計画では、各主体の役割を明確にするため、市民・事業者・

行政と大きく 3 つの位置づけをしております。具体的な施策に

ついては、校区コミュニティやボランティア団体等の様々な主

体との共働を想定しています。 

21 
全体的に非常にわかりにくい書き方である。第 1 部第 4

章はシンプルにわかりやすい表記を工夫して欲しい。 

ご意見を踏まえ、表現を修正しました。 

（第 1 部 第 4 章） 

22 

清掃工場将来構想の中間報告では 2032 年以降は受け入

れないとしている汚泥の処理について触れられていない。

清掃工場の将来構想については、中間報告であり今後玄界環

境組合において更に精査されるものでありますので、その処理

の内容を本計画に盛り込むことはできないと考えております。
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８ アンケート調査概要 

 

＜市民アンケート調査＞ 

市民アンケート調査は、身近な環境問題に対する市民の意見や考え方を把握するとともに、第 1 次

計画策定時のアンケート調査結果と比較することで市民意識の変化を把握することを目的に行いまし

た。主な調査結果は「第 1 部 第２章 古賀市の現況と課題」に示しています。 

 

調査概要 

対象者抽出方法 20 歳以上の市民の中から 1,000 名を無作為抽出 

配布・回収方法 郵送による配布回収 

調査期間 平成 24 年 9 月 20 日～平成 24 年 10 月 5 日 

回収数（回収率） 387 票（38.7％） 

設問項目 

属性：性別、年齢、職業、小学校区、住居地周辺、世帯人員、居住年数 

環境問題についての関心 

身近な環境について 

エネルギー・ごみ減量意向について 

自然環境についての関心 

環境行政に望むこと 

 

 

＜事業者アンケート調査＞ 

事業者アンケート調査は、廃棄物や地球温暖化の問題などに対して、事業者の環境保全の取組状況

の現状や意見を把握することを目的に行いました。主な調査結果は「第 1 部 第２章 古賀市の現況

と課題」に示しています。 

 

調査概要 

対象者抽出方法 市内の事業者 100 社を業種、規模別に抽出 

配布・回収方法 郵送による配布回収 

調査期間 平成 24 年 9 月 20 日～平成 24 年 10 月 5 日 

回収数（回収率） 41 票（41.0％） 

設問項目 

属性：経営組織、事業形態、従業員数、延床面積、業種 

環境配慮に関する基本方針等について 

環境配慮に取り組むための組織体制等について 

環境マネジメントシステムについて 

従業員の環境教育実施状況 

環境保全や環境負荷の低減のための具体的取組等について 

行政に対する要望など 
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９ 市民ワークショップ概要 

 

市民ワークショップは、市民のニーズを踏まえた、分かりやすくかつ市民に身近な計画づくりを目

指すために開催しました。市民の視点により地域の環境課題を把握するとともに、ワークショップの

参加者には計画策定後の推進役を期待するものです。 

 

ワークショップの日程と主な検討内容 

回 開催日 内容 

１ 平成 25 年 1 月 24 日 

 19:00～ 

市職員紹介、コンサルタント紹介 

 メンバー間のコミュニケーションを兼ねた「ワールドカフェ」手法による、環境

問題のテーブルクロスへの書き出し 

２ 平成 25 年２月 15 日 

 19:00～ 

 前回テーブルクロスに記入した意見を振り返り、感心の深いテーマを複数募集。

各テーマを分科会とし、自分が参加したい分科会に入って自由に議論。最後に、各

分科会における結論を NEWS という形で発表。次に、NEWS について、別のメンバーが

コメンテーターとして意見を加え、総論に結びつく土台を作り上げる作業を行った。

３ 平成 25 年３月７日 

 19:00～ 

 前回出されたテーマを基本として「市民として環境基本計画に何を載せたいか」

について、「知恵の掲示板」手法により自由に意見を出し合い、集約した。各テーマ

の代表者が最後に発表を行い、全員で認識の共有を図った。 

４ 平成 25 年 4 月 22 日 

 19:00～ 

「環境基本計画」の構成をイメージしてとりまとめた資料をもとに、「山の手線発

言」手法を用いて、意見の追加や洗練を図った。 

５ 平成 25 年 5 月 22 日 

 19:00～ 

前回の資料に市が手を加え、「市民意見」が「計画」へと変化するイメージを提示。

意見の洗練を図り、満場一致で成果に対して合意された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 古賀市ワークショップにおけるファシリテーターの紹介 － 

田坂 逸朗（たさか いつお）氏 

マーケティングプロデューサー・ファシリテーター 

1964 年、福岡県生まれ。福岡大学経済学部卒業後、広告映像制作会社

勤務、プランニングユニット Paper Company としての活動を経て、2001

年、（有）タサカイツオ設立。マーケティング・クリエイティブ・ブラ

ンディングでは、acc 賞、福岡広告賞、 月刊 CM インディックス好感度

CM 大賞ほか受賞歴多数。ファシリテーター・ファシリテーター養成講師・

組織改革プラクティショナーとしては、国交省広域防災計画フォーラム

ディスカッション、東日本大震災復興支援財団原発事故被災者支援ヒア

リング、国連「生物多様性の 10 年」日本委員会生物多様性ふくおか戦略

フォーラムファシリテーターなど、行政、企業のプロジェクトを多数手  

掛けている。 

＜市民ワークショップ参加者メンバー＞                   五十音順、敬称略

岩田一夫、木村泰治、櫛間勝美、小林孝一、佐々木眞二、渋田敏勝、清水佳香、竹田保夫、 

竹田和義、鶴崎繁夫、冨山巽、中屋允雄、野中康憲、馬場栄一、平川由記子、福崎敏章、 

森田和美、宿理英彦、山本節子、吉見一郎、吉村一雄、渡邊裕子 
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第 5 回ワークショップにおける最終合意形成の成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップの成果（概要） 

 

市民が求める３つの古賀市のあるべき姿 
 

〇めざす姿 1 

守られている郷土愛がある 
      自然の営みの保全と活用 ～古賀の財産の申し送り～ 

 

◆山、川、海 ～自然が循環し、生物多様性が守られるまち～ 

◆遊歩道、竹林、松原 ～もっときれいに、もっと大切に～ 

◆申し送りをしっかりと行う 
 

〇めざす姿 2 

身近なところで愉しめる古賀の魅力が 
発見され、人の環が自ら広がっている 

 

◆愉しむ環境教育 ～循環型社会への意識改革～ 

◆愉しむ地域コミュニティ ～地元に密着した、環境のためのコミュニティづくり～ 

◆愉しむ地産地消 
 

〇めざす姿 3 

いのちを大切にし、恵みに報いるため 
のまちづくりが進んでいる 
      未来への責任 ～恩恵への報恩といのちのたいせつさ～ 

◆資源循環（ごみの資源化・リサイクル、廃棄物対策） 

◆再生可能エネルギーと省エネルギー 

◆未来への市民の責任 
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１０ 用語解説 

あ行 

ＩＳＯ14001（P71、P72、P81） 

●ＩＳＯ（国際標準化機構）が定めた環境マネジメントシステム。環境に視点をおいた経営管理シス

テムで、事業所ごとに環境保全に関する目標・方針・計画を定め、実施し、達成状況を点検しつつ、

全体の見直しやさらなる環境配慮の実施に取り組んでいくというものです。 

 

アイドリング・ストップ（P126） 

●大気汚染防止や騒音・悪臭防止、地球温暖化の原因となる二酸化炭素（ＣＯ２）の排出を抑制する

ため、信号待ちなど自動車の駐・停車時における不必要なエンジンの使用を止めることです。アイ

ドリング・ストップ運動は、自動車を利用する全ての人々に、自主的なアイドリング・ストップの

励行を呼びかけるもので、1996 年に環境庁（現環境省）が提唱し、各地の自治体、企業などで取組

が進められています。 

 

アダプトプログラム（P31、P34、P39、P79、P80） 

●市民と行政が協同で進めるまち美化プログラムのことです。「アダプト」とは「養子縁組する」とい

う意味で、企業や地域住民などが道路や公園など一定の公共の場所の里親となり、定期的・継続的

に清掃活動を行い、行政がこれを支援する仕組みをいいます。 

 

うちエコ診断（P71、P72） 

●国の委託を受けて全国センターと地域の地球温暖化防止活動推進センターが取り組んでいる取組で

す。うちエコ診断員が専用のツールを用いて、各家庭に対してＣＯ２排出削減のコンサルティング

を行うもので、各家庭の“どこから”“どれだけ” ＣＯ２が排出されているのかを見える化し、削

減余地の大きい分野を集中的に対策の提案をするものです。診断には、自宅訪問と窓口診断の他、

簡易な Web 診断も用意されています。 

 

エコアクション２１（P71、P72、P81） 

●1996 年 9 月の ISO14001 の発行に合わせて環境庁（現環境省）から出された中小企業向けの環境保

全活動推進プログラムです。内容としては環境への負荷の自己チェック、取り組みの自己チェック

と環境保全計画の策定及び環境活動レポートの公表からなります。プログラム参加企業の登録制度

として発足しましたが 2004 年に ISO14001 と同じような認証・登録制度に改訂されました。 

 

ＳＮＳ（P80） 

●人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型の Web サイトで、友人・知人間のコミ

ュニティを円滑にする手段や場を提供したり、趣味や嗜好、居住地域、出身校、あるいは「友人の

友人」といったつながりを通じて新たな人間関係を構築する場を提供する、会員制のサービスのこ

とです。 
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ＬＥＤ（P73、P123、P124） 

●発光ダイオード（LED）を使用した照明器具です。白熱灯や蛍光灯に較べて高価格ながら、長寿命で

電力消費も低いため、省エネルギーを目的に導入促進され、自治体等による購入補助なども実施さ

れています。従来の照明具に較べて配光制御にすぐれ、光の利用効率が高められるのが特長で、点

滅や調光も容易です。LED 照明の普及により照明分野における省エネルギーが加速度的に進むこと

が期待されています。 

 

汚水処理人口普及率（P22、P23、P66、P86） 

●汚水処理人口とは下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽などの汚水処理施設による処理を行

っている人口をいいます。また、汚水処理人口普及率は以下の式で求めます。 

  汚水処理人口普及率（％）＝（汚水処理施設の処理人口／総人口）×100 

 

か行 

化石燃料（P26、P50） 

●石油、石炭、天然ガスなど地中に埋蔵されている再生産のできない有限性の燃料資源のことをいい

ます。 

 

環境影響評価制度（P90、P91） 

●環境アセスメントともいいますが、これよりも狭い概念です。日本の法律や条例等の用語として定

着しています。英語では Environmental Impact Assessment であり、EIA という略称も広く使用さ

れています。環境汚染や自然環境の破壊を未然に防止するため開発行為が環境に及ぼす影響につい

てあらかじめ回避・低減するための情報公開に基づく手続きです。このための調査・予測・評価を

行い、その結果を公表し、これに対する意見を求めます。これらの意見を反映して事業の実施に際

し、環境影響の回避・低減にどう努めるかを事業者は説明し、環境保全対策を実行します。こうし

て公害の防止、自然環境の保全、歴史的・文化的遺産の保全その他の環境保全の見地から適正な配

慮がなされる手続きをいいます。 

 

環境影響評価法（P8、P90、P91） 

●一定規模以上の公共事業において、事業者がこれに定める方法で環境影響評価を行うことを定めた

法律で、平成 9 年 6 月に公布されました。同法の対象となる事業は、従来の閣議アセスの対象に発

電所等を加えた 14 事業で、環境影響評価を義務付ける規模の大きい「第一種事業」と、それより小

規模で環境影響評価が必要かどうかを事業者が判定する「第二種事業」に分けられます。 

 

環境カウンセラー（P81、P83、P84） 

●市民や事業者などに対して、環境保全活動の推進のために、助言などの支援ができる人材として登

録された人のことを指します。本制度は環境省が創設し、市民や市民団体などからの環境問題、環

境保全活動、組織運営などに関する相談、助言、環境学習講座の講師、環境関連事業などの企画・

運営を助言する「市民部門」と、事業者からの環境保全の具体的な対策、環境活動評価プログラム

などに関する相談・助言をする「事業者部門」という 2 つの登録部門が設置されています。 
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環境家計簿（P71、P73、P122、P124） 

●くらしと環境のかかわりを把握し、記録するための技法のひとつです。日記型、チェック型、記録

簿型などの種類があり、環境省をはじめとする多くの機関、自治体で作成されています。 

 

環境基準（P18、P20、P22、P24、P36、P38、P63、P64、P65、P66、P86） 

●環境基本法第 16 条第１項の規定に基づき「人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維

持されることが望ましい基準」として政府が定める環境保全行政上の目標をいいます。環境基準は、

大気汚染、水質汚濁、騒音、土壌汚染の４分野について定められています。 

 

環境負荷（P7、P76） 

●人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となる恐れのあるものを

いいます（環境基本法第２条第１項）。環境負荷には、汚染物質等が排出されることによるもの、動

植物等の自然物が損傷されることによるもの、自然景観が著しく損なわれることによるものなどが

あります。 

 

環境マネジメントシステム（P30、P39、P71、P72、P124） 

●環境マネジメントシステムとは企業などの事業体が環境保全に関する方針、目標、計画などを定め、

これを実行･記録し、その実行状況を点検して方針などを見直すという一連の手続きのことをさしま

す。また、一連の環境マネジメントシステムの中で、自主的な環境管理に関する計画などの実行計

画に関する実行状況の点検作業は環境監査と呼ばれています。 

 

合併処理浄化槽（P34、P65、P66） 

●し尿と共に台所、風呂などからの生活雑排水を処理する浄化槽です。（浄化槽とは、し尿や生活雑排

水を沈でん分解あるいは微生物の作用による腐敗又は酸化分解などの方法によって処理し、それを

消毒し、放流する小型の施設です。各家庭や団地単位で設置されます。） 

 

京都議定書（P8、P100、P124） 

●ＣＯＰ３で採択された法的拘束力を持つ文書で、「先進国が 2008～2012 年の目標年において、二酸

化炭素、メタン、一酸化二窒素、ＨＦＣ、ＰＦＣ及びＳＦ６の６種類の温室効果ガスを 1990 年（平

成 2 年）に比べて少なくとも 5％（日本は 6％）削減することを目標とする」等を定めました。 

 

クールビス・ウォームビズ（P73） 

●クールビズとは地球温暖化防止の一環として、夏のオフィスの冷房設定温度を省エネ温度の 28 度に

し、それに応じた軽装化する夏のビジネススタイルのことをいいます。逆に秋冬のオフィスの暖房

設定温度を省エネ温度の 20 度にし、暖かい服装を着用する秋冬のビジネススタイルことをウォーム

ビズといいます。 

 

グリーン購入（P73、P74、P124） 

●環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで優先的に購入することです。 
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下水道普及率（P36） 

●下水道の普及状況を割合で示したものです。この計画では、以下の式で求められる値を下水道普及

率としました。 

 下水道普及率＝（公共下水道＋農業集落排水整備人口）／総人口 

 

光化学オキシダント（P18、P19、P21、P38、P63、P64） 

●大気中の二酸化窒素と炭化水素類が紫外線により光化学反応してできる物質です。浮遊粒子状物質

(SPM)と共に光化学スモッグの原因となります。オゾンを主成分とする光化学オキシダントは、眼

を刺激する有害物質で、光化学オキシダント濃度が 1 時間値で 0.12ppm を超える状況が予測される

場合、光化学スモッグ注意報が発令され、野外活動が制限されます。 

 

こどもエコクラブ（P37） 

●環境省が全国の小中学生を対象として、楽しく継続的な環境活動・学習を行う機会を提供する事業

です。登録した会員には、１年を通じて環境を守る自主活動（エコロジカルあくしょん）を進める

ための情報提供などを無料で行っています。 

 

さ行 

３Ｒ（P8、P28、P39、P75、P76、P77） 

●Reduce（リデュース＝廃棄物を出さない）、Reuse（リユース＝再使用する）、Recycle（リサイクル

＝再資源化する）の略称です。廃棄物をできるだけ出さず、使用済みの物を再使用や再利用にまわ

そうというもので、循環型社会をつくっていく上での基本的な考え方です。 

 

ＣＯＰ（P8） 

●Conference of Parties の略で、締約国会議のことをいいます。多くの国際条約は、加盟国が物事

を決定するための最高決定機関としてＣＯＰを設置しています。環境問題においては気候変動枠組

条約（COP-FCCC）。生物多様性条約（COP-CBD）、砂漠化対処条約（COP-CCD）にそれぞれ締約国会議

があります。開催頻度は条約ごとに締約国によって決定されます。 

 

ＣＳＲ（P80） 

●企業が事業活動において利益を優先するだけでなく、顧客、株主、従業員、取引先、地域社会など

の様々なステークホルダーとの関係を重視しながら果たす社会的責任を指します。具体的には、安

全で高品質な製品・サービスの提供、環境への配慮、社会的公正・倫理にかなった活動などを行っ

ているかなどが挙げられます。このような社会的責任を果たすことにより、業務プロセス改善によ

るコスト低減、技術・サービス革新、企業イメージの向上など様々なメリットがあるといわれ、Ｃ

ＳＲに積極的に取り組む動きが広がっています。 

 

循環型社会（P7、P8、P27、P39、P75） 

●天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が低減される社会です。 
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循環型社会形成推進基本法（P27、P75） 

●循環型社会を形成するための基本法で、2000 年に成立しました。製品の生産者が、製造から排出ま

で一定の責任を負う拡大生産者責任（EPR）を一般原則として盛り込んでいます。廃棄物の最終処分

量を減らすため、廃棄物の発生抑制（リデュース）、使用済み製品を再び使う再使用（リユース）、

使用済み製品を原材料として利用する再生利用（リサイクル）の３Ｒを優先した上で、廃棄物の適

正処分を行う優先順位を明記しています。 

 

水源かん養（P59） 

●降水を地表や地中に一時貯えるとともに、地下に浸透させ､降水の河川等への直接流入を調整し､下

流における水資源の保全や洪水の防止､地下水のかん養などを維持・促進する自然のもつ機能のこと

です。 

 

生物多様性（P2、P7、P8、P14、P38、P43、P57、P58、P62、P77、P86、P87、P88） 

●生物の間にみられる変異性を総合的に指す概念で、現在の生物がみせる空間的な広がりや変化のほ

か、生命の進化・絶滅という時間軸上のダイナミックな変化を包含する幅広い概念です。生物多様

性条約では、生態系の多様性、種の多様性、遺伝的多様性という 3 つの階層で多様性を捉え、それ

ぞれ保全が必要としています。 

 

た行 

太陽光発電（P8、P27、P34、P71、P72、P125） 
●太陽の光エネルギーを電力に変換する発電方式のことです。一般には太陽電池を利用して、光エネ

ルギーを直接電力に変換しています。再生可能エネルギーである太陽光をエネルギー源とするため、

継続的反復的に発電でき、最小単位の発電装置はコンパクトかつ比較的長寿命でメンテナンスも軽

微もしくはほとんど不要であることから、環境・設備での利用が広がっています。 

 

地球温暖化（P2、P5、P6、P7、P8、P26、P39、P43、P44、P45、P50、P71、P73、P74、P88、P100 、

P102、 P122、P123、 P124、P125） 

●人間の諸活動から発生する二酸化炭素などの温室効果ガスにより、地球の気温が上昇し、それによ

ってさまざまな気候変動が生じる現象のことです。 

 

低公害車（P122、P125、P126） 

●騒音の発生や大気汚染物質（二酸化炭素や窒素酸化物）などの排出量が少ない自動車の総称です。

「低公害車開発普及アクションプラン」のなかで、電気自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自

動車、メタノール自動車及び低燃費かつ低排出ガス認定車は、「実用段階にある低公害車」として、

燃料電池自動車は「次世代低公害車」として位置付けられています。なお、低燃費かつ低排出ガス

認定車とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）に基づく燃費基準（トップラ

ンナー基準）早期達成車で、かつ、「低排出ガス車認定基準実施要領」に基づく低排出ガス認定車の

ことです。 
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な行 

認定農業者（P59、P60） 

●農業経営基盤強化促進法に基づく制度です。経営改善を図ろうとする農業者が自ら農業経営改善計

画を作成・申請し、市町村の基本構想に照らして適切であり、その計画の達成される見込みが確実

で、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切である、との基準に適合する農業者として、

市町村から認定を受けた者を指します。認定農業者には、資金等の低利融資制度、農地流動化対策、

担い手を支援するための基盤整備事業、農業者年金の保険料助成等の各種施策が重点的に実施され

ています。 

 

農業集落排水（P65、P66） 

●農村世帯の生活環境の向上・農業用水の水質保全などを目的として、各家庭のトイレ、台所、お風

呂から出た汚水を処理場に集め、きれいにして川に戻す施設です。公共下水道とほぼ同じですが、

集落単位で施設を整備することなどに特徴があります。 

 

は行 

ビオトープ（P35、P61、P62） 

●生物の生息空間を意味しています。狭義では、人為的に整備した自然らしさのある池などを指しま

す。 

 

ＢＯＤ（P22、P23） 

●ＢＯＤとは Biochemical Oxygen Demand（生物化学的酸素要求量）の略称で、河川水や工場排水中

の汚染物質（有機物）が微生物によって無機化あるいはガス化されるときに必要とされる酸素量の

ことで、単位は一般的に mg／L で表します。この数値が大きくなれば、水質が汚濁していることを

意味します。河川について環境基準が定められており、その達成状況は 75％値（年間の日間平均値

のデータｎ個をその値の小さいものから順に並べたときの 0.75×ｎ番目のデータ値）で評価します。 

 

微小粒子状物質（PM2.5）（P2、P8、P18、P19、P21、P63、P64） 

●大気中に浮遊している 2.5μm 以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めて

きた浮遊粒子状物質よりも小さな粒子です。 

PM2.5 は小さいため（髪の毛の太さの 1/30 程度）、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響

に加え、循環器系への影響が心配されています。 

 

 

福岡県環境影響評価条例（P90） 

●環境影響評価法の対象規模に満たない事業や同法が対象としない事業種であって、一定規模以上の

物について、事業者が環境の保全について適正な配慮を行うことを確保するため、環境影響評価が

適切かつ円滑に行われるための手続等について定めています。 
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浮遊粒子状物質（P18、P19） 

●大気中に浮遊している粒子状物質で、代表的な「大気汚染物質」のひとつです。環境基本法(1993)

に基づいて定められる環境基準では、粒径 10μm 以下のものと定義しています。発生源は工場のば

い煙、自動車排出ガスなどの人の活動に伴うもののほか、自然界由来（火山、森林火災など）のも

のがあり、粒径により呼吸器系の各部位へ沈着し人の健康に影響を及ぼします。 

 

保安林（P92） 

●水源かん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備など 11 類類の公共目的を達成するため、森林法に基づき

指定されている特定森林のことです。 

 

ま行 

埋蔵文化財包蔵地（P35） 

●貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵している土地のことです。外観上埋蔵文化財を包蔵しているの

が判明している土地、及び外観上の特色はなくてもその地域社会で一般に埋蔵文化財を包蔵として

認識されている土地は「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、文化財保護法に基づいて、地方公共団

体により指定されるとともに、この周知を図るための遺跡台帳・遺跡地図の整備が行われます。当

該地において工事等を行う場合には、文化庁長官への届け出もしくは通知が必要となります。 

 

松くい虫（P35、P59） 

●マツが、真っ赤になって枯れる現象を「松くい虫」による枯損とか「松枯れ」といいます。このマ

ツの集団枯損現象は、マツノザイセンチュウという線虫をマツノマダラカミキリというカミキリム

シが運ぶことで発生します。この線虫は北アメリカから持ち込まれた侵入生物であり、この線虫が

もたらすマツ材線虫病によって、日本のマツ林は崩壊の危機にあります。 

 

ら行 

ラブアース・クリーンアップ（P31、P79、P80） 
●平成 4 年 5 月に福岡市で開催された「ローマ･クラブ福岡会議 イン 九州」を契機に、この会議の

テーマである“地球環境と地域行動”の実践活動として、市民･企業･行政が協力し、力を合わせて

始めた地域環境美化活動です。 
 

レッドデータブック（P8、P14） 

●絶滅のおそれのある動植物の種を国又は地域単位で選定し、リストとしてまとめたものです。環境

省レッドデータブックのカテゴリー定義は以下のとおりで、福岡県レッドデータブックも基本的に

は環境省のカテゴリーを採用しています。 

 

＜環境省のカテゴリー定義＞ 

①絶滅：我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

②野生絶滅：飼育・栽培下でのみ存続している種 
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③絶滅危惧：絶滅のおそれのある種 

●絶滅危惧Ⅰ類：絶滅の危機に瀕している種 

・絶滅危惧ⅠＡ類：ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種 

・絶滅危惧ⅠＢ類：ⅠＡ類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い種 

●絶滅危惧Ⅱ類：絶滅の危険が増大している種 

④準絶滅危惧：現時点では絶滅危険度は小さいが、生育条件の変化によっては「絶滅危惧」に

移行する可能性のある種 

⑤情報不足：評価するだけの情報が不足している種 

⑥絶滅のおそれのある地域個体群：地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの 
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